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差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

 

 

○法
ほう

制度
せ い ど

創設
そうせつ

の必要性
ひつようせい

 

１．あらゆる分野
ぶんや

を包括
ほうかつ

する差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の必要性
ひつようせい

についてどう考
かんが

えるか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさ く

に関
かか

わる様々
さまざま

な分野
ぶんや

の法制
ほうせい

に対
たい

して、差別
さべつ

に係
かかわ

る基準
きじゅん

を示
しめ

すとと

もに整合性
せいごうせい

を確保
かくほ

する意味
い み

で、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の制定
せいてい

は必要
ひつよう

と考
かんが

える。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

「あらゆる分野
ぶんや

を包括
ほうかつ

する差別
さべつ

禁止法
きんしほう

」の必要性
ひつようせい

は極
きわ

めて高
たか

く、当会議
とうかいぎ

にお

いても、その創設
そうせつ

を最重要
さいじゅうよう

課題
かだ い

に位置
い ち

づけるべきである。 

（１）わが国
くに

に暮
く

らす障
しょう

がいのある人
ひと

は、現在
げんざい

、様々
さまざま

な生活
せいかつ

の場面
ばめん

において深刻
しんこく

な差別
さべつ

などの人権
じんけん

侵害
しんがい

を受
う

けており、社会
しゃかい

の一員
いちいん

として等
ひと

しく扱
あつか

われ、自立
じりつ

した個人
こじん

として充実
じゅうじつ

した生活
せいかつ

を営
いとな

むことが困難
こんなん

な状況
じょうきょう

に置
お

かれている。 

これまで、この状況
じょうきょう

を改善
かいぜん

するため、様々
さまざま

な運動
うんどう

が行
おこな

われ、多
おお

くの福祉
ふくし

施策
しさ く

が講
こう

じられてきたところではあるが、残念
ざんねん

ながら、今
いま

もってその目標
もくひょう

の

達成
たっせい

には至
いた

っていないといわざるを得
え

ない。 

かかる状況
じょうきょう

を抜
ばっ

本的
ぽんてき

に打開
だかい

するためには、わが国
くに

においても、以下
い か

の①
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ないし③の条件
じょうけん

を全
すべ

て満
み

たす差別
さべつ

禁止
きん し

法制
ほうせい

の整備
せいび

が不可避
ふ か ひ

であると考
かんが

える。 

①あらゆる生活
せいかつ

分野
ぶん や

を適用
てきよう

対象
たいしょう

とする規範
きはん

であること 

←差別
さべつ

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

の全般
ぜんぱん

に関係
かんけい

する問題
もんだい

であるため。 

②行政
ぎょうせい

と私人
しじん

の関係
かんけい

のみならず、私
し

人間
じんかん

の関係
かんけい

をも規
き

律
りつ

する規範
きはん

であるこ

と 

←現実
げんじつ

の差別
さべつ

は、国
くに

や地方
ちほう

自治体
じ ち た い

によるもののみならず、事
じ

業者
ぎょうしゃ

なども

含
ふく

む私人
しじん

によって行
おこな

われることが多
おお

いため 

 ③
３

障
しょう

がいのある人
ひと

の具体的
ぐたいてき

権利
けん り

が明定
めいてい

され、裁判
さいばん

規範性
きはんせい

を有
ゆう

する規範
きはん

で

あること 

    ←理念
りねん

として差別
さべつ

禁止
きん し

をうたうのみで差別
さべつ

が行
おこな

われた場合
ばあい

の救済
きゅうさい

手段
しゅだん

が担
たん

保
ほ

されていなければ、現実的
げんじつてき

に差別
さべつ

を是正
ぜせい

することはできないため。 

（２）以上
いじょう

の条件
じょうけん

を全
ぜん

て満
み

たすような差別
さべつ

禁止
きん し

法制
ほうせい

を現存
げんそん

する個々
こ こ

の法律
ほうりつ

の

改正
かいせい

を通
つう

じて実現
じつげん

することは立法
りっぽう

技術的
ぎじゅつてき

に極
きわ

めて困難
こんなん

であるといわざるを

得
え

ない。またそもそも、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

における基本的
きほんてき

に理念
りねん

や概念
がいねん

を一貫
いっかん

さ

せ、権利法
けんりほう

としての性質
せいしつ

を維
い

持
じ

するためには、個
こ

別法
べつぽう

でなく包括的
ほうかつてき

な差別
さべつ

禁止法
きんしほう

制定
せいてい

が不可欠
ふ か け つ

である。そのため、新
あら

たに、「あらゆる分野
ぶんや

を包括
ほうかつ

する

差別
さべつ

禁止法
きんしほう

」を創設
そうせつ

することが必要
ひつよう

なのである。 

（３）さらに、いわば障
しょう

がいを持
も

つ人
ひと

の差別
さべつ

禁止法
きんしほう

が制定
せいてい

されることは、これ

まで 障
しょう

がいのある人
ひと

を差別
さべつ

し続
つづ

けてきた社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の意識
いしき

を変革
へんかく

させる
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強力
きょうりょく

なインパクトとなるとともに、日本
にほん

国内
こくない

に暮
く

らす全
すべ

ての障
しょう

がいを持
も

つ

人
ひと

に社会
しゃかい

参加
さん か

への希望
きぼう

と勇気
ゆうき

を与
あた

えることにも繋
つな

がる。 

（４）障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

３条
じょう

３項
こう

の差別
さべつ

の禁止
きんし

では不十分
ふじゅうぶん

である＝ 裁判
さいばん

規範性
きはんせい

の

重要性
じゅうようせい

について 

従来
じゅうらい

、障
しょう

がいのある人
ひと

が差別
さべつ

を受
う

けたことを理由
りゆう

に裁判
さいばん

を起
お

こしたとし

ても、差別
さべつ

禁止
きん し

を定
さだ

める裁判
さいばん

規範性
きはんせい

のある法規
ほうき

が存在
そんざい

しないため、司法的
しほうてき

な

救済
きゅうさい

が行
おこな

われることはほとんどなかった（後掲
こうけい

の二
ふた

つの事例
じれい

資料
しりょう

参照
さんしょう

）。 

「あらゆる分野
ぶんや

を包括
ほうかつ

する差別
さべつ

禁止法
きんしほう

」は、いわゆるプログラム規定
きてい

や

同義的
どうぎてき

努力
どりょく

義務
ぎ む

ではなく、裁判
さいばん

規範
きは ん

として機能
きのう

する法規
ほうき

としての内容
ないよう

と体裁
ていさい

を持
も

って制定
せいてい

されなければならない。障
しょう

がいのある人
ひと

の現状
げんじょう

を抜
ばっ

本的
ぽんてき

に

打開
だかい

するためには、お題目
だいもく

としての差別
さべつ

禁止
きん し

ではなく、差別
さべつ

の法的
ほうてき

救済
きゅうさい

を

可能
かのう

にする実効性
じっこうせい

のあるルールこそが求
もと

められるのである。 

 

 〔事例
じれい

資料
しりょう

１〕 

電動車
でんどうぐるま

いす利用者
りようしゃ

が高架
こうか

駅
えき

にエレベーター設置
せっち

を求
もと

めた事例
じれい

 

平成
へいせい

１１年
ねん

３月
がつ

１１日
にち

大阪
おおさか

地方
ちほ う

裁判所
さいばんしょ

判決
はんけつ

（判例
はんれい

タイムス１０５５） 

「・・原告
げんこく

指摘
して き

の法令
ほうれい

の諸規定
しょきてい

（鉄道
てつどう

事業法
じぎょうほう

、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

、大阪府
おおさかふ

福祉
ふく し

のまちづくり条例
じょうれい

など）は、いずれも国
くに

ないし地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

と被告
ひこく

（鉄道事
てつどうこと
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業者
ぎょうしゃ

）との間
あいだ

の権利
けんり

義務
ぎ む

関係
かんけい

を規
き

律
りつ

するものであって、原告
げんこく

の被告
ひこく

に対
たい

する

具体的
ぐたいてき

な権利
けんり

関係
かんけい

に関
かん

する規定
きてい

と解
かい

することはできないばかりか、右
みぎ

諸規定
しょきてい

においては、国
くに

ないし地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

との関係
かんけい

においても、鉄道
てつどう

駅
えき

へのエレベ

ーターの設置
せっち

が費用
ひよう

負担
ふた ん

などの経済的
けいざいてき

制約
せいやく

を不可避的
ふ か ひ て き

に伴
ともな

うことに鑑
かんが

み、

被告
ひこく

に対
たい

して道義上
どうぎじょう

の努力
どりょく

義務
ぎ む

を示
しめ

しているにすぎないのであるから、かか

る法令
ほうれい

の諸規定
しょきてい

を前提
ぜんてい

としても、本両駅
ほんりょうえき

にエレベーターが設置
せっち

されていない

ことをもって違法
いほう

であると評価
ひょうか

することはできない。」 

 

 〔事例
じれい

資料
しりょう

２〕 

鉄道
てつどう

車両
しゃりょう

に車
くるま

いす対応
たいおう

トイレが設置
せっち

されていないことの違憲
いけん

訴訟
そしょう

事例
じれ い

 

平成
へいせい

１３年
ねん

７月
がつ

２３日
にち

東京
とうきょう

地方
ちほ う

裁判所
さいばんしょ

判決
はんけつ

、同
どう

１４年
ねん

３月
がつ

２８日
にち

東京
とうきょう

高等
こうとう

裁判所
さいばんしょ

判決
はんけつ

、（判例
はんれい

タイムス１１３１） 

（なお、この列車
れっしゃ

には普通
ふつう

の乗客用
じょうきゃくよう

のトイレ設備
せつび

は設置
せっち

されている） 

「被告
ひこく

（鉄道事
てつどうこと

業者
ぎょうしゃ

）は公益的
こうえきてき

事業
じぎょう

を営
いとな

むとはいえ、どの線区
せんく

に車
くるま

いす対応
たいおう

トイレ設置
せっち

車両
しゃりょう

を投入
とうにゅう

するかについて・・判断
はんだん

する自由
じゆう

を有
ゆう

している」 

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の諸規定
しょきてい

は、国
くに

に対
たい

して施策
しさく

の基本
きほん

方針
ほうしん

を示
しめ

し、または

抽象的
ちゅうしょうてき

な責務
せきむ

を規定
きてい

するにとどまり、これらの諸規定
しょきてい

が、障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

として

特定
とくてい

の施策
しさく

を実施
じっし

すべき被告
ひこく

国
くに

の義務
ぎ む

を規定
きてい

したものとはいえない」 
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【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 

■権利
けんり

条約
じょうやく

の各条項
かくじょうこう

で求
もと

められている措置
そ ち

の履行
りこう

のためには、裁判
さいばん

規範性
きはんせい

を持
も

った包括的
ほうかつてき

な差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の制定
せいてい

が必要
ひつよう

であると考
かんが

える。また、「基本法
きほんほう

」という

性格
せいかく

から、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

では対応
たいおう

できないと考
かんが

える。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 

障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

は、労働
ろうどう

、教育
きょういく

などあらゆる分野
ぶ ん や

にわたって、日常的
にちじょうてき

に存
そん

在
ざい

し、裁判
さいばん

規範性
きはんせい

のある障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止法
きんしほう

(仮称
かしょう

)の制定
せいてい

は急
いそ

がれている。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

必要
ひつよう

である。 

 

実質的
じっしつてき

な差別
さべつ

禁止
きん し

（機会
きかい

均等
きんとう

）は、すべての障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

のない人
ひと

と平等
びょうどう

に

すべての日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

参加
さん か

を行
おこな

うための基礎
き そ

となると考
かんが

える。 

 障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

という点
てん

からみた時
とき

には、様々
さまざま

な分野
ぶんや

での差別
さべつ

は密接
みっせつ

不可分
ふ か ぶ ん

に

つながっている。例
たと

えば、雇用
こよう

の推進
すいしん

という一
ひと

つの分野
ぶんや

から見
み

ても、交通
こうつう

や住居
じゅうきょ

のアクセス、教育期
きょういくき

からインクルージョンの実現
じつげん

は不可欠
ふ か け つ

である。 

 

ちなみに、障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

においては第
だい

２条
じょう

、第
だい

４条
じょう

、第
だい

５条
じょう

等
とう

の総則
そうそく

規定
きて い

に

おいて差別
さべつ

禁止
きん し

規定
きて い

がなされており、これらの規定
きてい

は、第
だい

１０条
じょう

以下
い か

の全
すべ

ての
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個別
こべ つ

条項
じょうこう

に係
かかわ

るものである。 

 

【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

この種
しゅ

の法
ほう

は「あらゆる分野
ぶんや

」を包括
ほうかつ

することができるのか。可能性
かのうせい

を知
し

りた

い。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

に限
かぎ

らず、あらゆる分野
ぶんや

におけるあらゆる差別
さべつ

は禁止
きんし

されるべきであ

る。 

 したがって、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

を制定
せいてい

するのであれば、本来
ほんらい

は「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

」

ではなく、「差別
さべつ

禁止
きん し

基本法
きほんほう

」のような上
じょう

位法
いほ う

を制定
せいてい

し、その上
うえ

で障害者
しょうがいしゃ

関連
かんれん

の

差別
さべつ

を禁止
きんし

する法律
ほうりつ

を制定
せいてい

することが望
のぞ

ましいと考
かんが

える。 

 しかし、現実
げんじつ

に、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する重大
じゅうだい

な差別
さべつ

が存
そん

在
ざい

し、それを緊急
きんきゅう

に禁止
きんし

す

る必要
ひつよう

がある以上
いじょう

、次善
じぜん

の策
さく

として、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

の禁止
きんし

を明示
めいじ

する法令
ほうれい

を制定
せいてい

す

ることが必要
ひつよう

である。 

 ただし、憲法
けんぽう

に次
つ

ぐ法
ほう

である現行
げんこう

の「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」の一部
いちぶ

として位置付
い ち づ

け

ることが適切
てきせつ

か、それとも「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

」として別
べつ

の法令
ほうれい

を独立
どくりつ

して制定
せいてい

することが適切
てきせつ

かについては、立法
りっぽう

作業上
さぎょうじょう

の問題点
もんだいてん

も含
ふく

め、慎重
しんちょう

に議論
ぎろん

すべき

である。 

 

【川
かわ

﨑
さき

委員
いい ん

】 
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必要
ひつよう

です。障
しょう

がい者
しゃ

の権利
けんり

擁護
よう ご

のために、障
しょう

がい者
しゃ

が普通
ふつう

に生活
せいかつ

するため

に、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

は必要
ひつよう

な法律
ほうりつ

と考
かんが

えます。 

 

【佐藤
さとう

委員
いい ん

】 

 必要
ひつよう

だと思
おも

う。障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

は日常的
にちじょうてき

でかつ広範囲
こうはんい

にわたる。さらに相互
そうご

に関連
かんれん

して障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さん か

を妨
さまた

げている。個別
こべつ

の分野
ぶんや

ごとの法律
ほうりつ

で差別
さべつ

禁止
きん し

を図
はか

るとともに、総合的
そうごうてき

なものも必要
ひつよう

である。 

 

 以下
い か

はこのことを示
しめ

す一例
いちれい

。（障害者
しょうがいしゃ

欠格
けっかく

条項
じょうこう

をなくす会
かい

の臼井
うすい

氏
し

より） 

2008年
ねん

６月
がつ

から、自動車
じどうしゃ

の運転
うんてん

免許
めんきょ

の交付
こう ふ

対象
たいしょう

が、聴力
ちょうりょく

基準
きじゅん

未満
みま ん

の人
ひと

に拡
ひろむ

大
たい

した。しかしこ

の制度
せいど

開始
かい し

後
あと

１年
ねん

に新
あら

たに免許
めんきょ

を交
こう

付
ふ

された人
ひと

は、全国
ぜんこく

で約
やく

５０人
にん

にすぎない。５０人
にん

と少
すく

な

い背景
はいけい

には、 

・大
おお

きな制約
せいやく

と条件
じょうけん

つきで、取得
しゅとく

するだけの魅力
みりょく

がない免許
めんきょ

 （運転
うんてん

できるのは普通
ふつう

四輪
よんりん

だけ。

原付
げんつき

、二輪
にり ん

、荷物
にもつ

積載
せきさい

できる４ナンバー車
しゃ

不可
ふ か

、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

マーク、ワイドミラー装着
そうちゃく

が罰金付
ばっきんづけ

条件
じょうけん

） 

・受講
じゅこう

に必要
ひつよう

なサポートが乏
とぼ

しい （手話
しゅわ

通訳
つうやく

や文字
も じ

通訳
つうやく

つきで受講
じゅこう

できる教習所
きょうしゅうしょ

が少
すく

なく、通
かよ

えるエリアにそうした教習所
きょうしゅうしょ

がない人
ひと

は、知識
ちしき

や技術
ぎじゅつ

の習
ならい

得
とく

も困難
こんなん

） 

・免許
めんきょ

行政
ぎょうせい

窓口
まどぐち

の問題
もんだい

 （筆談
ひつだん

も拒否
きょ ひ

されたりコミュニケーションをはかる姿勢
しせい

が不十分
ふじゅうぶん

） 

などが挙
あ

げられる。 

このように、大
おお

きな制限
せいげん

をそのままにして、かつ、単
たん

に免許
めんきょ

交付
こう ふ

対象
たいしょう

を拡大
かくだい

するだけでは、実際
じっさい

の取得
しゅとく

・交付
こう ふ

は進
すす

まない。 

なお、日本
にほん

の免許
めんきょ

行政
ぎょうせい

は「聞
き

こえない人
ひと

が運転
うんてん

するのは危険
きけん

のおそれがある」とみなしてい

るが、諸外国
しょがいこく

は、以前
いぜん

から、普通
ふつう

自動車
じどうしゃ

や二輪
にり ん

は、聴力
ちょうりょく

不問
ふも ん

のところが多
おお

く、聞
き

こえない人
ひと

も、

日本
にほん

の標準的
ひょうじゅんてき

な装備
そう び

の自動車
じどうしゃ

や二輪
にり ん

で、あたりまえに運転
うんてん

している。２００５年度
ねんど

に１４７５人
にん

の聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が回答
かいとう

したアンケート結果
けっか

によると、７５％が聴力
ちょうりょく

を理由
りゆ う

とする制約
せいやく

・制限
せいげん

を

「撤廃
てっぱい

すべき」と回答
かいとう

している。回答者
かいとうしゃ

のほとんどは「補聴器
ほちょうき

をつける」などの条件下
じょうけんか

で運転
うんてん

し

てきたベテランドライバー。また、視覚
しかく

についても、視力
しりょく

検査
けん さ

数値
すう ち

だけで判定
はんてい

せずに個別
こべつ

アセ

スメントを重視
じゅうし

する国々
くにぐに

があり、日本
にほん

では免許
めんきょ

交付
こう ふ

されない人
ひと

もそれらの国
くに

では問題
もんだい

なく運転
うんてん

できている。 
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【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

 包括的
ほうかつてき

な差別
さべつ

禁止法
きんしほう

が有効
ゆうこう

と考
かんが

えます。幅広
はばひろ

い分野
ぶんや

に適用
てきよう

できる総則
そうそく

規定
きて い

を

作
つく

り、個別
こべつ

分野
ぶん や

として、労働
ろうどう

・雇用
こよう

、教育
きょういく

、性
せい

、医療
いりょう

、政治
せいじ

参加
さん か

、司法
しほう

、行政
ぎょうせい

サ

ービス、情報
じょうほう

・通信
つうしん

、交通
こうつう

、経済
けいざい

・文化
ぶんか

サービス、不動産
ふどうさん

取引
とりひき

などを網羅
もうら

すべ

きと考
かんが

えます。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

必要
ひつよう

。 

 

ただし強制
きょうせい

入院
にゅういん

法規
ほう き

（医療
いりょう

観察法
かんさつほう

、精神
せいしん

保健
ほけ ん

福祉法
ふくしほう

、医
い

療法
りょうほう

施行令
しこうれい

）や適用
てきよう

除外
じょがい

規定
きて い

（制限
せいげん

行為
こう い

能力
のうりょく

、訴訟
そしょう

無能力
むのうりょく

、欠格
けっかく

条項
じょうこう

、民法
みんぽう

７７０条
じょう

第
だい

１項
こう

第
だい

４号
ごう

）の改廃
かいはい

なくして、成立
せいりつ

させてはならない。移行
いこう

措置
そ ち

の担保
たんぽ

なく成立
せいりつ

させると、適用
てきよう

除外
じょがい

のある差別
さべつ

禁止法
きんしほう

となる。適用
てきよう

除外
じょがい

のある差別
さべつ

禁止法
きんしほう

では、立法
りっぽう

趣旨
しゅ し

である目的
もくてき

に反
はん

した法
ほう

体系
たいけい

となる。 

 

 

補足
ほそ く

意見
いけ ん

：大阪
おおさか

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

連絡会
れんらくかい

         塚本
つかもと

正治
しょうじ

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

は隔離
か く り

・収容
しゅうよう

施策
し さ く

の下
した

、精神
せいしん

病院
びょういん

や地域
ち い き

において数々
かずかず

の差別
さ べ つ

・人権
じんけん

侵害
しんがい

を受
う

け

てきた。病院
びょういん

においては、職員
しょくいん

による暴行
ぼうこう

(死亡
し ぼ う

のケースもある)・不当
ふ と う

な隔離室
かくりしつ

への拘禁
こうきん

・

違法
い ほ う

な身体
しんたい

拘束
こうそく

・違法
い ほ う

な面会
めんかい

妨害
ぼうがい

・無視
む し

・放置
ほ う ち

・プライバシーの無
な

さなど病
やまい

を癒
いや

すどころ

か人生
じんせい

を深
ふか

く傷
きず

つけられてきた。その結果
け っ か

として人生
じんせい

や地域
ち い き

生活
せいかつ

への自信
じ し ん

を喪失
そうしつ

し、約
やく

15

万人
まんにん

の社会的
しゃかいてき

入院者
にゅういんしゃ

を生
う

み出
だ

してきた。病院
びょういん

の敷地内
しきちない

で命
いのち

途絶
と だ

えた精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

もまたその

被害者
ひがいしゃ

である。 
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一方
いっぽう

、退院
たいいん

にたどり着
つ

いたとしても、保証人
ほしょうにん

もいないし、地域
ち い き

での入
にゅう

居
きょ

差別
さ べ つ

があり、暮
く

ら

すところが見
み

つからない。暮
く

らすところを見
み

つけたとしても、「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

はなにをするか

わからない」という社会的
しゃかいてき

偏見
へんけん

の中
なか

、地域
ち い き

で孤立
こ り つ

した生活
せいかつ

を強
つよし

いられ、就労
しゅうろう

するにも就労先
しゅうろうさき

が見
み

つからないという差別
さ べ つ

を受
う

けてきた。 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

への社会的
しゃかいてき

偏見
へんけん

にもとづく差別
さ べ つ

に対
たい

して、病院
びょういん

や地域
ち い き

において精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

へ

の差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

することによって、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を治安
ち あ ん

対策
たいさく

から福祉
ふ く し

施策
し さ く

へと転換
てんかん

するこ

とを強
つよ

く願
ねが

う。 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

 差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

（専門法
せんもんほう

としての独立
どくりつ

した立法
りっぽう

）が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

である。理由
りゆう

は以下
い か

のとおりである。 

（１）国民
こくみん

に差別
さべつ

禁止
きん し

の意義
い ぎ

を周知
しゅうち

徹底
てってい

することが必要
ひつよう

であり、これを立法
りっぽう

に

よって広報
こうほう

し、国民
こくみん

のコンセンサスを作
つく

り出
だ

すことが必要
ひつよう

である。 

（２）障害
しょうがい

のある人
ひと

の意識
いしき

を改善
かいぜん

していくためにも、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

は必要
ひつよう

である。 

（３）障害
しょうがい

、障害
しょうがい

のある人
ひと

及
およ

び障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の定義
ていぎ

、意義
い ぎ

について明確
めいかく

な立法
りっぽう

が必要
ひつよう

である。 

（４）裁判
さいばん

における規範性
きはんせい

を明確
めいかく

にするためには、できるだけ分野
ぶんや

ごとにかつ

具体的
ぐたいてき

に差別
さべつ

の基準
きじゅん

を示
しめ

すことが必要
ひつよう

である。 

 

【土本
つちもと

委員
いい ん

】 

具体的
ぐたいてき

に何
なに

が「差別
さべつ

」なのかをはっきりする必要
ひつよう

がある。 

 

【差別
さべつ

】 
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あるものと別
べつ

のあるものとの間
あいだ

に認
みと

められる違
ちが

い。また、それに従
したが

って区別
くべつ

す

ること。  

取
と

り扱
あつか

いに差
さ

をつけること。特
とく

に、他
ほか

よりも不当
ふとう

に低
ひく

く取
と

り扱
あつか

うこと。 

 

主
おも

な差別
さべつ

 

【偏見
へんけん

】 

かたよった見方
みかた

・考
かんが

え方
かた

。ある集団
しゅうだん

や個人
こじん

に対
たい

して、客観的
きゃくかんてき

な根拠
こんきょ

なしにいだ

かれる非好意的
ひこう い て き

な先入観
せんにゅうかん

や判断
はんだん

。 

「へん」「おかしい」「何
なに

をするかわからない」「あぶない」 

「何
なに

もわからない」「何
なに

もできない」「やくにたたない」 

【社会的
しゃかいてき

排除
はいじょ

】 

障
しょう

がいを理由
りゆう

として個人
こじん

または集団
しゅうだん

が社会
しゃかい

から排除
はいじょ

される事
こと

、またはその状態
じょうたい

をいう。 

「病院
びょういん

に入院
にゅういん

しろ」「入所
にゅうしょ

施設
しせ つ

へ行
い

け」 

【抑圧
よくあつ

】 

抑制
よくせい

し圧迫
あっぱく

すること。むりやりおさえつけること。 

「虐待
ぎゃくたい

」「奴隷
どれい

労働
ろうどう

」「搾取
さくしゅ

」 

【制約
せいやく

】 

ある条件
じょうけん

や枠
わく

をもうけて、自由
じゆう

な活動
かつどう

や物事
ものごと

の成立
せいりつ

をおさえつけること。 
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「放置
ほうち

」「利用者
りようしゃ

負担
ふた ん

」「サービスの利用
りよう

資格
しか く

制限
せいげん

や時間
じかん

制限
せいげん

」 

【支配
しはい

】 

ある地域
ちいき

や組織
そしき

に勢力
せいりょく

・権力
けんりょく

を及
およ

ぼして、自分
じぶん

の意
い

のままに動
うご

かせる状態
じょうたい

に置
お

く

こと。 

ある要因
よういん

が人
ひと

や物事
ものごと

に影響
えいきょう

を及
およ

ぼして、その考
かんが

えや行動
こうどう

を束縛
そくばく

すること。 

「洗脳
せんのう

」「威圧
いあつ

」「暴言
ぼうげん

」「暴行
ぼうこう

」 

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
けんり

を保障
ほしょう

し、差別
さべつ

をなくすことを実効
じっこう

あるものとするため、 

あらゆる分野
ぶんや

を包括
ほうかつ

する差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の整備
せいび

が必要
ひつよう

である。 

現行
げんこう

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

では、障害
しょうがい

のある人
ひと

は社会
しゃかい

活動
かつどう

に参加
さんか

する機会
きかい

が恩恵的
おんけいてき

 

に与
あた

えられる対象
たいしょう

とみなされ、社会
しゃかい

参加
さん か

を権利
けんり

として保障
ほしょう

するものとなってい

ない。また、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する差別
さべつ

を禁止
きんし

しているが、何
なに

が差別
さべつ

に当
あ

たる

のか、さらに、差別
さべつ

や権利
けんり

侵害
しんがい

が行
おこな

われた場合
ばあい

にどのように迅速
じんそく

かつ効果的
こうかてき

な

救済
きゅうさい

を図
はか

っていくのかを規定
きてい

していないため、差別
さべつ

禁止
きん し

が実効
じっこう

あるものとなっ

ていない。 

私
わたし

は、千葉県
ち ば け ん

知事
ち じ

在任中
ざいにんちゅう

、「どんなに福祉
ふくし

サービスが充実
じゅうじつ

しても、地域
ちいき

社会
しゃかい

に

誤解
ごかい

や偏
へん

見
けん

、差別
さべつ

があっては、障害
しょうがい

のある人
ひと

が、ありのままにその人
ひと

らしく地域
ちいき

で暮
く

らすことはできない。」と考
かんが

え、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

をなくすための条例
じょうれい

を制定
せいてい

する
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ことにした。最初
さいしょ

に、差別
さべつ

に当
あ

たると思
おも

われる事例
じれい

を県民
けんみん

から募集
ぼしゅう

したが、教育
きょういく

、

医療
いりょう

、サービス提供
ていきょう

、労働
ろうどう

、建物
たてもの

・交通
こうつう

アクセス、福祉
ふくし

など様々
さまざま

な分野
ぶんや

から合計
ごうけい

約
やく

８００件
けん

寄
よ

せられた。千葉県
ち ば け ん

の条例
じょうれい

は、こうした実態
じったい

を踏
ふ

まえ、誰
だれ

もが暮
く

ら

しやすい社会
しゃかい

をつくるために制定
せいてい

されたものである。 

一方
いっぽう

、内閣府
ないかくふ

が実施
じっし

した「平成
へいせい

２０年度
ねんど

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さべつ

事例
じれ い

等
とう

の調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

」の結果
けっか

を見
み

ると、車椅子
くるまいす

の利用
りよう

等
とう

を理由
りゆう

とする採用
さいよう

（募集
ぼしゅう

）の拒否
きょひ

・制限
せいげん

、

賃金
ちんぎん

等
とう

の差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い、重度
じゅうど

の障害
しょうがい

等
とう

を理由
りゆう

とする福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

や

治療
ちりょう

・入院
にゅういん

の拒
きょ

否
ひ

・制限
せいげん

などが、差別
さべつ

事例
じれ い

として当事者
とうじしゃ

から指摘
してき

されている。 

このように、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する差別
さべつ

の解消
かいしょう

は全国的
ぜんこくてき

な問題
もんだい

となっている。

北海道
ほっかいどう

が平成
へいせい

２１年
ねん

３月
がつ

に議員
ぎいん

提案
ていあん

で条例
じょうれい

を制定
せいてい

したほか、他
ほか

の自治体
じ ち た い

でも

条例
じょうれい

制定
せいてい

の動
うご

きが活発化
かっぱつか

している。国
くに

として、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

を整備
せいび

する必要
ひつよう

がある。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さべつ

はその生活
せいかつ

のあらゆる分野
ぶんや

に及
およ

ぶものであるので、分野
ぶんや

ごとの縦割
たてわ

りではなく、全体
ぜんたい

を包括
ほうかつ

する差別
さべつ

禁止法
きんしほう

は必要
ひつよう

である。 

 心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

基本法
きほんほう

が障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に改
かい

正
せい

されても、更生
こうせい

と保護
ほ ご

に基
もと

づく

旧来
きゅうらい

からの障害者
しょうがいしゃ

施策
しさ く

の枠
わく

にとどまり、障害者
しょうがいしゃ

への差別
さべつ

禁止
きん し

規定
きて い

は盛
も

り込
こ

まれ

なかった。つまり、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

は障害
しょうがい

の軽減
けいげん

と克服
こくふく

のための努力
どりょく

をおしつけら
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れ、重度
じゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

しては隔離
かくり

・収容型
しゅうようかた

の施設
しせつ

入所
にゅうしょ

が引
ひ

き続
つづ

き推進
すいしん

されてい

ると考
かんがえざるを

えざるを得ない。 

 

【長瀬
ながせ

委員
いい ん

】 

 障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

を禁止
きんし

する新
あら

たな法律
ほうりつ

が必要
ひつよう

である。 

 日本
にほん

では、2004年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

によって、1967年
ねん

に身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

による差別
さべつ

禁止
きん し

規定
きて い

が削
さく

除
じょ

されてから 37年
ねん

ぶりに、法的
ほうてき

な障害
しょうがい

差別
さべ つ

禁止
きん し

規定
きて い

が

復活
ふっかつ

した。しかし、この障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

3条
じょう

の「障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、障害
しょうがい

を理由
りゆう

と

して、差別
さべつ

すること」を禁止
きんし

する規定
きてい

は不十分
ふじゅうぶん

である。なぜなら、一
ひと

つには、

障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

条約
じょうやく

は、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

を差別
さべつ

と定義
ていぎ

している（第
だい

２条
じょう

）が、現在
げんざい

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

を差別
さべつ

と規定
きてい

してないからである。また、

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

は、差別
さべつ

があった際
さい

の救済
きゅうさい

規定
きて い

も欠
か

いているためである。 

 

【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

を具体的
ぐたいてき

に担
たん

保
ぽ

できる裁判
さいばん

規範性
きはんせい

をも

った法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

）の制定
せいてい

が必要
ひつよう

である。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

は、雇用
こよう

・就労
しゅうろう

、教育
きょういく

、サービスや情報
じょうほう

へのアクセス、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きか ん

、
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住
す

まいなど生活
せいかつ

の様々
さまざま

な領域
りょういき

で差別
さべつ

を被
こうむ

っている。個
こ

別法
べっぽう

で差別
さべつ

禁止
きん し

規定
きて い

を設
もう

けることも必要
ひつよう

であるが、苦情
くじょう

申立
もうしたて

や共済
きょうさい

措置
そ ち

などの窓口
まどぐち

を共通化
きょうつうか

することで、

さまざまな領域
りょういき

で 被
こうむ

る差別
さべつ

に迅速
じんそく

に対応
たいおう

するためにも包括的
ほうかつてき

な差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の

制定
せいてい

が必要
ひつよう

である。もっとも障害者
しょうがいしゃ

だけでなく、女性
じょせい

やこども、外国人
がいこくじん

など

社会的
しゃかいてき

マイノリティグループも差別
さべつ

などの人権上
じんけんじょう

の問題
もんだい

に直面
ちょくめん

していることか

ら、これらすべての人
ひと

びとの人権
じんけん

問題
もんだい

を取
と

り扱
あつか

う人権
じんけん

擁護法
ようごほう

の制定
せいてい

もあわせて

すすめるべきであろう。そして、人権
じんけん

擁護法
ようごほう

に基
もと

づき、人権
じんけん

委員会
いいんかい

が設置
せっち

され

れば、その一
いち

部門
ぶもん

として障害者
しょうがいしゃ

権利員会
けんりいんかい

を設
もう

けるのが現実的
げんじつてき

と思
おも

われる。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

 現行
げんこう

の法
ほう

体系
たいけい

で障害
しょうがい

と認
みと

められていない、いわゆる制度
せいど

の谷間
たにま

の障害者
しょうがいしゃ

も含
ふく

め、その障害
しょうがい

を理由
りゆう

に、社会的
しゃかいてき

、文化的
ぶんかてき

、政治的
せいじてき

、経済的
けいざいてき

その他
た

のあらゆる分野
ぶんや

における権利
けんり

を包括
ほうかつ

する法律
ほうりつ

が必要
ひつよう

である。また、障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

を批准
ひじゅん

する

ためには、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

を課
か

すことを含
ふく

めた障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

の制定
せいてい

が必要
ひつよう

であり、また、現行
げんこう

の個別
こべつ

の法
ほう

改正
かいせい

だけでなく、包括的
ほうかつてき

な差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の立法
りっぽう

が

必要
ひつよう

である。 
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○差別
さ べ つ

の定義
て い ぎ

 

１．総則的
そうそくてき

定義
てい ぎ

をどのようにするか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

差別
さべつ

、間接
かんせつ

差別
さべ つ

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の定義
ていぎ

は必要
ひつよう

と考
かんが

える。 

特
とく

に、知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さん か

のためには、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は欠
か

かせない。また、知的
ちてき

障害
しょうがい

の場合
ばあい

は、ハード面
めん

での配慮
はいりょ

だけでなく、心配
こころくば

りなどのソフト面
めん

が欠
か

かせ

ない。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

には、建物
たてもの

設備
せつ び

や補助的
ほじょてき

器具
き ぐ

などのハード面
めん

だけでなく、心配
こころくば

りなどソフト面
めん

を含
ふく

むよう、特
とく

に強調
きょうちょう

する必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

あらゆる場面
ばめん

、あらゆる権利
けんり

の享有
きょうゆう

に適用
てきよう

されるべきこと、及
およ

び、直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

の

みならず間接
かんせつ

差別
さべ つ

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

も禁止
きんし

されるべきことを明示
めいじ

し、「政治的
せいじてき

、

経済的
けいざいてき

、社会的
しゃかいてき

、文化的
ぶんかてき

、市民的
しみんてき

その他
た

のいかなる分野
ぶんや

において」「あらゆる形態
けいたい

の」差別
さべつ

が禁止
きんし

されるべきことを明確
めいかく

に打
う

ち出
だ

すべきである。 

条約
じょうやく

２条
じょう

は、障
しょう

がいに基
もと

づく差別
さべつ

は「障害
しょうがい

に基
もと

づくあらゆる区別
くべつ

、排除
はいじょ

又
また

は

制限
せいげん

であって、政治的
せいじてき

、経済的
けいざいてき

、社会的
しゃかいてき

、文化的
ぶんかてき

、市民的
しみんてき

その他
た

のいかなる分野
ぶんや

においても、他
ほか

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

としてすべての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じゆ う

を認識
にんしき

し、享有
きょうゆう

し又
また

は行使
こうし

することを害
がい

し又
また

は無効
むこう

にする目的
もくてき

又
また

は効果
こうか

を有
ゆう

するもの」
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だけでなく、さらにそれに加
くわ

えて「障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

には、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

わ

ないことを含
ふく

むあらゆる形態
けいたい

の差別
さべつ

を含
ふく

む」と規定
きてい

している。 

すなわち、意図的
い と て き

な差別
さべつ

だけでなく、意図的
い と て き

ではなくても差別
さべつ

の効果
こうか

が生
しょう

じ

る場合
ばあい

も差別
さべつ

であることを明確
めいかく

にし、さらに、これに加
くわ

えて、「区別
くべつ

、排除
はいじょ

又
また

は

制限
せいげん

」といった異
こと

なる取扱
とりあつかい

だけではなく、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

わないことが差別
さべつ

で

あることを明言
めいげん

した。 

日本
にほん

においても、条約
じょうやく

２条
じょう

に従
したが

った総則
そうそく

規定
きて い

を置
お

いた差別
さべつ

禁止法
きんしほう

が制定
せいてい

され

なければならない（条約
じょうやく

４条
じょう

）。 

尚
なお

、間接
かんせつ

差別
さべ つ

は障
しょう

がいに関
かか

わらない事由
じゆう

を要件
ようけん

とすることによって結果
けっか

とし

て差別
さべつ

となるものであり、障
しょう

がいに関
かか

わらない事由
じゆう

を要件
ようけん

とすることに合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

がないときに認
みと

められる。これについては従来
じゅうらい

要件
ようけん

があいまいである等
とう

を理由
りゆう

に認
みと

められていなかったが、２００６年
ねん

男女
だんじょ

雇用
こよ う

機会
きか い

均等法
きんとうほう

において

性別
せいべつ

以外
いが い

の事由
じゆう

を要件
ようけん

とする措置
そ ち

についても差別
さべつ

と認
みと

め、間接
かんせつ

差別
さべ つ

の禁止
きんし

を

導入
どうにゅう

するに至
いた

った。その内容
ないよう

は省令
しょうれい

で定
さだ

めることとし、その範囲
はんい

が狭
せま

いことは

問題
もんだい

であるが、障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

においてもこれを認
みと

め、詳細
しょうさい

については以下
い か

に述
の

べる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

と合
あ

わせ障
さわ

がい者
しゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

でガイドラインを提示
ていじ

する

べきである。 

 

【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 
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■「直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

」「間接
かんせつ

差別
さべ つ

」「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

」の 3つで定義
ていぎ

するのが良
よ

いと考
かんが

える。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 

障害
しょうがい

に基
もと

づくあらゆる差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

するという視点
し て ん

で、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

に対
たい

する

差別
さ べ つ

のみならず、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

、障害者
しょうがいしゃ

関係者
かんけいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

、あるいは、過去
か こ

に障害
しょうがい

をおっていたという履歴
り れ き

による差別
さ べ つ

、現在
げんざい

、または将来
しょうらい

において障害
しょうがい

が

あると看做
み な

される事
こと

による差別
さ べ つ

など、包括的
ほうかつてき

に差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

していく必要
ひつよう

がある。

障害
しょうがい

をあからさまの理由
り ゆ う

とした直接
ちょくせつ

差別
さ べ つ

のみならず、間接
かんせつ

差別
さ べ つ

、そして

「条約
じょうやく

」に盛
も

り込
こ

まれた合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

についても、障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

と

みなしていく必要
ひつよう

がある。また、障害
しょうがい

の定義
て い ぎ

については社会
しゃかい

モデル
も で る

を採用
さいよう

する

必要
ひつよう

がある。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

「直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

」、「間接
かんせつ

差別
さべ つ

」、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

わないこと」という差別
さべつ

の３類型
るいけい

を規定
きてい

すべきである。 

「直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

」は、障害
しょうがい

に基
もと

づいて制限
せいげん

・排除
はいじょ

・分離
ぶんり

・拒否
きょひ

等
とう

により不利益
ふ り え き

と

なる取
と

り扱
あつか

いを行
おこな

うこと、「間接
かんせつ

差別
さべ つ

」は、形式的
けいしきてき

には障害
しょうがい

に関係
かんけい

しない中立的
ちゅうりつてき

な規定
きてい

や基準
きじゅん

の適用
てきよう

、あるいは取
と

り扱
あつか

いが障害
しょうがい

をもつ人
ひと

に不利
ふ り

な結果
けっか

を招
まね

き、又
また
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は結果
けっか

を招
まね

く恐
おそ

れがある行為
こうい

をおこなうこと、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

わないこと」は、

個別
こべつ

規定
きて い

に定
さだ

める合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

わないこと、といった定義
ていぎ

にするべきである。 

 

【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

人種
じんしゅ

・性別
せいべつ

・年齢
ねんれい

・宗教
しゅうきょう

・障害
しょうがい

の有無
う む

等
とう

の違
ちが

いを理由
りゆう

に、法
ほう

の権利
けんり

によって

さだめられた生活
せいかつ

分野
ぶん や

や場面
ばめん

（雇用
こよう

・教育
きょういく

・住宅
じゅうたく

・移動
いどう

交通
こうつう

・投票
とうひょう

・公共
こうきょう

サー

ビス・市民
しみん

施設
しせ つ

の利用
りよう

等
とう

）で、一定
いってい

の行為
こうい

基準
きじゅん

に基
もと

づいて平等
びょうどう

に扱
あつか

うことをし

ないこと。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

差別
さべつ

の禁止
きんし

は「国民
こくみん

は、すべての基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

を妨
さまた

げられない。」とする

日本
にほん

国
くに

憲法
けんぽう

第
だい

１１条の精神
せいしん

を具現化
ぐ げ ん か

したものとして定義
ていぎ

されるべきである。 

 すなわち、障害者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

が妨
さまた

げられることをもって、「差別
さべつ

」と

して定義
ていぎ

すべきではないか。 

 なお、「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とした差別
さべつ

」を禁止
きんし

するという規定
きてい

の仕方
しかた

が適切
てきせつ

であるか

どうかは、慎重
しんちょう

に議論
ぎろん

すべきである。 

 なぜなら、この規定
きてい

では、差別
さべつ

行為
こう い

に先
さき

んじて「障害
しょうがい

」が実体
じったい

として実存
じつぞん

す

る、という理解
りかい

を認容
にんよう

する趣旨
しゅし

を含
ふく

んでおり、近年
きんねん

の障害学
しょうがいがく

の知見
ちけん

および国際的
こくさいてき

な障害者
しょうがいしゃ

運動
うんどう

、そして「障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

」の精神
せいしん

から言
い

っても、抵抗
ていこう

がある（例
たと
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えば、「障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

」前文
ぜんぶん

 (e)では障害
しょうがい

概念
がいねん

に触
ふ

れて、それが個人
こじん

と社会
しゃかい

と

の「相互
そうご

作用
さよ う

」である点
てん

を明示
めいじ

している）。 

 したがって、基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

を妨
さまた

げる行為
こうい

が行
おこな

われる際
さい

の「付加的
ふ か て き

理由
りゆ う

」

として「障害
しょうがい

」が持
も

ち出
だ

されるという位置付
い ち づ

けのほうが適切
てきせつ

ではないか。すな

わち、被
ひ

差別
さべつ

対象
たいしょう

として社会的
しゃかいてき

に作
つく

られる存在
そんざい

としての「障害者
しょうがいしゃ

」という側面
そくめん

に

留意
りゅうい

した上
うえ

で、一人
ひとり

ひとりの障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する具体的
ぐたいてき

な、基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

を妨
さまた

げ

る「行為
こうい

」を禁止
きんし

する、という組立
くみたて

が望
のぞ

ましいのではないか。 

 

参考
さんこう

：「障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

」前文
ぜんぶん

 (e) 

公
こう

定訳
ていやく

（案
あん

） 障害
しょうがい

が発展
はってん

する概念
がいねん

であることを認
みと

め、また、障害
しょうがい

が、機能
きのう

障害
しょうがい

を有
ゆう

する者
もの

とこれらの者
もの

に対
たい

する態度
たいど

及
およ

び環境
かんきょう

による障壁
しょうへき

との間
あいだ

の相互
そうご

作用
さよ う

であって、これらの者
もの

が他
ほか

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として社会
しゃかい

に完全
かんぜん

かつ

効果的
こうかてき

に参加
さんか

することを妨
さまた

げるものによって生
しょう

ずることを認
みと

め、 

川島
かわしま

・長瀬
ながせ

訳
やく

 障害
しょうがい

〔ディスアビリティ〕が形成
けいせい

途上
とじょう

にある〔徐々
じょじょ

に発展
はってん

し

ている〕概念
がいねん

であること、また、障害
しょうがい

が機能
きのう

障害
しょうがい

〔インペアメント〕のある人
ひと

と態度
たいど

及
およ

び環境
かんきょう

に関
かん

する障壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さよ う

であって、機能
きのう

障害
しょうがい

のある人
ひと

が他
ほか

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として社会
しゃかい

に完全
かんぜん

かつ効果的
こうかてき

に参加
さんか

することを妨
さまた

げるも

のから生
しょう

ずることを認
みと

め、 
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【川
かわ

﨑
さき

委員
いい ん

】 

 障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

に基
もと

づいて、障害
しょうがい

を理由
りゆう

にする不利益
ふ り え き

な取
と

り扱
あつか

い及
およ

び、間接
かんせつ

 

差別
さべ つ

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

の違反
いはん

を差別
さべつ

とする。 

 

【佐藤
さとう

委員
いい ん

】 

「定義
ていぎ

」とはいえないが、直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

、間接
かんせつ

差別
さべ つ

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

の３類型
るいけい

と

いう定式化
ていしきか

が適切
てきせつ

かどうか疑問
ぎもん

である。できるだけ単純
たんじゅん

でわかりやすいものに

したい。小学生
しょうがくせい

も含
ふく

めて、すべての国民
こくみん

が理解
りかい

できるように。 

とくに後
あと

二者
にしゃ

の違
ちが

いは？盲人
もうじん

がいるのに墨
すみ

字
じ

の受験
じゅけん

用紙
よう し

しか用意
ようい

しないのは

間接
かんせつ

差別
さべ つ

だろうが、落
お

ち着
つ

かないから個室
こしつ

で受
うけ

験
ため

させてほしいと希望
きぼう

する人
ひと

に

個室
こしつ

を用意
ようい

せず、皆
みな

同
おな

じ部屋
へ や

で受験
じゅけん

をと求
もと

めるのは間接
かんせつ

差別
さべ つ

か合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

欠如
けつじょ

か？ 

オーストラリアの障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

の 2009年
ねん

改正
かいせい

では、直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

と間接
かんせつ

差別
さべ つ

の定義
ていぎ

の中
なか

に合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を含
ふく

めた。 

 

「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」には、 

Ａ もっぱら障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

 

Ｂ 複数
ふくすう

の理由
りゆう

による差別
さべつ

で障害
しょうがい

が主要
しゅよう

な理由
りゆう

 

Ｃ 複数
ふくすう

の理由
りゆう

による差別
さべつ

で障害
しょうがい

はその中
なか

の一
ひと

つまたは副次的
ふくじてき
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などがありえるが、これらすべてを含
ふく

めることを明確
めいかく

にすべきと思
おも

う。 

 

 「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」には、補
ほ

装具
そうぐ

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よう ぐ

・点字
てんじ

・手話
しゅわ

・補助
ほじょ

犬
いぬ

などの利用
りよう

、医療
いりょう

・訓練
くんれん

などの受療
じゅりょう

・利用
りよう

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

への参加
さんか

、など障害
しょうがい

に

関連
かんれん

することがらを理由
りゆう

にした差別
さべつ

も含
ふく

むことを明確
めいかく

にすべきと思
おも

う。 

 

障害
しょうがい

の定義
ていぎ

では、まだ症状
しょうじょう

や機能
きのう

障害
しょうがい

が現
あらわ

れていなくても将来
しょうらい

現
あらわ

れる可能性
かのうせい

がある、「病気
びょうき

や機能
きのう

障害
しょうがい

の遺伝的
いでんてき

素因
そい ん

」も含
ふく

めるべきである。 

 

【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の規定
きてい

との整合性
せいごうせい

が必要
ひつよう

と考
かんが

えます。障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に規定
きてい

する

か障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

に規定
きてい

するかは別
べつ

にして、直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

、間接
かんせつ

差別
さべ つ

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

の 3類型
るいけい

の明記
めいき

は必要
ひつよう

と考
かんが

えます。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

障害
しょうがい

を理由
りゆう

としたあらゆる不利益
ふ り え き

取
と

り扱
あつか

いおよび人権
じんけん

侵害
しんがい

（他国
たこく

との比較
ひかく

を

含
ふく

む）、直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

、間接
かんせつ

差別
さべ つ

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

 別紙
べっ し

日
にち

弁連
べんれん

試案
しあ ん

を参考
さんこう

とすべきである。 
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【土本
つちもと

委員
いい ん

】 

しょうがいしゃで あるまえに ひとりの 人間
にんげん

 として  

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

障害
しょうがい

を理由
りゆう

として障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し障害
しょうがい

のない人
ひと

と比
くら

べ不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いを 

する（作為
さくい

・不作為
ふ さ く い

を問わない）こと及
およぶ

び障害
しょうがい

のある人
ひと

が障害
しょうがい

のない人
ひと

と平等
びょうどう

に

すべての権利
けんり

を行使
こうし

することを確保
かくほ

するために必要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

が行
おこな

われな

いことを差別
さべつ

と定義
ていぎ

すべきである。 

障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

では、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の否定
ひてい

を差別
さべつ

の定義
ていぎ

に含
ふく

めている。また、 

不利益
ふ り え き

取扱
とりあつか

いについては、直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

だけでなく間接
かんせつ

差別
さべ つ

（中立
ちゅうりつ

・平等
びょうどう

に見
み

える

が、実質的
じっしつてき

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に不利
ふ り

になる結果
けっか

をもたらす、あるいはもたらす

可能性
かのうせい

のある差別
さべつ

）も含
ふく

むものと解
かい

されている。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

に関
かん

しては、条約
じょうやく

制定
せいてい

の際
さい

にも、社会
しゃかい

モデルを基盤
きばん

としながら

も医療
いりょう

モデルの色彩
しきさい

を残
のこ

しているICFの基準枠
きじゅんわく

を超
こ

えた定義
ていぎ

が用
もち

いられている。

それを踏襲
とうしゅう

した定義
ていぎ

とする。 

差別
さべつ

を定義付
て い ぎ づ

けする以前
いぜん

に、障害者
しょうがいしゃ

の尊厳
そんげん

を保障
ほしょう

できるよう、「自己
じ こ

決定権
けっていけん

」

について明記
めいき

することが必要
ひつよう

である。差別
さべつ

の定義
ていぎ

は、条約
じょうやく

に基
もと

づいて「直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

」、
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「間接
かんせつ

差別
さべ つ

」、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の否定
ひてい

」の３つとする。 

「差別
さべつ

を受
う

けない権利
けんり

」、「制約
せいやく

を受
う

ける場合
ばあい

の原則
げんそく

」も明確化
めいかくか

され、総則的
そうそくてき

定義
てい ぎ

に含
ふく

まれるものとする。特
とく

に後者
こうしゃ

は、予算
よさん

の欠如
けつじょ

をその合理的
ごうりてき

理由
りゆ う

として

差別
さべつ

が行
おこな

われているので、必要
ひつよう

と考
かんが

える。 

 

【長瀬
ながせ

委員
いい ん

】 

定義
ていぎ

においては、障害
しょうがい

の履歴
りれき

や「見
み

なし」（障害者
しょうがいしゃ

と見
み

なされること）を含
ふく

む

広範
こうはん

な障害
しょうがい

の定義
ていぎ

が必要
ひつよう

である。障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

の定義
ていぎ

としては、「あらゆる

形態
けいたい

の差別
さべつ

」を含
ふく

むとしている障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

条約
じょうやく

に基
もと

づいて、①直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

、②

間接
かんせつ

差別
さべ つ

、③合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

、いずれもが含
ふく

まれるべきである。 

 

【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

「障害
しょうがい

」及
およ

び「差別
さべつ

」の定義
ていぎ

を下記
か き

の内容
ないよう

で設
もう

けること。 

  ①「障害
しょうがい

」が社会
しゃかい

における障壁
しょうへき

の相互
そうご

作用
さよ う

から生
しょう

じるものと捉
とら

える、いわ

ゆる「社会
しゃかい

モデル」の考
かんが

え方
かた

に準拠
じゅんきょ

し、対象者
たいしょうしゃ

を幅広
はばひろ

くする必要
ひつよう

がある。 

  ②「差別
さべつ

」の定義
ていぎ

は、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として不利益
ふ り え き

な取
と

り扱
あつか

いをすること、及
およ

び

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むために必要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

わないこととする。 

「言語
げんご

」及
およ

び「コミュニケーション」の定義
ていぎ

及
およ

び権利
けんり

規定
きて い

を下記
か き

の内容
ないよう

で設
もう

け

ること。 
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①手話
しゅわ

が音声
おんせい

言語
げん ご

と同等
どうとう

の言語
げんご

であることを定義
ていぎ

すること。 

②手話
しゅわ

を使用
しよう

する権利
けんり

を規定
きてい

すること。 

③専門的
せんもんてき

な手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を利用
りよう

する権利
けんり

を規定
きてい

すること。 

④障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

におけるコミュニケーションの定義
ていぎ

と同等
どうとう

に、手話
しゅわ

（手話
しゅわ

通訳
つうやく

）、要約
ようやく

筆記
ひっ き

、指
ゆび

文字
も じ

、触手話
しょくしゅばなし

、指
ゆび

点字
てん じ

、手書
て が

き文字
も じ

その他
た

の方法
ほうほう

に

よる通訳
つうやく

、拡大
かくだい

文字
も じ

、写真
しゃしん

、図画
ず が

、ひらがな、平易
へいい

な表現
ひょうげん

による表記
ひょうき

等
とう

を

入
い

れてコミュニケーションを定義
ていぎ

し、自
みずか

ら適切
てきせつ

な情報
じょうほう

・意思
い し

伝達
でんたつ

方法
ほうほう

を

選択
せんたく

することを保障
ほしょう

すること。 

⑤社会
しゃかい

のあらゆる分野
ぶんや

において、聴覚
ちょうかく

以外
いが い

の手話
しゅわ

、文字
も じ

、筆記
ひっき

通訳
つうやく

、光
ひかり

、振動
しんどう

等
とう

の方法
ほうほう

により情報
じょうほう

を利用
りよう

する権利
けんり

を規定
きてい

すること。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

第
だい

2条
じょう

にある「障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

」を参考
さんこう

に定義
ていぎ

すること。こ

の定義
ていぎ

から明
あき

らかなように、障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

には、直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

、間接
かんせつ

差別
さべ つ

およ

び「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の否定
ひてい

」も含
ふく

まれる。ヨーロッパ連合
れんごう

（EU）の雇用
こよう

均等
きんとう

指令
しれ い

(2000

年
ねん

)で差別
さべつ

の一種
いっしゅ

とされるハラスメント（嫌
いや

がらせ）についてもその定義
ていぎ

に含
ふく

め

てよいと思
おも

われる。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 
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自己
じ こ

決定
けってい

、自己
じ こ

選択
せんたく

をもとに自立
じりつ

生活
せいかつ

を達成
たっせい

するために差別
さべつ

をなくすことの

必要性
ひつようせい

を明記
めいき

することが重要
じゅうよう

である。特
とく

に、障害
しょうがい

とは、身体的
しんたいてき

、精神的
せいしんてき

、知的
ちてき

状態
じょうたい

が疾
しつ

病
やまい

、傷害
しょうがい

、その他
た

の事情
じじょう

に伴
ともな

い、その時々
ときどき

の社会的
しゃかいてき

環境
かんきょう

において、日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

において相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

であることを明記
めいき

する必要
ひつよう

が

ある。その上
うえ

、直接
ちょくせつ

差別
さべ つ

、間接
かんせつ

差別
さべ つ

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

を含
ふく

め明確
めいかく

に整理
せいり

して

おくべきと考
かんが

える。 

 

 

２．個別分
こべつぶん

野別
やべ つ

定義
てい ぎ

をどのようにするか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

分野
ぶんや

別
べつ

定義
てい ぎ

は、現状
げんじょう

においては難
むずか

しいと考
かんが

える。 

教育
きょういく

分野
ぶん や

での特別
とくべつ

支援
しえ ん

教育
きょういく

施策
しさ く

や労働
ろうどう

分野
ぶん や

の障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよ う

施策
しさ く

、福祉
ふくし

分野
ぶん や

の

就労
しゅうろう

支援
しえ ん

施策
しさ く

などについて議論
ぎろん

が尽
つ

くされていない状況
じょうきょう

もある。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

個別
こべつ

分野
ぶん や

毎
ごと

に差別
さべつ

の定義
ていぎ

(特
とく

に合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

の内容
ないよう

、義務
ぎ む

を負
お

う主体
しゅたい

)を

明示的
めいじてき

に定
さだ

めることが、裁判
さいばん

規範性
きはんせい

をもつ立法
りっぽう

の実現
じつげん

のため、もっとも肝要
かんよう

で

ある。 

差別
さべつ

の内容
ないよう

、特
とく

に合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

の内容
ないよう

に関
かん

する規定
きてい

については、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に
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おける様々
さまざま

な場面
ばめん

に応
おう

じて、個別
こべつ

、具体的
ぐたいてき

にその内容
ないよう

が異
こと

なるものであり、社会
しゃかい

生活
せいかつ

の個々
こ こ

具体的
ぐたいてき

な場面
ばめん

ごとに、網羅的
もうらてき

にその内容
ないよう

が規定
きてい

される必要
ひつよう

がある。

また、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

を課
か

される者
もの

についても、国
くに

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

だけではな

く、民間
みんかん

の事
こと

業者
ぎょうしゃ

などもこれに含
ふく

まれることとなるので、社会
しゃかい

生活
せいかつ

の個々
こ こ

具体的
ぐたいてき

場面
ばめ ん

ごとに、内容
ないよう

のみならず、義務
ぎ む

の主体
しゅたい

を明示
めいじ

する必要
ひつよう

がある。 

 

【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 

■裁判
さいばん

規範性
きはんせい

を持
も

たせるために、個別
こべつ

分野
ぶん や

ごとに具体的
ぐたいてき

な定義
ていぎ

を列挙
れっきょ

してカタ

ログ化
か

するべきだと考
かんが

える。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 

総則
そうそく

の規定
き て い

を踏
ふ

まえたうえで、個別
こ べ つ

条項
じょうこう

における禁止
き ん し

されるべき差別
さ べ つ

行為
こ う い

を

定義
て い ぎ

すべきである。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

個別
こべつ

分野
ぶん や

における差別
さべつ

は差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の実施上
じっしじょう

、重要
じゅうよう

なものになるものであり、

書
か

き込
こ

むべきである。例
たと

えば、地域
ちいき

生活
せいかつ

の分野
ぶんや

においては強制的
きょうせいてき

な施設
しせつ

収容
しゅうよう

の

禁止
きんし

、教育
きょういく

の分野
ぶんや

においては特別
とくべつ

支援
しえ ん

学校
がっこう

への通学
つうがく

の強制
きょうせい

、医療
いりょう

分野
ぶん や

における

本人
ほんにん

の同意
どうい

のない治療
ちりょう

やリハビリテーションの強制
きょうせい

、などである。 
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【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

特定
とくてい

の分野
ぶんや

や場面
ばめん

における適格
てきかく

な対象者
たいしょうしゃ

を規定
きてい

する必要
ひつよう

 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

差別
さべつ

禁止法
きんしほう

が障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さべつ

を包括的
ほうかつてき

に禁止
きんし

し、個別
こべつ

具体的
ぐたいてき

な人権
じんけん

侵害
しんがい

行為
こう い

を禁止
きんし

・抑止
よくし

するものである以上
いじょう

、個別分
こべつぶん

野別
やべ つ

に定義
ていぎ

をすることは、かえ

って法
ほう

の抜
ぬ

け穴
あな

を設
もう

けることにもなりかねず、慎重
しんちょう

であるべきである。 

 

【川
かわ

﨑
さき

委員
いい ん

】 

 個別分
こべつぶん

野別
やべ つ

に定義
ていぎ

するとかなり広範囲
こうはんい

になるが、それをどうするか。 

 精神障
せいしんしょう

がいでいえば、医療
いりょう

における他科
た か

との差別
さべつ

、雇用
こよう

における差別
さべつ

、報道
ほうどう

の差別
さべつ

、福祉
ふくし

施設
しせ つ

反対
はんたい

運動
うんどう

に見
み

る無理解
む り か い

からくる差別
さべつ

などがあります。 

 

【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

個別分
こべつぶん

野別
のべ つ

ごとに差別
さべつ

定義
てい ぎ

を具体化
ぐ た い か

することが必要
ひつよう

と考
かんが

えます。ただ、差別
さべつ

定義
てい ぎ

を細
こま

かくした場合
ばあい

、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の差別
さべつ

定義
てい ぎ

や個別
こべつ

分野
ぶん や

の定義
ていぎ

相互
そう ご

の

整合性
せいごうせい

が問題
もんだい

となりますので、細
こま

かな整合
せいごう

作業
さぎょう

が必要
ひつよう

と考
かんが

えます。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

総則的
そうそくてき

差別
さべ つ

の基準
きじゅん

となるような、具体的
ぐたいてき

な差別例
さべつれい

を挙
あ

げて、裁判
さいばん

規範性
きはんせい

を可能
かのう
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な限
かぎ

り担
たん

保
ほ

すべきである。 

 

分野
ぶんや

は少
すく

なくとも、教育
きょういく

（普通
ふつう

教育
きょういく

・高等
こうとう

教育
きょういく

、障害
しょうがい

社会人
しゃかいじん

教育
きょういく

、職業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を

含
ふく

む）、雇用
こよう

、自営業
じえいぎょう

、医療
いりょう

、福祉
ふくし

、司法
しほう

、契約
けいやく

。 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

同
おな

じく日
にち

弁連
べんれん

試案
しあ ん

を参考
さんこう

にすべきである。 

 

【土本
つちもと

委員
いい ん

】 

それぞれ特有
とくゆう

の「差別
さべつ

」がある。 

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

現実
げんじつ

の社会
しゃかい

での差別
さべつ

の実態
じったい

を踏
ふ

まえて分野
ぶんや

別
べつ

に定義
ていぎ

していくべきであり、 

明確
めいかく

にわかりやすく規定
きてい

する必要
ひつよう

がある。 

  千葉県
ち ば け ん

では、前述
ぜんじゅつ

したとおり、県民
けんみん

から差別
さべつ

と思
おも

われる事例
じれい

を募集
ぼしゅう

したが、

寄
よ

せられた約
やく

８００件
けん

の事例
じれい

を分野
ぶんや

別
べつ

に整理
せいり

し、この事例
じれい

をもとに官民
かんみん

協働
きょうどう

の「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

をなくすための研究会
けんきゅうかい

」で条例
じょうれい

の差別
さべつ

の定義
ていぎ

や差別
さべつ

の解消
かいしょう

に向
む

けた具体的
ぐたいてき

な取組
とりく

みについて検討
けんとう

した。最終的
さいしゅうてき

に、以下
い か

のとおり８分野
ぶんや

の 

 １５の行為
こうい

について差別
さべつ

と定義
ていぎ

した。 

（参考
さんこう

） 
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障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい千葉県
ち ば け ん

づくり条例
じょうれい

第
だい

２条
じょう

第
だい

２項
こう

 

 この条例
じょうれい

において「差別
さべつ

」とは、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる行為
こうい

（以下
い か

「不利益
ふ り え き

取扱
とりあつか

い」

という。）をすること及
およ

び障害
しょうがい

のある人
ひと

が障害
しょうがい

のない人
ひと

と実質的
じっしつてき

に同等
どうとう

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むために必要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

に基
もと

づく措置
そ ち

（以下
い か

「合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

に基
もと

づく措置
そ ち

」という。）を行
おこな

わないことをいう。 

一
いち

 福祉
ふく し

サービスを提供
ていきょう

し、又
また

は利用
りよう

させる場合
ばあい

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

 

 に対
たい

して行
おこな

う次
つぎ

に掲
かか

げる行為
こうい

 

 イ 障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

に関
かん

する適切
てきせつ

な相談
そうだん

及
およ

び支
ささ

 

 援
えん

が行
おこな

われることなく、本人
ほんにん

の意
い

に反
かえ

して、入所
にゅうしょ

施設
しせ つ

における生活
せいかつ

を強
つよし

い

ること。 

ロ 本人
ほんにん

の生命
せいめい

又
また

は身体
しんたい

の保護
ほ ご

のためやむを得
え

ない必要
ひつよう

がある場合
ばあい

その他
た

の

合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

なく、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、福祉
ふくし

サービスの提供
ていきょう

を拒否
きょひ

し、若
わか

し

くは制限
せいげん

し、又
また

はこれに条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすること。 

二
に

 医療
いりょう

を提
つつみ

供
きょう

し、又
また

は受
う

けさせる場合
ばあい

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して行
おこな

う次
つぎ

に掲
かか

げる行為
こうい

 

 イ 本人
ほんにん

の生命
せいめい

又
また

は身体
しんたい

の保護
ほ ご

のためやむを得
え

ない必要
ひつよう

がある場合
ばあい

その他
た

の

合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

なく、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、医療
いりょう

の提供
ていきょう

を拒否
きょひ

し、若
わか

しくは制限
せいげん

し、又
また

はこれに条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすること。 
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 ロ 法令
ほうれい

に特別
とくべつ

の定
さだ

めがある場合
ばあい

を除
のぞ

き、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、本人
ほんにん

が希望
きぼう

し

ない長期間
ちょうきかん

の入院
にゅういん

その他
た

の医療
いりょう

を受
う

けることを強
つよ

い、又
また

は隔離
かくり

すること。 

三
さん

 商品
しょうひん

又
また

はサービスを提供
ていきょう

する場合
ばあい

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、 

サービスの本質
ほんしつ

を著
いちじる

しく損
そこ

なうこととなる場合
ばあい

その他
た

の合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

な 

く、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、商品
しょうひん

又
また

はサービスの提供
ていきょう

を拒否
きょひ

し、若
わか

しくは制
せい

 

限
きり

し、又
また

はこれに条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすること。 

四
よん

 労働者
ろうどうしゃ

を雇用
こよう

する場合
ばあい

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して行
おこな

う次
つぎ

に掲
かか

げ 

 る行為
こうい

 

 イ 労働者
ろうどうしゃ

の募集
ぼしゅう

又
また

は採用
さいよう

に当
あ

たって、本人
ほんにん

が業務
ぎょうむ

の本質的
ほんしつてき

部分
ぶぶ ん

を遂行
すいこう

する

ことが不可能
ふ か の う

である場合
ばあい

その他
た

の合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

なく、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、

応募
おうぼ

若
わか

しくは採用
さいよう

を拒否
きょひ

し、又
また

は条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをす

ること 

 ロ 賃金
ちんぎん

、労働
ろうどう

時間
じか ん

その他
た

の労働
ろうどう

条件
じょうけん

又
また

は配置
はいち

、昇進
しょうしん

若
わか

しくは教育
きょういく

訓練
くんれん

若
わか

し

くは福利
ふくり

厚生
こうせい

について、本人
ほんにん

が業務
ぎょうむ

の本質的
ほんしつてき

部分
ぶぶ ん

を遂行
すいこう

することが不可能
ふ か の う

である場合
ばあい

その他
た

の合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

なく、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

い

をすること。 

 ハ 本人
ほんにん

が業務
ぎょうむ

の本質的
ほんしつてき

部分
ぶぶ ん

を遂行
すいこう

することが不可能
ふ か の う

である場合
ばあい

その他
た

の

合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

なく、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、解雇
かいこ

し、又
また

は退職
たいしょく

を強
つよし

いること。 

五
ご

 教育
きょういく

を行
おこな

い、又
また

は受
う

けさせる場合
ばあい

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して行
ぎょう
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 う次
つぎ

に掲
かか

げる行為
こうい

 

 イ 本人
ほんにん

に必要
ひつよう

と認
みと

められる適切
てきせつ

な指導
しどう

及
およ

び支援
しえん

を受
う

ける機会
きかい

を与
あた

えないこ

と。 

 ロ 本人
ほんにん

若
わか

しくはその保護者
ほ ご し ゃ

（学校
がっこう

教育法
きょういくほう

（昭和
しょうわ

二十二年
にじゅうにねん

法律
ほうりつ

第二十六号
だいにじゅうろくごう

）

第十六条
だいじゅうろくじょう

に規定
きてい

する保護者
ほ ご し ゃ

をいう。以下
い か

同
おな

じ。）の意見
いけん

を聴
き

かないで、又
また

は

必要
ひつよう

な説明
せつめい

を行
おこな

わないで、入学
にゅうがく

する学校
がっこう

（同法
どうほう

第一条
だいいちじょう

に規定
きてい

する学校
がっこう

をい

う。）を決定
けってい

すること。 

六
ろく

 障害
しょうがい

のある人
ひと

が建物
たてもの

その他
た

の施設
しせつ

又
また

は公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きか ん

を利用
りよう

する場合
ばあい

に 

おいて、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して行
おこな

う次
つぎ

に掲
かか

げる行為
こうい

 

イ 建物
たてもの

の本質的
ほんしつてき

な構造上
こうぞうじょう

やむを得
え

ない場合
ばあい

その他
た

の合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

なく、

障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、不特定
ふとくてい

かつ多数
たすう

の者
もの

の利用
りよう

に供
きょう

されている建物
たてもの

その他
た

の施設
しせつ

の利用
りよう

を拒否
きょひ

し、若
わか

しくは制限
せいげん

し、又
また

はこれに条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすること。 

ロ 本人
ほんにん

の生命
せいめい

又
また

は身体
しんたい

の保護
ほ ご

のためやむを得
え

ない必要
ひつよう

がある場合
ばあい

その他
た

の

合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

なく、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きか ん

の利用
りよう

を拒否
きょひ

し、若
わか

し

くは制限
せいげん

し、又
また

はこれに条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすること。 

七
しち

 不動産
ふどうさん

の取引
とりひき

を行
おこな

う場合
ばあい

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

又
また

は障害
しょうがい

のある人
ひと

と同居
どうきょ

する者
もの

に対
たい

して、障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、不動産
ふどうさん

の売却
ばいきゃく

、賃貸
ちんたい

、転貸
てんたい

又
また

は賃借権
ちんしゃくけん

の
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譲渡
じょうと

を拒否
きょひ

し、若
わか

しくは制限
せいげん

し、又
また

はこれに条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすること。 

八
はち

 情報
じょうほう

を提
つつみ

供
きょう

し、又
また

は情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を受
う

ける場合
ばあい

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し

て行
おこな

う次
つぎ

に掲
かか

げる行為
こうい

 

 イ 障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して情報
じょうほう

の提供
ていきょう

をするときに、 

これを拒否
きょひ

し、若
わか

しくは制限
せいげん

し、又
また

はこれに条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

不利益
ふ り え き

な

取扱
とりあつか

いをすること。 

 ロ 障害
しょうがい

を理由
りゆう

として、障害
しょうがい

のある人
ひと

が情報
じょうほう

の提供
ていきょう

をするときに、これ 

 を拒否
きょひ

し、若
わか

しくは制限
せいげん

し、又
また

はこれに条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

不利益
ふ り え き

な 

取扱
とりあつか

いをすること。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

条約
じょうやく

に書
か

かれている定義
ていぎ

に準
じゅん

じたものとする。検討
けんとう

委員会
いいんかい

に詳細
しょうさい

の討議
とうぎ

がゆ

だねられた際
さい

には、実施
じっし

されてこなかった項目
こうもく

に関
かん

しては何故
な ぜ

そうなったそう

なってきたかの経緯
けいい

を含
ふく

め、差別
さべつ

が合理的
ごうりてき

理由
りゆ う

なく行
おこな

われていた検証
けんしょう

をもとに

反対
はんたい

意見
いけ ん

を持
も

つ人
ひと

を納
おさむ

得
え

させられるような議論
ぎろん

をしてほしい。 

 

【長瀬
ながせ

委員
いい ん

】 

各分野
かくぶんや

において、権利
けんり

の定義
ていぎ

と共
とも

に差別
さべつ

の定義
ていぎ

を設
もう

けるべきである。 
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【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

裁判
さいばん

規範性
きはんせい

のある法
ほう

制度
せいど

を創設
そうせつ

する観点
かんてん

から、個別
こべつ

分野
ぶん や

において立証
りっしょう

可能
かの う

な

定義
ていぎ

が必要
ひつよう

であり、生活
せいかつ

の個々
こ こ

の分野
ぶんや

毎
まい

に、不利益
ふ り え き

取扱
とりあつか

い及
およ

び合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の義務
ぎ む

違反
いはん

に整理
せいり

し具体的
ぐたいてき

にその内容
ないよう

を定
さだ

める必要
ひつよう

がある。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

の一種
いっしゅ

とされる「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の否定
ひてい

」については、雇用
こよう

・就労
しゅうろう

、

教育
きょういく

などでその具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

が異
こと

なることから、個別分
こべつぶん

野別
のべ つ

に規定
きてい

する必要
ひつよう

が

ある。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

個別
こべつ

分野
ぶん や

ごとに差別
さべつ

の内容
ないよう

は具体的
ぐたいてき

に異
こと

なるので、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

も含
ふく

めて、

各分野
かくぶんや

ごとで網羅的
もうらてき

にその内容
ないよう

を規定
きてい

するべきである。ただし、個別
こべつ

分野
ぶん や

を定義
ていぎ

することによって、定義
ていぎ

されなかった分野
ぶんや

における差別
さべつ

を除
じょ

外
がい

するものではな

く、総則
そうそく

においてあらゆる分野
ぶんや

における差別
さべつ

を対象
たいしょう

とすることを明記
めいき

しておく

必要
ひつよう

がある。 

 

 

３．抽象的
ちゅうしょうてき

な例外
れいがい

規定
きて い

をどう明確化
めいかくか

・限定化
げんていか

するか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 
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例外
れいがい

規定
きて い

を詳細
しょうさい

に明確化
めいかくか

することは、現実的
げんじつてき

に困難
こんなん

ではないかと考
かんが

える。 

同法
どうほう

に見直
みなお

し規定
きてい

を設
もう

け、その過程
かてい

の中
なか

で定期的
ていきてき

に議論
ぎろん

していくべきと考
かんが

える。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

例外
れいがい

規定
きて い

は可能
かのう

な限
かぎ

り具体的
ぐたいてき

な定
さだ

めとし、解釈
かいしゃく

ガイドラインを別途
べっと

定
さだ

めるこ

とにより、安易
あんい

な拡張
かくちょう

解釈
かいしゃく

を許
ゆる

さないようにすべきである。又
また

、細則
さいそく

は、障
しょう

が

いのある人
ひと

もメンバーに加
くわ

わった、障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
けんり

委員会
いいんかい

（仮称
かしょう

）で定
さだ

められるべきである。 

条
じょう

約
やく

２条
じょう

では、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が相手方
あいてがた

に「不釣合
ふ つ り あ

いな又
また

は過度
か ど

な負担
ふたん

を課
か

さな

い」場合
ばあい

であることを求
もと

めている。人権
じんけん

相互
そう ご

の比較
ひかく

考量論
こうりょうろん

からすれば、一方
いっぽう

で

そこで問題
もんだい

となっている人権
じんけん

の性格
せいかく

や重要性
じゅうようせい

、具体的
ぐたいてき

に選択
せんたく

された手段
しゅだん

の

不可欠性
ふかけ つ せ い

、非代替性
ひだいたいせい

、そのことがないことによって蒙
こうむ

る権利
けんり

侵害
しんがい

の程度
ていど

などが

判断
はんだん

の要素
ようそ

となる。他方
たほう

、求
もと

められる相手方
あいてがた

の要素
ようそ

として相手方
あいてがた

の性格
せいかく

（個人
こじん

か、

団体
だんたい

か、公的
こうてき

機関
きか ん

か）、業務
ぎょうむ

の内容
ないよう

、規模
き ぼ

、業務
ぎょうむ

の公共性
こうきょうせい

、不特定性
ふとくていせい

、事業
じぎょう

規模
き ぼ

から見
み

た負担
ふたん

の程度
ていど

、事業
じぎょう

に与
あた

える影響
えいきょう

などが判断
はんだん

の要素
ようそ

となる。 

第一
だいいち

に両者
りょうしゃ

の要素
ようそ

の比較
ひかく

にあたっては、具体的
ぐたいてき

な根拠
こんきょ

及
およ

び資料
しりょう

に基
もと

づいてな

されなければならない。第二
だいに

に、そもそも両者
りょうしゃ

の要素
ようそ

の単純
たんじゅん

比較
ひか く

であってはな

らない。障
しょう

がいのある人
ひと

にとって見
み

れば、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

がなければ平等
びょうどう

な生活
せいかつ

自体
じた い

が奪
うば

われるという性格
せいかく

の問題
もんだい

であり、また、人権
じんけん

享有
きょうゆう

における格差
かくさ

自体
じた い

は
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個人
こじ ん

の力
ちから

では変
か

えようのない社会
しゃかい

のあり方
かた

そのものによって生
しょう

じているからで

ある。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

と
い

いう概念
がいねん

においては過度
か ど

な負担
ふ た ん

のない範囲
は ん い

という概念
がいねん

が盛
も

り込
こ

まれている。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

 事
じ

業者側
ぎょうしゃがわ

等
とう

による恣意的
し い て き

な解釈
かいしゃく

がなされないように間接
かんせつ

差別
さべ つ

の正当化
せいとうか

に関
かん

す

る適用
てきよう

除外
じょがい

規定
きて い

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の過度
か ど

な負担
ふたん

に関
かん

する適用
てきよう

除外
じょがい

規定
きて い

は規定
きてい

すべき

であるが、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の適用
てきよう

において特定
とくてい

の障害者
しょうがいしゃ

が排
はい

除
じょ

されることがないよ

う法律
ほうりつ

を作
つく

り上
あ

げるべきである。 

 

【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

明確化
めいかくか

・限定化
げんていか

することが可能
かのう

か？可能
かのう

だとして、明確化
めいかくか

・限定化
げんていか

すること

のメリットとデメリットをはっきりしてから判断
はんだん

が必要
ひつよう

。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

を妨
さまた

げることを差別
さべつ

として禁止
きんし

する以上
いじょう

、原則
げんそく

として例外
れいがい

規定
きて い

を設
もう

ける必要
ひつよう

はないと考
かんが

える。ただし、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

について言
い

えば、

当該
とうがい

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が過重
かじゅう

な負担
ふたん

を伴
ともな

うものであることを立証
りっしょう

した場合
ばあい

には、そ
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の欠如
けつじょ

は差別
さべつ

とみなさないなどの例外
れいがい

規定
きて い

は必要
ひつよう

だろう。 

 

【佐藤
さとう

委員
いい ん

】 

 障害者
しょうがいしゃ

の参加
さんか

を促進
そくしん

するための特別
とくべつ

な扱
あつか

いは差別
さべつ

としないという規定
きてい

は必要
ひつよう

と思
おも

う。例
たと

えば、障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せい ど

、補
ほ

装具
そうぐ

など福祉
ふくし

サービスの支給
しきゅう

、料金
りょうきん

割引
わりびき

など。 

 

【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

 積極的
せっきょくてき

差別
さべ つ

是正
ぜせ い

措置
そ ち

が差別
さべつ

（逆差別
ぎゃくさべつ

？）に当
あ

たらないことは明記
めいき

すべきと考
かんが

え

ます。また、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に対
たい

する過重
かじゅう

な負担
ふたん

の抗弁
こうべん

を許
ゆる

す一般的
いっぱんてき

な規定
きてい

は必要
ひつよう

と

思
おも

いますが、「過重
かじゅう

な負担
ふたん

の抗弁
こうべん

」を許
ゆる

す個別
こべつ

分野
ぶん や

は制限的
せいげんてき

に考
かんが

えるべきと思
おも

い

ます。（例
たと

えば、義務
ぎ む

教育
きょういく

段階
だんかい

での配慮
はいりょ

義務
ぎ む

に対
たい

して、国
くに

・自治体
じ ち た い

や私立
しりつ

の教育
きょういく

機関
きか ん

の「過重
かじゅう

な負担
ふたん

の抗弁
こうべん

」を許
ゆる

すべきではなく、もっといえば「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」

の言葉
ことば

を使
つか

わず端的
たんてき

な「過重
かじゅう

な負担
ふたん

の抗弁
こうべん

を許
ゆる

さない配慮
はいりょ

義務
ぎ む

」を課
か

すべきと考
かんが

えます。） 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

例外
れいがい

規定
きて い

について、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

についての「過大
かだい

な負担
ふたん

」については

救済
きゅうさい

機関
きか ん

が個別
こべつ

に判断
はんだん

することとする。明確化
めいかくか

・限定化
げんていか

の明文
めいぶん

はおかない。む

しろ、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

が差別
さべつ

と認
みと

めたことを証明
しょうめい

する書類
しょるい

によって、明確化
めいかくか

・限定化
げんていか

すべきである。 
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なお、差別
さべつ

については告発
こくはつ

された側
がわ

が差別
さべつ

でないことの挙証
きょしょう

責任
せきにん

を負
お

う事
こと

が

重要
じゅうよう

である。 

すなわち、例外
れいがい

規定
きて い

については特
とく

に明文化
めいぶんか

せず、個別
こべつ

ケースごとの判断
はんだん

とす

る 

その為
ため

の判定
はんてい

委員会
いいんかい

には障害者
しょうがいしゃ

が過半数
かはんすう

を占
し

めること。 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

同
おな

じく日
にち

弁連
べんれん

試案
しあ ん

を参考
さんこう

にすべきである。 

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

 障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

が社会
しゃかい

に受
う

け容
い

れられるためには、現実
げんじつ

の社会
しゃかい

の実態
じったい

を踏
ふ

まえて規定
きてい

する必要
ひつよう

がある。差別
さべつ

の中
なか

には、すぐに解決
かいけつ

できるものもあれば、

時間
じかん

やお金
かね

をかけなければ解決
かいけつ

が困難
こんなん

なものもある。例
たと

えば、車椅子
くるまいす

使用
しよ う

の人
ひと

の移動
いどう

保障
ほしょう

のために建築物
けんちくぶつ

にエレベータを設置
せっち

する場合
ばあい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の規模
き ぼ

や

経営
けいえい

状況
じょうきょう

も考慮
こうりょ

する必要
ひつよう

がある。エレベータがないことは、差別
さべつ

に当
あ

たると

しても、それを解消
かいしょう

することが事
じ

業者
ぎょうしゃ

に過重
かじゅう

な負担
ふたん

を課
か

すことになり、すぐ

には不可能
ふ か の う

と判断
はんだん

される場合
ばあい

には、差別
さべつ

禁止
きん し

の適用
てきよう

除外
じょがい

として扱
あつか

うことが

妥当
だとう

である。したがって、例外
れいがい

規定
きて い

は設
もう

ける必要
ひつよう

がある。 

千葉県
ち ば け ん

の条例
じょうれい

では、「不利益
ふ り え き

取扱
とりあつか

いをしないこと又
また

は合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

に基
もと

づく
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措置
そ ち

を行
おこな

うことが、社会
しゃかい

通念上
つうねんじょう

相当
そうとう

と認
みと

められる範囲
はんい

を超
こ

えた人的
じんてき

負担
ふた ん

、物的
ぶってき

負担
ふた ん

又
また

は経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

その他
た

の過重
かじゅう

な負担
ふたん

になる場合
ばあい

」においては差別
さべつ

禁止
きん し

の

適用
てきよう

除外
じょがい

とすることとした。一切
いっさい

差別
さべ つ

禁止
きん し

の例外
れいがい

を認
みと

めないとすると、差別
さべつ

と

なることをおそれて障害
しょうがい

のある人
ひと

とは関
かか

わらないという人
ひと

が増
ふ

え、結果的
けっかてき

に

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

は困難
こんなん

となるからである。障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

を広
ひろ

げ

つつ、差別
さべつ

禁止
きん し

の実効
じっこう

を上
あ

げていく努力
どりょく

が求
もと

められる。 

障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

でも、「合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」は、「特定
とくてい

の場合
ばあい

において必要
ひつよう

とさ

れるものであり、かつ、均衡
きんこう

を失
しっ

した又
また

は過度
か ど

の負担
ふたん

を課
か

さないものをいう。」

とされており、同様
どうよう

の規定
きてい

は必要
ひつよう

である。 

その一方
いっぽう

で、例外
れいがい

規定
きて い

によって差別
さべつ

の禁止
きんし

がなし崩
くず

しにならぬよう、例外
れいがい

規定
きて い

の適用
てきよう

を受
う

ける側
がわ

がそのことを立証
りっしょう

する責任
せきにん

を負
お

うなどの工夫
くふう

をすべき

である。 

（参考
さんこう

） 

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい千葉県
ち ば け ん

づくり条例
じょうれい

第
だい

８条
じょう

 

 何人
なんびと

も、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し、差別
さべつ

をしてはならない。ただし、不利益
ふ り え き

取扱
とりあつか

い

をしないこと又
また

は合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

に基
もと

づく措置
そ ち

を行
おこな

うことが、社会
しゃかい

通念上
つうねんじょう

相当
そうとう

と

認
みと

められる範囲
はんい

を超
こ

えた人的
じんてき

負担
ふた ん

、物的
ぶってき

負担
ふた ん

又
また

は経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

その他
た

の過重
かじゅう

な

負担
ふたん

になる場合
ばあい

においては、この限
かぎ

りではない。 
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条例
じょうれい

の解釈
かいしゃく

指針
しし ん

 

・ 「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」であるか否
いな

かは、判断
はんだん

時
とき

における①当該
とうがい

措置
そ ち

の実現
じつげん

可能性
かのうせい

、

②当該
とうがい

措置
そ ち

を講
こう

ずる場合
ばあい

に必要
ひつよう

とされる費用
ひよう

、及
およ

び当該
とうがい

費用
ひよ う

を支出
ししゅつ

すること

による事業
じぎょう

等
とう

への影響
えいきょう

、③事業
じぎょう

主
しゅ

等
とう

の資産
しさん

の規模
き ぼ

、④当該
とうがい

措置
そ ち

を講
こう

ずるに当
あ

た

って、事業
じぎょう

主
しゅ

等
とう

が利用
りよう

できる財政的
ざいせいてき

又
また

はその他
た

の支援
しえん

等
とう

を考慮
こうりょ

して判断
はんだん

しま

す。 

なお、「当該
とうがい

措置
そ ち

の実現
じつげん

可能性
かのうせい

」とは、技術的
ぎじゅつてき

な問題
もんだい

など、金銭
きんせん

のみでは解
かい

 

決
けつ

できない事情
じじょう

の有無
う む

をいいます。 

・ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

が当該
とうがい

事案
じあ ん

において「合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

に基
もと

づく措置
そ ち

」を行
おこな

うことが

「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」であることを主張
しゅちょう

する際
さい

には、具体的
ぐたいてき

な根拠
こんきょ

及
およ

び資料
しりょう

に基
もと

づ

き説明
せつめい

する必要
ひつよう

があります。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

抽象的
ちゅうしょうてき

概念
がいねん

の解釈
かいしゃく

は時
とき

とともに変化
へんか

する。いろいろな人々
ひとびと

の生
い

き方
かた

や生
い

きが

いを互
たが

いにどのように尊重
そんちょう

し、認
みと

め合
あ

い、共
とも

に生
い

きていくかというところに 

差別
さべつ

の課題
かだい

があるので、現段階
げんだんかい

ではまず条約
じょうやく

での規定
きてい

をもとに作成
さくせい

するのが

最適
さいてき

な方法
ほうほう

であると考
かんが

える。 

 一番
いちばん

問題
もんだい

となるのが「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」で言
い

われている「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」であろう。

日本
にほん

で初
はじ

めて導入
どうにゅう

される概念
がいねん

であるため、負担
ふたん

が過度
か ど

であると主張
しゅちょう

する側
がわ

の



 

- 40 - 

立証
りっしょう

責任
せきにん

を明確化
めいかくか

することとする。 

 

【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

への差別
さべつ

に当
あ

たらないことについて、国民
こくみん

が判読
はんどく

・判断
はんだん

できる具体的
ぐたいてき

な

例外
れいがい

規定
きて い

を設
もう

けるか、あるいは具体的
ぐたいてき

でわかりやすいガイドラインを通知
つうち

する

かを検討
けんとう

していく必要
ひつよう

がある。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

米国
べいこく

の「障害
しょうがい

のあるアメリカ人法
じんほう

（ADA）」でも、「過度
か ど

の負担
ふたん

」が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の例外
れいがい

として規定
きてい

され、それを明確化
めいかくか

・限定化
げんていか

するため、雇用
こよう

機会
きか い

均等
きんとう

委員会
いいんかい

が

ガイドラインを定
さだ

めている。わが国
くに

でも、とくに雇用
こよう

・就労
しゅうろう

領域
りょういき

で求
もと

められる

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の免責
めんせき

事由
じゆ う

については、ガイドラインなどで明確化
めいかくか

する必要
ひつよう

があろ

う。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

「障害
しょうがい

を理由
りゆう

として」、「著
いちじる

しい困難
こんなん

や過重
かじゅう

な負担
ふたん

・出費
しゅっぴ

」、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」等
とう

の

抽象的
ちゅうしょうてき

な例外
れいがい

規定
きて い

の具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

は、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止
きん し

の適正
てきせい

な実施
じっし

を任務
にんむ

とする

機関
きかん

として、別
べつ

に障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

委員会
いいんかい

（仮称
かしょう

）を置
お

いて規則
きそく

等
とう

で定
さだ

める必要
ひつよう

があ

る。 
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○個別
こ べ つ

分野
ぶ ん や

 

１．生活
せいかつ

分野
ぶん や

として、いかなる分野
ぶんや

を規定
きてい

すべきか 

（例
れい

 地域
ちい き

生活
せいかつ

、自己
じ こ

決定
けってい

と法的
ほうてき

能力
のうりょく

、移動
いどう

、建物
たてもの

、利用
りよう

、情報
じょうほう

保障
ほしょう

とコミュ

ニケーション、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

、医療
いりょう

及
およ

びリハビリテーション、性
せい

、政治
せいじ

参加
さん か

、司法
しほう

手続
てつづき

、その他
た

） 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

「社会
しゃかい

参加
さん か

」も明示
めいじ

すべきと考
かんが

えるが、全体
ぜんたい

として、概念
がいねん

を整理
せいり

する必要
ひつよう

が

あると考
かんが

える。 

なお、「情報
じょうほう

保障
ほしょう

」については、知的
ちてき

障害
しょうがい

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した支援
しえん

の必要性
ひつようせい

を特
とく

に明示
めいじ

すべきと考
かんが

える。知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

、情報
じょうほう

伝達
でんたつ

支援
しえ ん

（支援者
しえんしゃ

によるかみ砕
くだ

いた説明
せつめい

など）について明確
めいかく

な位置
い ち

づけがない。また、行政
ぎょうせい

手続
てつ づ

きや契約
けいやく

の際
さい

の

支援
しえん

や公共
こうきょう

施設
しせ つ

の分
わ

かりやすい表示
ひょうじ

やわかりやすい公文書
こうぶんしょ

など、知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

に

対
たい

する情報
じょうほう

保障
ほしょう

が担
たん

保
ほ

されないこと自体
じたい

が差別
さべつ

であることを明示
めいじ

する必要
ひつよう

があ

ると考
かんが

える。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

自由権
じゆうけん

から社会権
しゃかいけん

を含
ふく

む広
ひろ

い分野
ぶんや

を対象
たいしょう

とすべきである。 

差別
さべつ

の定義
ていぎ

を規定
きてい

する条約
じょうやく

２条
じょう

は「政治的
せいじてき

、経済的
けいざいてき

、社会的
しゃかいてき

、文化的
ぶんかてき

、市民的
しみんてき
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その他
た

のいかなる分野
ぶんや

」を対象
たいしょう

としており、現
うつつ

に、条約
じょうやく

はこの総則
そうそく

規定
きて い

を受
う

け

て自由権
じゆうけん

から社会権
しゃかいけん

を含
ふく

む第
だい

１０条
じょう

「生命
せいめい

への権利
けんり

」から第
だい

３０条
じょう

「文化的
ぶんかてき

生活
せいかつ

等
とう

への参加
さんか

」に至
いた

る各論
かくろん

全
すべ

てにおいて、差別
さべつ

の禁止
きんし

を定
さだ

めている。 

日
にち

弁連
べんれん

は２００７年
ねん

３月
がつ

「 障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

を禁止
きんし

する法律
ほうりつ

」法案
ほうあん

概要
がいよう

(以下
い か

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

・日
にち

弁連
べんれん

案
あん

という)を公表
こうひょう

したが、個々
こ こ

具体的
ぐたいてき

な適用
てきよう

場面
ばめ ん

と

して以下
い か

を提案
ていあん

している。最
もっと

も根幹
こんかん

をなす教育
きょういく

を冒頭
ぼうとう

に置
おき

き、次
つ

いで労働
ろうどう

、ア

クセス（建築物
けんちくぶつ

の利用
りよう

、交通
こうつう

機関
きか ん

の利用
りよう

、情報
じょうほう

）、サービス（サービス、医療
いりょう

、

不動産
ふどうさん

）、参政権
さんせいけん

、司法
しほう

と整理
せいり

したものである。 

 

【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 

■例示
れいじ

の分野
ぶんや

が適切
てきせつ

だと考
かんが

える。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 

あらゆる分野
ぶ ん や

である。ただその事
こと

を前提
ぜんてい

に、期待
き た い

される分野
ぶ ん や

として、労働
ろうどう

、教育
きょういく

、

医療
いりょう

、情報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

などが想定
そうてい

されよう。 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

地域
ちいき

生活
せいかつ

、教育
きょういく

、労働
ろうどう

、利用
りよう

及
およ

び移動
いどう

に関
かん

するアクセス、意思
い し

疎通
そつう

・情報
じょうほう

伝達
でんたつ

移動
いど う

、サービス、不動産
ふどうさん

、医療
いりょう

とリハビリテーション、性
せい

と生殖
せいしょく

、自己
じ こ

決定
けってい

と法的
ほうてき

能力
のうりょく

、行政
ぎょうせい

手続
てつづき

と行政
ぎょうせい

サービス司法
しほう

手続
てつ づ

き、政治
せいじ

参加
さん か

、等
とう

の分野
ぶんや

における規定
きてい

が
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考
かんが

えられる。 

 

【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

すべての生活
せいかつ

分野
ぶん や

であり、列挙
れっきょ

したことで、そこに含
ふく

まれない分野
ぶんや

を残
のこ

さな

いような工夫
くふう

が必要
ひつよう

。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

例
れい

として挙
あ

げられている生活
せいかつ

分野
ぶん や

は相互
そうご

に深
ふか

い関係
かんけい

をもち、それぞれを別個
べっこ

に取
と

り出
だ

して規定
きてい

することは、法
ほう

の抜
ぬ

け穴
あな

を設
もう

けることにもつながりかねず、

慎重
しんちょう

に検討
けんとう

すべきである。 

 ここで留意
りゅうい

しなければならないのは、個別
こべつ

分野
ぶん や

の規定
きてい

が必要
ひつよう

となる場合
ばあい

とは、

とりわけ「社会
しゃかい

が何
なに

もしない」ことが差別
さべつ

となりうる場合
ばあい

だという点
てん

である

（不作為
ふ さ く い

、放置
ほうち

など）。そうした場合
ばあい

については、差別
さべつ

禁止
きん し

という法
ほう

制度
せいど

だけで

は必
かなら

ずしも対処
たいしょ

できないのではないか。むしろ具体的
ぐたいてき

な支援
しえん

が適
てき

切
きり

に行
おこな

われる

ように（各種
かくしゅ

福祉法
ふくしほう

のように）別途
べっと

の法
ほう

体系
たいけい

において、支援
しえん

の実施
じっし

主体
しゅたい

を明記
めいき

し

て担保
たんぽ

する必要
ひつよう

がある。 

 また、例
れい

として挙
あ

げられている各分野
かくぶんや

については、障害者
しょうがいしゃ

と公的
こうてき

機関
き か ん

との間
あいだ

に何
なん

らかの

権力
けんりょく

関係
かんけい

が生
しょう

じている（特
とく

に、利用
り よ う

、教育
きょういく

、医療
いりょう

など）分野
ぶ ん や

であり、もし仮
かり

に規定
き て い

する場合
ば あ い

には、公的
こうてき

機関
き か ん

や公務員
こうむいん

（及
およ

び支援者
しえんしゃ

など公務員
こうむいん

に準
じゅん

じる立場
た ち ば

の者
もの

）による権力
けんりょく

の濫用
らんよう

を

禁止
き ん し

する規定
き て い

とした方
かた

が実効性
じっこうせい

が高
たか

いと考
かんが

える。 
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【川
かわ

﨑
さき

委員
いい ん

】 

精神障
せいしんしょう

がいの場合
ばあい

 

 地域
ちい き

生活
せいかつ

 長期
ちょうき

入院
にゅういん

の解消
かいしょう

、地域
ちいき

生活
せいかつ

のための諸条件
しょじょうけん

の整備
せいび

。 

 雇用
こよ う

   短時間
たんじかん

労働
ろうどう

、休憩
きゅうけい

の保障
ほしょう

、人的
じんてき

支援
しえ ん

などの合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を規定
きてい

 

 教育
きょういく

   不登校
ふとうこう

時
じ

や入院
にゅういん

時
とき

の学業
がくぎょう

の保障
ほしょう

。 

 医療
いりょう

   精神科
せいしんか

医療
いりょう

の在
あ

り方
かた

、他科
た か

受診
じゅしん

、合併
がっぺい

医療
いりょう

の保障
ほしょう

など。 

 情報
じょうほう

の提供
ていきょう

  災害
さいがい

時
じ

における情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

 政治
せい じ

  選挙
せんきょ

の機会
きかい

の保障
ほしょう

 

 

【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

 労働
ろうどう

・雇用
こよう

、教育
きょういく

、医療
いりょう

、性
せい

、政治
せいじ

参加
さん か

、司法
しほう

、行政
ぎょうせい

サービス、情報
じょうほう

・通信
つうしん

、

交通
こうつう

、経済
けいざい

・文化
ぶんか

サービス。不動産
ふどうさん

取引
とりひき

など。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

個別
こべつ

分野
ぶん や

に関
かん

しては、緊急性
きんきゅうせい

が認
みと

められるものの即時的
そくじてき

救済
きゅうさい

制度
せい ど

（アパート

契約
けいやく

拒否
きょ ひ

等
とう

の救済
きゅうさい

など）を入
い

れ込
こ

むべきである。 

 

分野
ぶんや

は 

地域
ちいき

生活
せいかつ

（自己
じ こ

決定
けってい

、民事
みんじ

契約
けいやく

、住宅
じゅうたく

の確保
かくほ

、介護
かいご

保障
ほしょう

） 
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移動
いど う

 

建物
たてもの

 

契約
けいやく

 

情報
じょうほう

保障
ほしょう

とコミュニケーション 

教育
きょういく

 

就労
しゅうろう

 

医療
いりょう

及
およ

びリハビリテーション、ハビリテーション 

性
せい

 

政治
せい じ

参加
さん か

 

司法
しほ う

手続
てつづき

 

 

注
ちゅう

）リハビリテーションは条約
じょうやく

に基
もと

づき、リハビリテーション及
およ

びハビリテー

ションとすべきである。 

 

また、司法
しほう

手続
てつ づ

きのみならず、未決
みけつ

・既決
きけつ

を含
ふく

めた刑事
けいじ

施設
しせ つ

処遇
しょぐう

・入管
にゅうかん

施設
しせ つ

そ

の他
た

あらゆる拘禁
こうきん

施設
しせ つ

についても規定
きてい

すべきである。 

 

補足
ほそく

意見
いけ ん

：私
わたし

の気
き

になるところは、障害者
しょうがいしゃ

の生存権
せいぞんけん

を基
もと

とした所得
しょとく

保障
ほしょう

の問題
もんだい

で

す。 

差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の個別
こべつ

分野
ぶん や

で、「就労
しゅうろう

」がパッと見
けん

、浮
う

いてしまっていて、「働
はたら

かな
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くても文化的
ぶんかてき

生活
せいかつ

が保障
ほしょう

される」事
こと

も「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に基
もと

づく」とでもしたらよ

いのでしょうか、強調
きょうちょう

されたらどうかと思
おも

いました。 

障害者
しょうがいしゃ

にとって、必要
ひつよう

にして十分
じゅうぶん

な経済
けいざい

生活
せいかつ

の保障
ほしょう

が無条件
むじょうけん

に担
たん

保
ほ

されていて

欲
ほ

しいと思
おも

います。 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

（１）日
にち

弁連
べんれん

試案
しあ ん

を参考
さんこう

にすべきである。 

（２）本人
ほんにん

にとっての安全
あんぜん

確保
かく ほ

と不利益性
ふりえ き せ い

が明確
めいかく

な場合
ばあい

には、自己
じ こ

決定権
けっていけん

の例外
れいがい

としての支援者
しえんしゃ

（保護者
ほ ご し ゃ

）による代理的
だいりてき

決定
けってい

を認
みと

めるべきである。 

 

【土本
つちもと

委員
いい ん

】 

権利
けんり

条約
じょうやく

をもとにしたすべて。 

 

『認知
にんち

・認識
にんしき

・表現
ひょうげん

・コミュニケーション』の困難
こんなん

を抱
かか

えている仲間
なかま

たちに対
たい

す

る具体的
ぐたいてき

な「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」が必要
ひつよう

です。 

 

特
とく

に「わかりやすい情報
じょうほう

」と「経験
けいけん

」できるしくみ。 

 

地域
ちい き

のふくしサービスを増
ふ

やす。 

 

入所
にゅうしょ

施設
しせ つ

をなくす。 
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【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

千葉県
ち ば け ん

の条例
じょうれい

では、県民
けんみん

から寄
よ

せられた事例
じれい

を基
もと

に、①福祉
ふくし

サービス、②医療
いりょう

、

③商品
しょうひん

及
およ

びサービスの提供
ていきょう

、④労働者
ろうどうしゃ

の雇用
こよう

、⑤教育
きょういく

、⑥建物
たてもの

等
とう

及
およ

び公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きか ん

、⑦不動産
ふどうさん

の取引
とりひき

、⑧情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

の８分野
ぶんや

における１５の行為
こうい

を差別
さべつ

と

定義
ていぎ

している。 

内閣府
ないかくふ

が平成
へいせい

２０年度
ねんど

に実施
じっし

した「障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さべつ

事例
じれ い

等
とう

の調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

」

の結果
けっか

を見
み

ると、障害
しょうがい

のある人
ひと

が日
ひ

ごろから差別
さべつ

に当
あ

たると考
かんが

え人々
ひとびと

にしてほ

しくないと望
のぞ

んでいること、人々
ひとびと

に対
たい

し配慮
はいりょ

や工夫
くふう

をしてほしいと望
のぞ

んでいる

こととしては、雇用
こよう

・就業
しゅうぎょう

、福祉
ふくし

、保健
ほけん

・医療
いりょう

の順
じゅん

に多
おお

くなっており、これら

は特
とく

に重要
じゅうよう

である。ほかにも、教育
きょういく

・育成
いくせい

、建物
たてもの

・公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きか ん

、商品
しょうひん

サービ

ス提供
ていきょう

、政治
せいじ

・行政
ぎょうせい

・司法
しほう

なども規定
きてい

すべき分野
ぶんや

である。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

 障害者
しょうがいしゃ

が差別
さべつ

を体験
たいけん

してきた分野
ぶんや

全
すべ

てを網羅
もうら

すべきであり、そのため例示
れいじ

さ

れた「自己
じ こ

決定
けってい

と法的
ほうてき

能力
のうりょく

、移動
いどう

、建物
たてもの

、利用
りよう

、情報
じょうほう

保障
ほしょう

とコミュニケーショ

ン、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

、医療
いりょう

及
およ

びリハビリテーション、性
せい

、政治
せいじ

参加
さん か

、司法
しほう

手続
てつづき

」の各分野
かくぶんや

は当然
とうぜん

規定
きて い

されるものとする。 

「出生
しゅっしょう

」も含
ふく

めるべきである。  
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「性
せい

」に関
かん

しては婚姻
こんいん

、出産
しゅっさん

も併記
へいき

する。 

「地域
ちいき

生活
せいかつ

」は自立
じりつ

生活
せいかつ

とする。 

虐待
ぎゃくたい

に関
かん

しても触
ふ

れておくべきなので、「虐待
ぎゃくたい

、放置
ほうち

、金銭的
きんせんてき

搾取
さくしゅ

」も規定
きてい

の対象
たいしょう

とする。 

「資格
しかく

の取得
しゅとく

」を加
くわ

える。 

「利用
りよう

」では公共
こうきょう

サービスの利用
りよう

のみでなく、不動産
ふどうさん

取引
とりひき

、店舗
てんぽ

での商品
しょうひん

の売買
ばいばい

、

レストラン等
とう

での飲食
いんしょく

、ホテル等
とう

の宿泊
しゅくはく

などを含
ふく

む幅広
はばひろ

いものとする。 

「政治
せいじ

」関
かん

しては「参政権
さんせいけん

」とする。 

 

【長瀬
ながせ

委員
いい ん

】 

 上記
じょうき

に加
くわ

えて、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

条約
じょうやく

の第
だい

30条
じょう

が規定
きてい

している、文化的
ぶんかてき

な生活
せいかつ

、

レクリエーション、余暇
よ か

、スポーツへの参加
さんか

の明記
めいき

が必要
ひつよう

である。観光
かんこう

を含
ふく

め、

こうした分野
ぶんや

は軽視
けいし

されがちだが、生
い

きる上
うえ

での重要度
じゅうようど

は決
けっ

して低
ひく

くない。他国
たこく

の障害
しょうがい

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

の先行例
せんこうれい

でもこうした分野
ぶんや

は取
と

り上
あ

げられているのを参照
さんしょう

す

べきである。 

 

【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

「情報
じょうほう

とコミュニケーション」の分野
ぶんや

は、「地域
ちいき

生活
せいかつ

」「自己
じ こ

決定
けってい

」のように、

今
いま

までの福祉
ふくし

施策
しさ く

を根本的
こんぽんてき

に変
か

えなければならない分野
ぶんや

であり、きちんと規定
きてい

していく必要
ひつよう

がある。 
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その他
た

、「アクセス」「財産
ざいさん

」「サービス」を追加
ついか

する。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

 生活
せいかつ

分野
ぶん や

としては、上記
じょうき

に加
くわ

え、もの（不動産
ふどうさん

も含
ふく

む。）とサービスなども規定
きてい

すべきであろう。また、教育
きょういく

には、大学
だいがく

等
とう

の高等
こうとう

教育
きょういく

や専門
せんもん

教育
きょういく

も、そして就労
しゅうろう

は、雇用
こよう

・就労
しゅうろう

を含
ふく

むものとして明確化
めいかくか

しておいたほうがよいと思
おも

われる。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

 教育
きょういく

、就労
しゅうろう

、建築物
けんちくぶつ

の利用
りよう

、交通
こうつう

機関
きか ん

の利用
りよう

、情報
じょうほう

、医療
いりょう

及
およ

びリハビリテー

ション、サービス、不動産
ふどうさん

の取得
しゅとく

・利用
りよう

、政治
せいじ

参加
さん か

、司法
しほう

手続
てつ づ

き等
とう

、地域
ちいき

社会
しゃかい

の

一員
いちいん

として生活
せいかつ

する平等
びょうどう

の権利性
けんりせい

を認
みと

め、享受
きょうじゅ

され、社会
しゃかい

参加
さん か

できる社会
しゃかい

を目標
もくひょう

とする限
かぎ

り、生活
せいかつ

の必須
ひっす

要素
よう そ

分野
ぶん や

ごとに規定
きてい

すべきである。また、地域
ちいき

生活
せいかつ

、性
せい

、

自己
じ こ

決定
けってい

と法的
ほうてき

能力
のうりょく

、情報
じょうほう

保障
ほしょう

とコミュニケーション、その他
た

については総則
そうそく

に

明記
めいき

すべきである。 
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○関係
かんけい

個別
こ べ つ

立法
りっぽう

との関係
かんけい

 

１．差別
さべつ

禁止
きん し

に抵触
ていしょく

する立法
りっぽう

の改廃
かいはい

についてどう考
かんが

えるか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

被
ひ

後見人
こうけんにん

への選挙権
せんきょけん

停止
てい し

を解
かい

決
けっ

するため、公職
こうしょく

選挙法
せんきょほう

を改
かい

正
せい

すべきと考
かんが

える。

また、衆
しゅう

参議院
さんぎいん

選挙
せんきょ

においても記号
きごう

投票
とうひょう

を導入
どうにゅう

する必要
ひつよう

があると考
かんが

える。その際
さい

、

○印
いん

が明瞭
めいりょう

に記入
きにゅう

されないことも配慮
はいりょ

し、併
あわ

せて補助者
ほじょしゃ

の活用
かつよう

も考慮
こうりょ

する必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

また、被
ひ

後見人
こうけんにん

と被
ひ

保
たもつ

佐人
さじ ん

に対
たい

する欠格
けっかく

条項
じょうこう

を廃
はい

止
よ

すべく、国家
こっか

公務員法
こうむいんほう

と

地方
ちほう

公務員法
こうむいんほう

を改
かい

正
せい

すべきと考
かんが

える。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

差別
さべつ

禁止
きん し

に抵触
ていしょく

する立法
りっぽう

は、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の制定
せいてい

と共
とも

に改
かい

廃
はい

されるべきである。 

差別
さべつ

禁止法
きんしほう

と個別
こべつ

立法
りっぽう

の関係性
かんけいせい

が問題
もんだい

となるが、考
かんが

え方
かた

としては、法律
ほうりつ

に優先
ゆうせん

する法規
ほうき

たる条約
じょうやく

の主
しゅ

内容
ないよう

を具体化
ぐ た い か

する法律
ほうりつ

である以上
いじょう

、差別
さべつ

禁止
きん し

の法
ほう

規範
きは ん

に

おいて差別
さべつ

禁止法
きんしほう

が個別
こべつ

立法
りっぽう

に優
ゆう

位
くらい

する準基本
じゅんきほん

法的
ほうてき

位置
い ち

づけになるべきである。

そしてこの内容
ないよう

に沿
そ

った既存
きそん

個
こ

別法
べっぽう

の改廃
かいはい

がなされ、また必要
ひつよう

な個
こ

別法
べっぽう

の新規
しんき

立法
りっぽう

がなされるべきである。なぜなら、個別
こべつ

分野
ぶん や

における差別
さべつ

、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

と

いった基本的
きほんてき

な重要
じゅうよう

概念
がいねん

について差別
さべつ

禁止法
きんしほう

という単独
たんどく

立法
りっぽう

による一貫
いっかん

した
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理念
りね ん

に基
もと

づく定
さだ

めが必要
ひつよう

であると考
かんが

えられるからである。 

例
たと

えば、分離
ぶんり

教育
きょういく

を前提
ぜんてい

とした学校
がっこう

教育法
きょういくほう

の定
さだ

めは、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

制定
せいてい

と共
とも

に

インクルーシブな教育
きょういく

を内容
ないよう

とするものに改正
かいせい

されなければならない。また

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

規定
きて い

は差別
さべつ

禁止法
きんしほう

において定
さだ

められるが、公
こう

教育
きょういく

における

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体的
ぐたいてき

中身
なか み

は、学校
がっこう

教育法
きょういくほう

において定
さだ

められるべきものもあると

考
かんが

えられる。 

 

【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 

■成年被
せいねんひ

後見人
こうけんにん

の選挙権
せんきょけん

と被
ひ

選挙権
せんきょけん

や、就学
しゅうがく

指導
しど う

による原則
げんそく

分離
ぶん り

などについて、

権利
けんり

条約
じょうやく

の早期
そうき

批准
ひじゅん

のための国内法
こくないほう

整備
せい び

を念頭
ねんとう

に、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の施行
しこう

と同時
どうじ

に

改
かい

廃
はい

すべきだと考
かんが

える。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 

差別
さ べ つ

禁止法
きんしほう

に
がっ

合致
が っ ち

しない法律
ほうりつ

は直
ただ

ちに改
かい

廃
はい

されるべきである。障害
しょうがい

に基
もと

づく

差別
さ べ つ

を完全
かんぜん

になくしていくという視点
し て ん

に立
た

ちながら、関係法
かんけいほう

は適宜
て き ぎ

改正
かいせい

してい

くべきである。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

 差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

に抵触
ていしょく

する法律
ほうりつ

の洗
あら

い出
だ

しと改正
かいせい

は必須
ひっす

であり、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の

立法
りっぽう

作業
さぎょう

と同様
どうよう

に重要
じゅうよう

な作業
さぎょう

であると考
かんが

える。 
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例
たと

えば、最新
さいしん

の調査
ちょうさ

によれば、443 の法律
ほうりつ

に、障害者
しょうがいしゃ

にかかわる欠格
けっかく

条項
じょうこう

が存在
そんざい

する。特定
とくてい

の病気
びょうき

や障害
しょうがい

についての欠格
けっかく

条項
じょうこう

の新設
しんせつ

は、2007年
ねん

以後
い ご

は見
み

あたら

ず、1999-2004年
ねん

当時
とう じ

の見直
みなお

しで相対的
そうたいてき

欠格
けっかく

となったものが、ほとんどそのまま、

存続
そんぞく

している。成年
せいねん

後見
こうけん

の欠格
けっかく

と「心身
しんしん

の故障
こしょう

」などの取得後
しゅとくご

の欠格
けっかく

は新
あたら

しい

法律
ほうりつ

に取
と

り入
い

れられ続けている。（別紙
べっし

資料
しりょう

参照
さんしょう

） 

 こうした状況
じょうきょう

をみると、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

に抵触
ていしょく

する法律
ほうりつ

の洗
あら

い出
だ

しと改正
かいせい

は

不可欠
ふ か け つ

である。 

 

 韓国
かんこく

では２００７年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

の制定
せいてい

以降
いこ う

、抵触法
ていしょくほう

の洗
あら

い出
だ

しを

政府
せいふ

主導
しゅどう

の下
もと

で進
すす

めている。 

 

【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

必須
ひっす

であるが、立法
りっぽう

の改廃
かいはい

は差別
さべつ

禁止法
きんしほう

が施行
しこう

された後
あと

に期限
きげん

をつけて実施
じっし

されるべきで、立法
りっぽう

の改廃
かいはい

を差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の施行
しこう

の前提
ぜんてい

にすべきではない。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

差別
さべつ

禁止
きん し

に抵触
ていしょく

する場合
ばあい

で容認
ようにん

することが可能
かのう

でありうる場合
ばあい

とは、「公共
こうきょう

の

福祉
ふくし

」を理由
りゆう

として「一時的
いちじてき

に」基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

を留
りゅう

保
ほ

する場合
ばあい

であり、当該
とうがい

「公共
こうきょう

の福祉
ふくし

」を優先
ゆうせん

させることが、長期的
ちょうきてき

に全
すべ

ての人々
ひとびと

の基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

を

促進
そくしん

する場合
ばあい

に限
かぎ

られると考
かんが

える。 

 したがって、「公共
こうきょう

の福祉
ふくし

」を理由
りゆう

とせずに差別
さべつ

禁止
きん し

に抵触
ていしょく

する場合
ばあい

には、当然
とうぜん

立法
りっぽう

（法令
ほうれい

）を改廃
かいはい

する必要
ひつよう

があり、また、「公共
こうきょう

の福祉
ふくし

」を理由
りゆう

とした場合
ばあい

に
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も、当該
とうがい

「公共
こうきょう

の福祉
ふくし

」の内容
ないよう

を明示
めいじ

し、基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

の留保
りゅうほ

が「一時的
いちじてき

」

であることを担保
たんぽ

するように改廃
かいはい

する必要
ひつよう

がある。 

 

【川
かわ

﨑
さき

委員
いい ん

】 

 保護者
ほ ご し ゃ

制度
せい ど

の撤廃
てっぱい

。 

 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよ う

促進法
そくしんほう

において、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が雇用
こよう

義務
ぎ む

に入
はい

っていないなど、あ

らゆる法律
ほうりつ

において、障害
しょうがい

別
べつ

にサービスが異
こと

なる法律
ほうりつ

の改正
かいせい

をすること。 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

には福祉法
ふくしほう

がなく、障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

というピアサポートの制度
せいど

もない。 

 

【佐藤
さとう

委員
いい ん

】 

権利
けんり

条約
じょうやく

と差別
さべつ

禁止法
きんしほう

に抵触
ていしょく

・違反
いはん

する立法
りっぽう

を、改廃
かいはい

することが必要
ひつよう

である。 

 

 １９８７年
ねん

まで、銭湯
せんとう

は精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の入浴
にゅうよく

を拒否
きょ ひ

しなければならないという法律
ほうりつ

があっ

た。それから２０年後
ねんご

、町
まち

の銭湯
せんとう

にまだ「精神
せいしん

病者
びょうしゃ

の方
かた

は、法
ほう

によりお断
ことわ

りします」という看板
かんばん

を出
だ

しているところがあった。 いったん作
つく

られた欠格
けっかく

条項
じょうこう

は、削除
さくじょ

されてもなお、このよ

うに社会
しゃかい

に影響
えいきょう

し続
つづ

ける。 社会
しゃかい

参加
さん か

を阻
はば

む欠格
けっかく

条項
じょうこう

は早急
さっきゅう

に削
さく

除
じょ

して、支
ささ

える制度
せいど

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をいかに提供
ていきょう

できるようにするかを前進
ぜんしん

させる必要
ひつよう

がある。 

 

障害者
しょうがいしゃ

欠格
けっかく

条項
じょうこう

をなくす会
かい

の調査
ちょうさ

によれば、いまなお障害者
しょうがいしゃ

にかかわる

欠格
けっかく

条項
じょうこう

が４４３の法律
ほうりつ

にある。 

欠格
けっかく

条項
じょうこう

の内容
ないよう

 対象
たいしょう

 数
かず

例
れい

 

成年被
せいねんひ

後見人
こうけんにん

・被
ひ

保
ほ

佐人
さにん

のみ 128 公務員
こうむいん

、馬主
ばぬ し

 

成年被
せいねんひ

後見人
こうけんにん

のみ 18 選挙権
せんきょけん

・被
ひ

選挙権
せんきょけん

 

資格
しかく

を認
みと

めない・ 

認
みと

めないことがあ

る 心身
しんしん

の障害
しょうがい

 69 行政
ぎょうせい

書士
しょ し

、 通訳
つうやく

案内士
あんないし
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精神
せいしん

の機能
きのう

の障害
しょうがい

、精神
せいしん

の著
いちじる

しい

障害
しょうがい

、等
とう

 

56 船員
せんいん

、狩猟
しゅりょう

 

視覚
しかく

・聴覚
ちょうかく

の機能
きのう

の障害
しょうがい

 27 薬剤師
やくざいし

、医師
い し

 

もっている資格
しかく

を

取
と

り消
け

す・取
と

り消
け

す

ことがある 

「心身
しんしん

の故障
こしょう

」、成年
せいねん

後見人
こうけんにん

・被
ひ

保
ほ

佐人
さにん

、 

何
なん

らかの障害
しょうがい

 

344 各種
かくしゅ

の 委員会
いいんかい

の

委員
いい ん

、法人
ほうじん

役員
やくいん

、

学校
がっこう

教員
きょういん

 

資格
しかく

や免許
めんきょ

に限
かぎ

ら

ない権利
けんり

の制限
せいげん

 

さまざまな権利
けんり

制限
せいげん

 35 精神
せいしん

病院
びょういん

の入退院
にゅうたいいん

の自己
じ こ

決定
けってい

、遺言
ゆいごん

の

立会人
たちあいにん

 

特定
とくてい

の病気
びょうき

や障害
しょうがい

についての欠格
けっかく

条項
じょうこう

の新設
しんせつ

は、2007年
ねん

以後
い ご

は見
けん

あたらず、1999-2004年
ねん

当時
とう じ

の

見直
みな お

しで相対的
そうたいてき

欠格
けっかく

となったものが、ほとんどそのまま、存続
そんぞく

しています。 

成年
せいねん

後見
こうけん

の欠格
けっかく

と「心身
しんしん

の故障
こしょう

」などの取得後
しゅとくご

の欠格
けっかく

は、法律
ほうりつ

の新設
しんせつ

・改定
かいてい

時
とき

に、似
に

た法律
ほうりつ

か

ら コ ピ ー さ れ 自動的
じどうてき

に 追加
つい か

さ れ て 、 増加
ぞうか

し て い ま す 。 情報元
じょうほうもと

:  

http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/shiryo/data/data2009.html 

2009年
ねん

9-12月
がつ

の総合
そうごう

調査
ちょうさ

をもとに計数
けいすう

。複数
ふくすう

の分類
ぶんるい

にあてはまる法令
ほうれい

が

多
おお

いので法律
ほうりつ

数 443 とこの表
おもて

の単純
たんじゅん

合計
ごうけい

は一致
いっ ち

しません。 

 

 また、内閣府
ないかくふ

がＪＤＦの協力
きょうりょく

を得
え

て行
おこな

ったの 2008年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

等
とう

に関
かん

する

調査
ちょうさ

では、制度
せいど

が使
つか

いにくい、格差
かくさ

が大
おお

きい、などの意見
いけん

が多
おお

く見
み

られた。十分
じゅうぶん

でない日本
にほん

の社会権
しゃかいけん

保障
ほしょう

の現状
げんじょう

の中
なか

で、こうした法
ほう

がどの程度
ていど

、権利
けんり

救済
きゅうさい

にお

いて実効性
じっこうせい

を発揮
はっき

できるのかが重要
じゅうよう

で、「制度
せいど

オンブズマン」等
とう

の仕組
し く

みを加味
か み

し、制度
せいど

改善
かいぜん

のための救済
きゅうさい

方法
ほうほう

を検討
けんとう

すべきである。 

 

【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

に歴然
れきぜん

と違
い

反
はん

している法令
ほうれい

、特
とく

に人権
じんけん

侵害
しんがい

に類
るい

する法令
ほうれい

・欠格
けっかく

条項
じょうこう

や障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふく し

サービスに関
かか

わる違反
いはん

法令
ほうれい

は速
すみ

やかに改
かい

廃
はい

すべきと考
かんが

えます。また、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や障害者差
しょうがいしゃさ

別法
べつほう

に違
い

反
はん

していること

がすぐには顕在化
けんざいか

しない法令
ほうれい

も多
おお

いと考
かんが

えますので、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や障害者
しょうがいしゃ
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差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

に個
こ

別法
べっぽう

への優位性
ゆういせい

を明記
めいき

し、違反
いはん

法令
ほうれい

の改廃
かいはい

が迅速
じんそく

・容易
ようい

に進
すす

む

仕組
し く

みを作
つく

り上
あ

げることが必要
ひつよう

と考
かんが

えます。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

 医療
いりょう

観察法
かんさつほう

、精神
せいしん

保健
ほけ ん

福祉法
ふくしほう

、民法
みんぽう

６条
じょう

―２１条
じょう

、民法
みんぽう

７７０条
じょう

第
だい

１項
こう

第
だい

４号
ごう

、

医
い

療法
りょうほう

施行
しこ う

規則
きそ く

第
だい

１０条
じょう

、民事
みんじ

訴訟法
そしょうほう

第
だい

３１条
じょう

など、関連
かんれん

法規
ほう き

の改廃
かいはい

は必須
ひっす

で

ある。 

 

とりわけ差別
さべつ

欠格
けっかく

条項
じょうこう

、成年
せいねん

後見法
こうけんほう

、精神
せいしん

保健
ほけ ん

福祉法
ふくしほう

および医療
いりょう

観察法
かんさつほう

の廃止
はいし

が必要
ひつよう

。保護者
ほ ご し ゃ

制度
せい ど

及
およ

び特定医
とくていい

制度
せい ど

による移送
いそう

に関
かん

しては即時
そくじ

撤廃
てっぱい

を求
もと

める。

成年後見法
こうけんほう

および精神
せいしん

保健
ほけ ん

福祉法
ふくしほう

の改廃
かいはい

については年度
ねんど

を区切
く ぎ

って代替的
だいたいてき

施策
しさ く

制度
せい ど

の開発
かいはつ

と平
へい

行
こう

して行程表
こうていひょう

を作
つく

って進
すす

められるべきである。 

 

精神
せいしん

保健
ほけ ん

福祉法
ふくしほう

が自立
じりつ

支援法
しえんほう

の成立
せいりつ

によって一部
いちぶ

改正
かいせい

されたことを考慮
こうりょ

する

と、自立
じりつ

支援法
しえんほう

廃止
はい し

、総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

成立
せいりつ

と同時
どうじ

並行
へいこう

で精神
せいしん

保健
ほけ ん

福祉法
ふくしほう

の緊急性
きんきゅうせい

の高
たか

い撤廃
てっぱい

事項
じこ う

は実行
じっこう

されるべきである。 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

（１）特別法
とくべつほう

としての差別
さべつ

禁止法
きんしほう

を制定
せいてい

し、関連
かんれん

法規
ほう き

における改廃
かいはい

を順次
じゅんじ

行
おこな

う。

その際
さい

、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の規定中
きていちゅう

に「この法律
ほうりつ

に反
はん

し、または矛盾
むじゅん

する法令
ほうれい

、その他
た
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の規定
きてい

はその効力
こうりょく

を停止
ていし

する」といった規定
きてい

を設
もう

けることが必要
ひつよう

である。 

（２）第
だい

２段階
だんかい

として、関連
かんれん

法規
ほう き

において当該
とうがい

分野
ぶん や

ごとに詳細
しょうさい

でより具体的
ぐたいてき

な

規定
きてい

を法律
ほうりつ

、政
せい

省令
しょうれい

などとして規定
きてい

する。 

 

【土本
つちもと

委員
いい ん

】 

悪
わる

い法律
ほうりつ

はなくす。 

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

 差別
さべ つ

禁止
きん し

の法制化
ほうせいか

の検討
けんとう

過程
かて い

で、既存
きそん

の関係
かんけい

個別
こべ つ

立法
りっぽう

との関係
かんけい

を十分
じゅうぶん

調査
ちょうさ

 

し、両者
りょうしゃ

の内容
ないよう

の整合
せいごう

を図
はか

る必要
ひつよう

がある。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

差別
さべつ

禁止
きん し

に抵触
ていしょく

する法律
ほうりつ

は改
かい

廃
はい

する。 

条約
じょうやく

を基盤
きばん

として国
こく

内法
ないほう

を検
けん

証
しょう

した場合
ばあい

、すでにその内容
ないよう

が差別
さべつ

禁止
きん し

に抵触
ていしょく

する法律
ほうりつ

が存
そん

在
ざい

しているので、それらをできるだけ早期
そうき

に改
かい

廃
はい

する。 

 

【長瀬
ながせ

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

（締結
ていけつ

）に向
む

けて、欠格
けっかく

条項
じょうこう

の見直
みなお

しを含
ふく

め、障害
しょうがい

に

基
もと

づく差別
さべつ

を含
ふく

む法律
ほうりつ

全般
ぜんぱん

の見直
みなお

しが必要
ひつよう

である。 
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【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

に基
もと

づく法律
ほうりつ

であり、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の制定
せいてい

にあたっては、抵触
ていしょく

す

る法律
ほうりつ

等
とう

も改廃
かいはい

が必要
ひつよう

なことは当然
とうぜん

と考
かんが

える。従
したが

って、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

は関連
かんれん

する他
ほか

の個
こ

別法
べっぽう

を拘束
こうそく

する権限
けんげん

を持
も

ったものにする必要
ひつよう

がある。 

例
れい

を挙
あ

げれば、 

・「手話
しゅわ

は言語
げんご

である」ことを定義
ていぎ

し、手話
しゅわ

の使用
しよう

の権利
けんり

を規定
きてい

すれば、学校
がっこう

教育法
きょういくほう

施行
しこ う

規則
きそ く

で定
さだ

める教科
きょうか

に「手話
しゅわ

」を位置付
い ち づ

ける。 

・公務員
こうむいん

の採用
さいよう

試験
しけ ん

の受験
じゅけん

条件
じょうけん

に「介助者
かいじょしゃ

なしで職務
しょくむ

遂行
すいこう

が可能
かのう

であること。」

となっている自治体
じ ち た い

があり、地方
ちほう

公務員法
こうむいんほう

第
だい

19条
じょう

 「２ 人事
じんじ

委員会
いいんかい

は、

受験者
じゅけんしゃ

に必要
ひつよう

な資格
しかく

として職務
しょくむ

の遂行上
すいこうじょう

必要
ひつよう

な最少
さいしょう

且
か

つ適当
てきとう

の限度
げんど

の

客観的
きゃくかんてき

且
か

つ画一的
かくいつてき

要件
ようけん

を定
さだ

めるものとする。」の改廃
かいはい

が必要
ひつよう

。 

・ 労働者
ろうどうしゃ

が希望
きぼう

する言語
げんご

・コミュニケーションによる会議
かいぎ

・研修
けんしゅう

等
とう

の保障
ほしょう

を

図
はか

る。（労働
ろうどう

契約法
けいやくほう

、労働
ろうどう

基準法
きじゅんほう

） 

・ その他
た

、道路
どうろ

交通法
こうつうほう

、公職
こうしょく

選挙法
せんきょほう

、放送法
ほうそうほう

、著作権法
ちょさくけんほう

等
とう

も見直
みなお

しが必要
ひつよう

で

ある。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

 障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

第
だい

4条
じょう

一般的
いっぱんてき

義務
ぎ む

（ｂ）で規定
きてい

されているように、「障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さべつ

となる既存
きそん

の法律
ほうりつ

、規則
きそく

・・・などを修正
しゅうせい

し、又
また

は廃止
はいし

するためのす
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べての適当
てきとう

な措置
そ ち

（立法
りっぽう

を含
ふく

む。）をとる」べきである。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

 まず包括的
ほうかつてき

立法
りっぽう

である障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

を制定
せいてい

した上
うえ

で、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

に抵触
ていしょく

する既存
きそん

の法
ほう

制度
せい ど

等
とう

は全
すべ

て必要
ひつよう

な改正
かいせい

または廃止
はいし

するための適正
てきせい

な措置
そ ち

を行
おこな

う

必要
ひつよう

がある。 

 

 

２．合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体化
ぐ た い か

に向
む

けた改正
かいせい

についてどう考
かんが

えるか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

について盛
も

り込
こ

むことが必要
ひつよう

と考
かんが

える。より実効性
じっこうせい

を持
も

たせるた

め、社会的
しゃかいてき

啓発
けいはつ

についても積極的
せっきょくてき

に行
おこな

う必要
ひつよう

があることも合
あ

わせて明記
めいき

すべき

と考
かんが

える。 

差別
さべつ

禁止法
きんしほう

での対応
たいおう

に加
くわ

え、相談
そうだん

支援
しえ ん

などの福祉
ふくし

サービス、行政
ぎょうせい

サービス、

教育
きょういく

、雇用
こよう

、司法
しほう

などの各分野
かくぶんや

の個別
こべつ

の法律
ほうりつ

に知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

への情報
じょうほう

保障
ほしょう

、人的
じんてき

支援
しえ ん

など、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を明示
めいじ

する必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

規定
きて い

は、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の中
なか

でなるべく具体的
ぐたいてき

に入
い

れるべきであ
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るが、法律
ほうりつ

の規定
きてい

では具体性
ぐたいせい

に限界
げんかい

があるため、より詳
くわ

しくは規則
きそく

、そして

具体例
ぐたいれい

を盛
も

り込
こ

んだわかりやすいガイドラインが必要
ひつよう

であると考
かんが

えられる。こ

れは基本的
きほんてき

には、権利
けんり

規定
きて い

の形
かたち

で定
さだ

める差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の中
なか

、及
およ

び差別
さべつ

禁止法
きんしほう

から

委任
いにん

された規則
きそく

やガイドラインで定
さだ

められるべきであって、個
こ

別法
べつほう

やそれに基
もと

づく規則
きそく

、ガイドラインによるべきではない。仮
かり

に個
こ

別法
べつほう

の中
なか

で定
さだ

める方
かた

がふ

さわしい規定
きてい

があるとしても、権利
けんり

規定
きて い

となるよう定
さだ

められなければならない。 

規則
きそく

やガイドラインの策定
さくてい

は、後述
こうじゅつ

の「促進
そくしん

」機関
きかん

が行
おこな

うべきである。 

また、民
みん

間
かん

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

が負
お

う合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

については、民
みん

間
かん

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の独力
どくりょく

で

履行
りこう

するのを期待
きたい

したのでは「過度
か ど

な負担
ふたん

」として合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が遂行
すいこう

されない

場合
ばあい

が多
おお

いのではないかと危惧
き ぐ

される。よって国
くに

や自治体
じ ち た い

による民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

に

対
たい

する補助
ほじょ

・助成
じょせい

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

などが非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を持
も

つことになる。民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

を速
すみ

やかに履行
りこう

することを促進
そくしん

するための公的
こうてき

援助
えんじょ

につ

いて、制度的
せいどてき

に根拠
こんきょ

づける法律
ほうりつ

が必要
ひつよう

であると考
かんが

える。この根拠法
こんきょほう

は、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

以外
いが い

の個別法
こべつほう

、例
たと

えば雇用
こよう

促進法
そくしんほう

などであってもよいと考
かんが

える。 

これまでの業法
ぎょうほう

に基
もと

づく国
くに

に対
たい

する義務
ぎ む

と異
こと

なって、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

は、障
しょう

がい

のある人
ひと

に対
たい

し義務
ぎ む

を負
お

うものであり、障
しょう

がいのある人
ひと

は民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し

権利
けんり

行使
こう し

をするものであるが、民
みん

間
かん

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は義務
ぎ む

を遂行
すいこう

するために国
くに

の援助
えんじょ

を

受
う

けることができる、という位置
い ち

づけになる。そして援助
えんじょ

を受
う

けられるのに受
う

け
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ずに合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

違反
いは ん

を構
かまえ

成
な

した場合
ばあい

は、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する差別
さべつ

とな

るものである。 

 

【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 

具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

について盛
も

り込
こ

むことが必要
ひつよう

と考
かんが

える。より実効性
じっこうせい

を持
も

たせるた

め、社会的
しゃかいてき

啓発
けいはつ

についても積極的
せっきょくてき

に行
おこな

う必要
ひつよう

があることも合
あ

わせて明記
めいき

すべき

と考
かんが

える。 

差別
さべつ

禁止法
きんしほう

での対応
たいおう

に加
くわ

え、相談
そうだん

支援
しえ ん

などの福祉
ふくし

サービス、行政
ぎょうせい

サービス、

教育
きょういく

、雇用
こよう

、司法
しほう

などの各分野
かくぶんや

の個別
こべつ

の法律
ほうりつ

に知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

への情報
じょうほう

保障
ほしょう

、人的
じんてき

支援
しえ ん

など、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を明示
めいじ

する必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の
き

基本的
きほんてき

なあり方
かた

について差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

の中
なか

により具体的
ぐたいてき

に示
しめ

して

いく必要
ひつよう

がある。また、政令
せいれい

等
とう

で合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の進
すす

め方
かた

、手続
てつ づ

き等
とう

について示
しめ

し

ていく必要
ひつよう

がある。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

 まずは差別
さべつ

禁止法
きんしほう

において、各分野
かくぶんや

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の基本的
きほんてき

な内容
ないよう

を

規定
きてい

する必要
ひつよう

がある。そして、条例
じょうれい

やガイドラインなどでさらに詳細
しょうさい

に合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

の内容
ないよう

や決定
けってい

過程
かて い

等
とう

を規定
きてい

する必要
ひつよう

がある。 
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例
たと

えば、都道府県
とどう ふ け ん

の身体
しんたい

障害
しょうがい

者
しゃ

むけ職員
しょくいん

採用
さいよう

試験
しけ ん

においてさえ、「自力
じりき

通勤
つうきん

、

介助
かいじょ

なし職務
しょくむ

遂行
すいこう

、活字
かつじ

印刷
いんさつ

文
ぶん

対応
たいおう

」といった受験
じゅけん

資格
しか く

のために、受験
じゅけん

するこ

とからも門前払
もんぜんばら

いされている実態
じったい

がある。そして試験
しけん

において必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

、

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が提
つつみ

供
きょう

されないために（手話
しゅわ

通訳
つうやく

、文字
も じ

通訳
つうやく

がつかない面接
めんせつ

試験
しけ ん

な

ど）受験
じゅけん

しても合格
ごうかく

が見込
み こ

めない試験
しけん

が広範囲
こうはんい

にある。（別紙
べっし

資料
しりょう

参照
さんしょう

） 

 こうしたことの是正
ぜせい

のためにも必要
ひつよう

である。 

 

【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

判例
はんれい

による蓄積
ちくせき

が必要
ひつよう

だが、それには時間
じかん

も労力
ろうりょく

もかかる。そこで、相談
そうだん

や

あっせんなどの監視
かんし

行動
こうどう

の中
なか

で、事例
じれい

を蓄積
ちくせき

しつつ、行政
ぎょうせい

指導
しど う

により具体化
ぐ た い か

し

てはいかがか。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体化
ぐ た い か

は、障害者
しょうがいしゃ

が「基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

を妨
さまた

げられている状態
じょうたい

」

を解消
かいしょう

するために必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

なものである。 

 ただし、具体化
ぐ た い か

の方法
ほうほう

は、「法令
ほうれい

による強制
きょうせい

」のみを意味
い み

するものではなく、

各分野
かくぶんや

の実情
じつじょう

に応
おう

じた具体化
ぐ た い か

が必要
ひつよう

であって、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

という概念
がいねん

を各分野
かくぶんや

において明記
めいき

すること以上
いじょう

の具体化
ぐ た い か

については、障害者
しょうがいしゃ

のみならず関係者
かんけいしゃ

が

議論
ぎろん

をする場
ば

が必要
ひつよう

であり、そうした議論
ぎろん

を通
つう

じた具体化
ぐ た い か

のみが、実際
じっさい

に差別
さべつ
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禁止
きん し

を実現
じつげん

するものになりうると考
かんが

える。 

 

【川
かわ

﨑
さき

委員
いい ん

】 

 分野
ぶん や

別
べつ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は規定
きてい

されるべきで、部会
ぶかい

、研究会
けんきゅうかい

の設置
せっち

が必要
ひつよう

ではな

いか。 

 

【佐藤
さとう

委員
いい ん

】 

 法律上
ほうりつじょう

では「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の言葉
ことば

を残
のこ

しつつ、普及
ふきゅう

パンフレットなどでは

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

（差別
さべつ

防止
ぼう し

措置
そ ち

）」「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

（平等化
びょうどうか

配慮
はいりょ

）」など、分
わ

かりやす

い言葉
ことば

も併用
へいよう

する必要
ひつよう

があるのではないか。大事
だいじ

なのは意味
い み

が分
わ

かることであ

り、厳密
げんみつ

な訳語
やくご

よりも正確
せいかく

に概念
がいねん

が伝
つた

わることであるから。 

 

 必要
ひつよう

に応
おう

じて、国
くに

や自治体
じ ち た い

が事
こと

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を可能
かのう

とさせる補助
ほじょ

を行
おこ

なえるシステムなどが必要
ひつよう

だと考
かんが

えられる。たとえば、障害者
しょうがいしゃ

の診療
しんりょう

で一般
いっぱん

以上
いじょう

に時間
じかん

がかかる、補助者
ほじょしゃ

が必要
ひつよう

などの場合
ばあい

があるが、診療
しんりょう

報酬上
ほうしゅうじょう

の加算的
かさんてき

な

措置
そ ち

が必要
ひつよう

とされるのではないか。 

 

まず公的
こうてき

機関
きか ん

がきちんと自己
じ こ

点検
てんけん

すべきである。都道府県
とどう ふ け ん

の身体
しんたい

障害
しょうがい

者
もの

むけ

職員
しょくいん

採用
さいよう

試験
しけ ん

においてさえ、「自力
じりき

通勤
つうきん

、介助
かいじょ

なし職務
しょくむ

遂行
すいこう

、活字
かつじ

印刷
いんさつ

文
ぶん

対応
たいおう

」

といった受験
じゅけん

資格
しか く

のために、受験
じゅけん

することからも門前払
もんぜんばら

いされている実態
じったい

があ
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る。そして試験
しけん

において必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が提
つつみ

供
きょう

されないために（手話
しゅわ

通訳
つうやく

、文字
も じ

通訳
つうやく

がつかない面接
めんせつ

試験
しけ ん

など）受験
じゅけん

しても合格
ごうかく

が見込
み こ

めない試験
しけん

が

広範囲
こうはんい

にある。是正
ぜせい

が必要
ひつよう

。 

 

【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、権利
けんり

条約
じょうやく

にあるような原則的
げんそくてき

な規定
きてい

を障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や

障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

法
ほう

に明記
めいき

することは必要
ひつよう

と考
かんが

えます。また、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

にとって

大切
たいせつ

なのは、配慮
はいりょ

を求
もと

め、その配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

であるかどうかを判定
はんてい

し、それを実行
じっこう

に移
うつ

す、またそのプロセスを記録
きろく

し、次
つぎ

の事例
じれい

に適用
てきよう

していく仕組
し く

みを構築
こうちく

す

ることだと考
かんが

えます。具体的
ぐたいてき

には、救済
きゅうさい

受付
うけつけ

・即時
そくじ

救済
きゅうさい

・調停
ちょうてい

・仲裁
ちゅうさい

などを行
おこな

う

救済
きゅうさい

機関
きか ん

の手続
てつづ

き規定
きてい

を障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

に明記
めいき

すべきと考
かんが

えます。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

ガイドラインを作成
さくせい

し、例示
れいじ

を列挙
れっきょ

すべきだが、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の範囲
はんい

はあくま

でも個別
こべつ

ケースごとに判断
はんだん

されるべきことを明
あき

らかにする 

 

この際
さい

、簡便
かんべん

な人権
じんけん

119 番のようなものを作
つく

り、速
すみ

やかに調整
ちょうせい

、調停
ちょうてい

、救済
きゅうさい

す

るのが第一
だいいち

段階
だんかい

となる。 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 
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（１）合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

、基準
きじゅん

、考
かんが

え方
かた

を可能
かのう

な限
かぎ

りで法令
ほうれい

において定
さだ

める。 

（２）分野
ぶんや

ごとにおける合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

や基準
きじゅん

については、政
せい

省令
しょうれい

及
およ

びガイ

ドライン等
とう

によって提示
ていじ

することが必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

である。 

 

【土本
つちもと

委員
いい ん

】 

必要
ひつよう

。 

何
なに

が「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」なのか、わかりづらいのでは意味
い み

がない。 

仲間
なかま

たちが、理解
りかい

できるようにすること。 

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、例
たと

えば、車
くるま

いす使用者
しようしゃ

等
とう

の移動
いどう

保障
ほしょう

のためのスロープの設置
せっち

 

や、視覚
しかく

障害
しょうがい

や聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する情報
じょうほう

保障
ほしょう

のため、点字
てんじ

、拡大
かくだい

文字
も じ

、音声
おんせい

コードの添付
てんぷ

、手話
しゅわ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひっ き

の配置
はいち

、補聴
ほちょう

援助
えんじょ

システムの設置
せっち

などの配慮
はいりょ

をすることなどであるが、障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

で規定
きてい

された新
あたら

しい概念
がいねん

であり、

内閣府
ないかくふ

が平成
へいせい

２１年度
ねんど

に実施
じっし

した「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

等
とう

に関
かん

する意識
いしき

調査
ちょうさ

」

結果
けっか

を見
み

ても、国民
こくみん

の認知度
に ん ち ど

は低
ひく

い。したがって、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

を具体化
ぐ た い か

し

国民
こくみん

に周知
しゅうち

することがたいへん重要
じゅうよう

である。 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

は、障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

や程度
ていど

又
また

は生活
せいかつ

の場面
ばめん

ごとに異
こと

なることか

ら、 
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まずは、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

で概念
がいねん

を規定
きてい

することとし、具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

は、ある程度
ていど

時間
じか ん

を

かけて検討
けんとう

し指針
ししん

を定
さだ

めて国民
こくみん

に周知
しゅうち

することが望
のぞ

ましい。その上
うえ

で国民
こくみん

の

理解
りかい

が得
え

られたものについては、逐次
ちくじ

個別
こべ つ

の法律
ほうりつ

に規定
きてい

することを検討
けんとう

しては

どうか。 

（参考
さんこう

） 

  障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい千葉県
ち ば け ん

づくり条例
じょうれい

の解釈
かいしゃく

指針
しし ん

に 

は、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の例
れい

として、以下
い か

のことを提示
ていじ

している（抜粋
ばっすい

）。 

福祉
ふくし

サービス 聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある人
ひと

が福祉
ふくし

サービスの内容
ないよう

などを理解
りかい

しやす

いように、筆談
ひつだん

を交
まじ

えて説明
せつめい

すること。 

医療
いりょう

 電光
でんこう

掲示板
けいじばん

で順番
じゅんばん

を知
し

らせている医療
いりょう

機関
きか ん

において、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

に直接声
ちょくせつごえ

をかけて順番
じゅんばん

が来
き

たことを知
し

らせること。 

商品
しょうひん

及
およ

びサー

ビスの提供
ていきょう

 

車
くるま

いすを利用
りよう

するお客
きゃく

様
さま

のために、商品
しょうひん

の陳列
ちんれつ

方法
ほうほう

を工夫
くふう

し

たり、店員
てんいん

が陳列
ちんれつ

棚
だな

の高
たか

い位置
い ち

にある商品
しょうひん

を手渡
てわた

すこと。 

労働者
ろうどうしゃ

の雇用
こよう

 車
くるま

いすを利用
りよう

する従業員
じゅうぎょういん

のために、車
くるま

いすが入
はい

る机
つくえ

を用意
ようい

す

ることなど、障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた職場
しょくば

環境
かんきょう

づくりをすること。

教育
きょういく

 障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた教材
きょうざい

を用意
ようい

すること。 

建物
たてもの

等
とう

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きか ん

 

移動
いど う

経路
けい ろ

で高低差
こうていさ

のある場所
ばしょ

にスロープや手
て

すり等
とう

を整備
せいび

すること。 
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不動産
ふどうさん

の取引
とりひき

 重要
じゅうよう

事項
じこ う

の説明
せつめい

に当
あ

たり、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のために筆記
ひっき

等
とう

による

丁寧
ていねい

な説明
せつめい

を行
おこな

うこと。 

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

 知的
ちて き

障害
しょうがい

のある人
ひと

が理解
りかい

しやすいように、資料
しりょう

に写真
しゃしん

やふり

がなを入
い

れること。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」は差別
さべつ

禁止
きん し

の一
いち

基準
きじゅん

である。同時
どうじ

にそれを拒否
きょひ

することは差別
さべつ

であると規定
きてい

することにより、使用者
しようしゃ

に対
たい

する義務
ぎ む

であることを明記
めいき

しなけれ

ばならない。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の拒否
きょひ

により何
なん

らかの差別
さべつ

が生
しょう

じていることに対
たい

して

救済
きゅうさい

を図
はか

っていくことも必要
ひつよう

である。 

 そのための具体的
ぐたいてき

事例
じれ い

と改善法
かいぜんほう

の提示
ていじ

は、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の法制化
ほうせいか

にとって

不可欠
ふ か け つ

である。そして、適切
てきせつ

な対応
たいおう

を実施
じっし

できるようにする仕組
し く

みをつくるこ

とが必要
ひつよう

である。 

 

【長瀬
ながせ

委員
いい ん

】 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

を差別
さべつ

として位置
い ち

づけ、新
あら

たな障害
しょうがい

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

で原則
げんそく

とし

て包括的
ほうかつてき

に取
と

り扱
あつか

うべきである。 

その際
さい

には、すでに先行
せんこう

して検討
けんとう

を進
すす

めてきた雇用
こよう

分野
ぶん や

（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

労働
ろうどう

政策審
せいさくしん

議会
ぎか い

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよ う

部会
ぶか い

）での成果
せいか

を、本推進
ほんすいしん

会議
かい ぎ

での新
あら

たな議論
ぎろん

を基
もと

に、
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可能
かの う

な限
かぎ

り活
い

かす方向
ほうこう

で検討
けんとう

する。 

 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の全般的
ぜんぱんてき

義務付
ぎ む づ

けにおいては適切
てきせつ

な範囲
はんい

での財政面
ざいせいめん

の公的
こうてき

支援
しえ ん

策
さく

の導入
どうにゅう

も検討
けんとう

すべきである。 

 

【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

「情報
じょうほう

・コミュニケーション」分野
ぶんや

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

としては、下記
か き

の内容
ないよう

を元
もと

に

検討
けんとう

を進
すす

めて頂
いただ

きたい。 

・言語
げんご

としての手話
しゅわ

の研究
けんきゅう

と普及
ふきゅう

を促進
そくしん

すること。 

・手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の養成
ようせい

と有
ゆう

資格者
しかくしゃ

の確保
かくほ

、配置
はいち

を進
すす

めること。 

・国
くに

として、手話
しゅわ

・手話
しゅわ

通訳
つうやく

等
とう

の研究
けんきゅう

・研修
けんしゅう

機関
きか ん

を設置
せっち

すること。 

具体的
ぐたいてき

に言
い

うと、 

①自治体
じ ち た い

による手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

設置
せっ ち

事業
じぎょう

の実施
じっし

が進
すす

まない現状
げんじょう

の問題点
もんだいてん

を解
かい

決
けっ

す

るために、自治体
じ ち た い

の役所
やくしょ

に手話
しゅわ

通訳士
つうやくし

（者
しゃ

）有
ゆう

資格者
しかくしゃ

の配置
はいち

基準
きじゅん

を明示
めいじ

する

こと。 

②相談
そうだん

支援
しえ ん

における手話
しゅわ

コミュニケーション対応
たいおう

機能
きの う

の強化
きょうか

が進
すす

まない現状
げんじょう

の問題点
もんだいてん

を解
かい

決
けっ

するために、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
しせ つ

や生活
せいかつ

・相談
そうだん

支援
しえ ん

セン

ターに十分
じゅうぶん

な手話
しゅわ

コミュニケーションにより対応
たいおう

できる職員
しょくいん

の配置
はいち

基準
きじゅん

を

明示
めいじ

すること。 

③雇用
こよう

場面
ばめ ん

・職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
しえ ん

における情報
じょうほう

とコミュニケーション保障
ほしょう

が進
すす

まない
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現状
げんじょう

の問題点
もんだいてん

を解
かい

決
けっ

するために、ハローワークに十分
じゅうぶん

な手話
しゅわ

コミュニケーシ

ョンにより対応
たいおう

できる職員
しょくいん

の配置
はいち

基準
きじゅん

を明示
めいじ

すること。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体化
ぐ た い か

には、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

だけでは十分
じゅうぶん

ではない。障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

第
だい

27条
じょう

労働
ろうどう

及
およ

び雇用
こよう

1項
こう

（i）で求
もと

められる「職場
しょくば

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が

障害者
しょうがいしゃ

に提
つつみ

供
きょう

されることを確保
かくほ

すること」については、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよ う

促進法
そくしんほう

の改正
かいせい

が必要
ひつよう

である。 

 なお、厚労省
こうろうしょう

では、それに関連
かんれん

して、一昨年
いっさくねん

から昨年
さくねん

にかけて「障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

への対応
たいおう

の在
あ

り方
かた

に関
かん

する研究会
けんきゅうかい

」（その「中間
ちゅうかん

のまとめ」が公表
こうひょう

されている。）

で、そして昨秋
さくしゅう

からは労働
ろうどう

政策審
せいさくしん

議会
ぎか い

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよ う

分科会
ぶんかかい

で検討
けんとう

がなされている

ことから、そうした議論
ぎろん

を十分
じゅうぶん

踏
ふ

まえた改正
かいせい

のあり方
かた

が検討
けんとう

されてしかるべき

である。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

 障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

第
だい

2条
じょう

で規定
きてい

され、同条約
どうじょうやく

で重要
じゅうよう

な事項
じこう

である合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

につ

いては、生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な各分野
かくぶんや

の指標
しひょう

で具体的
ぐたいてき

に明示
めいじ

することが必要
ひつよう

である。す

なわち、障害者
しょうがいしゃ

が他
ほか

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

としてすべての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じゆ う

を

享
きょう

有
ゆう

しまたは行使
こうし

することを確保
かくほ

するための必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

な変更
へんこう

及
およ

び調整
ちょうせい

を
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行
おこな

うことを明示
めいじ

すべきと考
かんが

える。そして、個別
こべつ

分野
ぶん や

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

につい

ては具体的
ぐたいてき

に整理
せいり

し明記
めいき

する必要性
ひつようせい

があることからも、別
べつ

に障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

委員会
いいんかい

（仮称
かしょう

）を置
お

いて規則
きそく

等
とう

定
さだ

めることも必要
ひつよう

と考
かんが

える。 
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○救済
きゅうさい

機関
き か ん

 

１．行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

の設置
せっち

についてどう考
かんが

えるか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

現状
げんじょう

の人権
じんけん

擁護
よう ご

センターなどが十分
じゅうぶん

に機能
きのう

しているとは思
おも

えない。一定
いってい

の

権利
けんり

行使
こう し

が伴
ともな

うことから公的
こうてき

機関
きか ん

であるとともに、行政
ぎょうせい

から独立
どくりつ

したものとす

る必要
ひつよう

がある。 

既存
きそん

機関
きか ん

に内部
ないぶ

機関
きか ん

を新
あら

たに設
もう

けるようなものではなく、真
しん

に実効性
じっこうせい

を持
も

た

せられる機関
きかん

とする必要
ひつよう

があり、設置
せっち

は、県
けん

ないし福祉圏域
ふくしけんいき

が適当
てきとう

と考
かんが

える。

ただし、救済
きゅうさい

に向
む

けたきめ細
こま

かい対応
たいおう

ができるような工夫
くふう

が必要
ひつよう

と考
かんが

える。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

障
しょう

がいのある人
ひと

の真
しん

の人権
じんけん

救済
きゅうさい

のためには、まずはパリ原則
げんそく

に則
のっと

った、政府
せいふ

から独立
どくりつ

した人権
じんけん

救済
きゅうさい

機関
きか ん

が必要
ひつよう

である。このような人権
じんけん

救済
きゅうさい

機関
きか ん

においては、

障
しょう

がい専門
せんもん

部門
ぶも ん

が設
もう

けられ、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が過半数
かはんすう

を占
し

める専門
せんもん

スタッフに

よる運用
うんよう

がなされなければならない。また権利
けんり

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

に向
む

けて、障
しょう

がい

分野
ぶんや

を扱
あつか

う人権
じんけん

救済
きゅうさい

機関
きか ん

を他
ほか

分野
ぶん や

に先行
せんこう

して創設
そうせつ

することも検討
けんとう

されるべきで

ある。 

権利
けんり

条約
じょうやく

で求
もと

められている機能
きのう

は「促進
そくしん

」「保護
ほ ご

」「監視
かんし

」の３つである。人権
じんけん
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救済
きゅうさい

機関
きか ん

は「保護
ほ ご

」機関
きかん

であり、個別
こべつ

の申立
もうしたて

に基
もと

づき、あるいは職権
しょっけん

により、差別
さべつ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

の事例
じれい

について調査
ちょうさ

を行
おこな

い、必要
ひつよう

な勧告
かんこく

等
とう

を行
おこな

う機関
きかん

となる。 

「促進
そくしん

」とは、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の権利
けんり

擁護
よう ご

を支援
しえん

し（相談
そうだん

受付
うけつけ

と情報
じょうほう

提供
ていきょう

やケ

ースワーク）、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

等
とう

の権利
けんり

保障
ほしょう

立法
りっぽう

の広報
こうほう

啓発
けいはつ

を行
おこな

い、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

から

授権
じゅけん

されて規則
きそく

を制定
せいてい

し、諸立法
しょりっぽう

をわかりやすく解説
かいせつ

したガイドラインを作
つく

り、

ホームページやパンフレット頒布
はんぷ

等
とう

の手段
しゅだん

により、法
ほう

の精神
せいしん

と具体的
ぐたいてき

適用
てきよう

を

社会
しゃかい

に広
ひろ

く知
ち

らしめる機能
きのう

を指
さ

すと考
かんが

えられる。 

「監視
かんし

」とは、政府
せいふ

が権利
けんり

条約
じょうやく

に従
したが

った施策
しさく

を推進
すいしん

する状況
じょうきょう

を監
らん

視
し

し、必要
ひつよう

に

応
おう

じて実態
じったい

調査
ちょうさ

等
とう

を行
おこな

い、政府
せいふ

に勧告
かんこく

、法案
ほうあん

の答申
とうしん

・提起
ていき

等
とう

を行
おこな

っていく機能
きのう

で

あると考
かんが

えられる。 

この「促進
そくしん

」と「監視
かんし

」の機能
きのう

については、政府
せいふ

から独立
どくりつ

した機関
きかん

である「障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
けんり

委員会
いいんかい

（仮称
かしょう

）」を創設
そうせつ

して、そこに担
にな

わせるべきである。

そしてこの権利
けんり

委員会
いいんかい

の構
こう

成員
せいいん

は、過半数
かはんすう

が障
しょう

がいのある人
ひと

でなければならな

いものとして、当事者
とうじしゃ

抜
ぬ

きに当事者
とうじしゃ

のことを決
き

めない理念
りねん

を貫
つらぬ

くと共
とも

に、活動
かつどう

の

専門性
せんもんせい

を保障
ほしょう

するべきである。 

 

「保護
ほ ご

」の機能
きのう

については、最
もっと

も強
つよ

い権限
けんげん

行使
こう し

が期待
きたい

されるのは上記
じょうき

人権
じんけん

救済
きゅうさい

機関
きか ん

であるが、当事者
とうじしゃ

がより気軽
きがる

に利用
りよう

できる問題
もんだい

解決
かいけつ

機関
きか ん

があることが望
のぞ

ま
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しい。人権
じんけん

救済
きゅうさい

機関
きか ん

だと都道府県
とどう ふ け ん

に１箇所
かしょ

がせいぜいということになるだろう

が、これでは利用
りよう

しにくい。そこでより柔軟
じゅうなん

で迅速
じんそく

な解決
かいけつ

が望
のぞ

める苦情
くじょう

処理
しょ り

手続
てつづき

が整備
せいび

される必要
ひつよう

がある。 

イギリスでは、権利
けんり

委員会
いいんかい

から委託
いたく

された民間
みんかん

調停
ちょうてい

機関
きか ん

や、準司法
じゅんしほう

機関
きか ん

であ

る雇用
こよう

審判所
しんぱんじょ

、特別
とくべつ

教育
きょういく

ニーズ障
しょう

がい審判所
しんぱんじょ

などがこうした機能
きのう

を持
も

つ。     

日本
にほ ん

でも、分野
ぶんや

によっては行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

の新規
しんき

創設
そうせつ

が検討
けんとう

されるべきである。 

例
たと

えば雇用
こよう

の分野
ぶんや

では日本
にほん

でも労働
ろうどう

審判
しんぱん

が制度化
せ い ど か

されているが、障
しょう

がい差別
さべつ

を扱
あつか

う専門
せんもん

部門
ぶも ん

を設
もう

けるなどして、障
しょう

がいについて知見
ちけん

を持
も

つ専門家
せんもんか

による

問題
もんだい

解決
かいけつ

が行
おこな

われることが望
のぞ

ましい。労働局
ろうどうきょく

紛争
ふんそう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

などの行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

においても、障
しょう

がい差別
さべつ

の専門部
せんもんぶ

を設
もう

けるか、最低
さいてい

でも障
しょう

がい差別
さべつ

を扱
あつか

う

専門
せんもん

スタッフを揃
そろ

えることが必要
ひつよう

である。 

 

【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 

■司法
しほう

救済
きゅうさい

よりも障害者
しょうがいしゃ

の負担
ふたん

が少
すく

ない調停
ちょうてい

、仲裁
ちゅうさい

、勧告
かんこく

、是正
ぜせい

命令
めいれい

などのた

め、政府
せいふ

から独立
どくりつ

した機関
きかん

を設
もう

けるべきだと考
かんが

える。 

 

■救済
きゅうさい

機関
きか ん

の構
こう

成員
せいいん

は、過半数
かはんすう

を障害者
しょうがいしゃ

とするべきだと考
かんが

える。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 
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（１）必要性
ひつようせい

 

ある。政府
せ い ふ

から独立
どくりつ

した機関
き か ん

としての救済
きゅうさい

機関
き か ん

が求
もと

められる。 

 

（２）地域
ち い き

との関係
かんけい

 

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

について、地域
ち い き

社会
しゃかい

にもその考
かんが

え方
かた

を広
ひろ

げていく必要
ひつよう

があると共
とも

に、

日常的
にちじょうてき

に起
お

きている差別
さ べ つ

に対応
たいおう

していくため、自治体
じ ち た い

レベル
れ べ る

においての救済
きゅうさい

機関
き か ん

の設置
せ っ ち

が望
のぞ

まれる。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

（１）必要性
ひつようせい

 

救済
きゅうさい

機関
きか ん

としては、いわゆるパリ原則
げんそく

に基
もとづ

いた人権
じんけん

救済
きゅうさい

機関
きか ん

が必要
ひつよう

になるが、

さしあたっては、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の救済
きゅうさい

機関
きか ん

として「障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

委員会
いいんかい

」を内閣府
ないかくふ

の

外局
がいきょく

に設置
せっち

すべきである。 

その所掌
しょしょう

事務
じ む

としては、障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

の解消
かいしょう

に関
かん

する指針
ししん

（ガイドライ

ン）等
とう

の策定
さくてい

及
およ

び改定
かいてい

に関
かん

する事
こと

、障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

による被害
ひがい

の救済
きゅうさい

及
およ

び予防
よぼう

に関
かん

する事項
じこう

、障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

の実態
じったい

調査
ちょうさ

に関
かん

する事項
じこう

、障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

及
およ

び差別
さべつ

助長
じょちょう

の防止
ぼうし

のための人権
じんけん

啓発
けいはつ

と広報
こうほう

に関
かん

する事項
じこう

、障害
しょうがい

をもつ人
ひと

の差別
さべつ

の撤廃
てっぱい

と権利
けんり

に関
かん

する国際的
こくさいてき

又
また

は国内
こくない

の実施
じっし

状況
じょうきょう

に関
かん

する情報
じょうほう

の収集
しゅうしゅう

及
およ

び公開
こうかい

に関
かん

する事項
じこう

、この法律
ほうりつ

の実施
じっし

状況
じょうきょう

についての監視
かんし

（モニタリング）に関
かん

する
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事項
じこ う

規則
きそ く

の制定
せいてい

、その他
た

、権利
けんり

委員会
いいんかい

の任務
にんむ

を達成
たっせい

するための必要
ひつよう

な事項
じこう

が考
かんが

え

られる。そして、委員長
いいんちょう

及
およ

び委員
いいん

のうち障害
しょうがい

をもつ人
ひと

の数
かず

が半数
はんすう

以下
い か

とならな

いようにすべきである。 

 

（２）地域
ちいき

との関係
かんけい

 

 設置
せっ ち

される救済
きゅうさい

機関
きか ん

については、地方
ちほう

･地域
ちい き

での救済
きゅうさい

のための地域
ちいき

組織
そし き

も必要
ひつよう

になると考
かんが

える。 

 

【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

必要
ひつよう

 

基礎
き そ

自治体
じ ち た い

になるべく近
ちか

いところに設置
せっち

するべきだが、行政
ぎょうせい

費用
ひよ う

との関係
かんけい

で

工夫
くふう

が必要
ひつよう

。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

は一定
いってい

程度
てい ど

必要
ひつよう

であると考
かんが

えるが、行政
ぎょうせい

による「救済
きゅうさい

活動
かつどう

」の

透明性
とうめいせい

が確保
かくほ

されることが大前提
だいぜんてい

となる。 

 行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

の権限
けんげん

が強
つよ

くなるほど、「差別
さべつ

事案
じあ ん

」とされた個別
こべつ

ケースについ

て、被
ひ

差別者
さべつしゃ

に対
たい

しても差別者
さべつしゃ

に対
たい

しても、権力
けんりょく

が大
おお

きく介入
かいにゅう

することになり、

行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

による重大
じゅうだい

な基本的
きほんてき

人権
じんけん

の侵害
しんがい

が発生
はっせい

する危険性
きけんせい

が高
たか

まることに、

十分
じゅうぶん

に留意
りゅうい

すべきであると考
かんが

える。 
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 そのため、行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

を設置
せっち

する場合
ばあい

には、行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

による権力
けんりょく

の濫用
らんよう

を禁止
きんし

し、濫用
らんよう

した場合
ばあい

についての罰則
ばっそく

規定
きて い

を設
もう

ける必要
ひつよう

がある。 

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さべつ

は私的
してき

関係
かんけい

でも起
お

きているが、それ以上
いじょう

に重大
じゅうだい

なのは

公的
こうてき

関係
かんけい

における差別
さべつ

であり、行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

を設置
せっち

する場合
ばあい

には、公的
こうてき

関係
かんけい

に

おける差別
さべつ

を禁止
きんし

することをその主
しゅ

たる任務
にんむ

とすべきであって（そのような

差別
さべつ

だけでもかなり広範
こうはん

に存在
そんざい

する）、私的
してき

関係
かんけい

に過度
か ど

に介入
かいにゅう

するものにならな

いようにするべきであると考
かんが

える。 

 

【川
かわ

﨑
さき

委員
いい ん

】 

 第三者
だい３しゃ

機関
きか ん

の設置
せっち

が必要
ひつよう

である。 

 

【佐藤
さとう

委員
いい ん

】 

 下記
か き

の、日本
にほん

障害者協
しょうがいしゃきょう

議会
ぎか い

の「高藤
たかとう

試案
しあ ん

：障害
しょうがい

をもつ人
ひと

権利
けんり

擁護
よう ご

基本法
きほんほう

要綱
ようこう

案
あん

」

（２００３．６．１）では、都道府県
とどう ふ け ん

レベルと市町村
しちょうそん

レベルに権利
けんり

擁護
よう ご

委員会
いいんかい

を

もうけ、都道府県
とどう ふ け ん

の権利
けんり

擁護
よう ご

委員会
いいんかい

には「差別
さべつ

排除
はいじょ

措置
そ ち

」の指示
し じ

を市町
しちょう

村長
そんちょう

等
とう

に

出
だ

す権限
けんげん

を与
あた

えている。地域
ちいき

できめ細
こま

かい相談
そうだん

、調査
ちょうさ

、監視
かんし

、通報
つうほう

などの機能
きのう

を

持
も

つ市町村
しちょうそん

の権利
けんり

擁護
よう ご

委員会
いいんかい

と相
あい

まって、都道府県
とどう ふ け ん

の委員会
いいんかい

が重要
じゅうよう

な判断
はんだん

・決定
けってい

を行
おこな

うこの２段階
だんかい

のシステムがよいと思
おも

われる。 

 

第四章
だいよんしょう

 障害
しょうがい

をもつ人
ひと

権利
けん り

擁護
よう ご

委員会
いいんかい
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第二一条
だいにいちじょう

（障害
しょうがい

をもつ人
ひと

権利
けん り

擁護
よう ご

委員会
いいんかい

の設置
せっ ち

） 

１ 都道府県
とどう ふ け ん

に、都道府県
とどう ふ け ん

障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

擁護
よう ご

委員会
いいんかい

（以下
い か

、「都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

」という。）を置
お

く。 

２ 市町村
しちょうそん

に、市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

擁護
よう ご

委員会
いいんかい

（以下
い か

、「市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

」という。）を置
お

く。 

第二二条
だいににじょう

（都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

の構成
こうせい

） 

１ 都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

は、障害
しょうがい

をもつ人
ひと

利益
りえ き

代表者
だいひょうしゃ

２人
にん

、弁護士
べ ん ご し

２人
にん

、医療
いりょう

、福祉
ふく し

、教育
きょういく

に関
かん

す

る学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

５人
にん

、家庭
かてい

裁判所
さいばんしょ

調査官
ちょうさかん

１人、医師
い し

１人によって構成
こうせい

される。 

２ 都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

の委員
いい ん

は、都道府県
とどう ふ け ん

知事
ち じ

が、関係
かんけい

団体
だんたい

から推薦
すいせん

を受
う

けた者
もの

の中
なか

から、議会
ぎかい

の

同意
どうい

を得
え

て任命
にんめい

する。 

３ 都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

の委員長
いいんちょう

は、委員
いいん

の互選
ごせん

によって決定
けってい

する。 

４ 都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

に事務局
じむきょく

を設置
せっ ち

し、専任
せんにん

職員
しょくいん

を配置
はい ち

する。 

５ 都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

の経費
けい ひ

は、都道府県
とどう ふ け ん

が支弁
しべ ん

する。 

第二三条
だいにさんじょう

（都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

の職務
しょくむ

と権限
けんげん

） 

１ 当該
とうがい

都道府県内
とどうふけんない

の障害
しょうがい

をもつ人
ひと

の差別
さべつ

を排
はい

除
じょ

するために必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

および監視
かんし

を行
おこな

うこと。 

２ 前項
ぜんこう

の調査
ちょうさ

および監視
かんし

により、または市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

からの通報
つうほう

があった場合
ばあい

において、障害
しょうがい

をもつ人
ひと

が差別
さべつ

され、またはそのおそれがあると認
みと

めた時
とき

、その状況
じょうきょう

を排
はい

除
じょ

するために必要
ひつよう

な

措置
そ ち

を決定
けってい

（以下
い か

差別
さべ つ

排除
はいじょ

措置
そ ち

決定
けってい

）という。）すること。 

３ 前項
ぜんこう

の差別
さべ つ

排除
はいじょ

措置
そ ち

決定
けってい

を行
おこな

った場合
ばあい

には、それを実行
じっこう

するため、必要
ひつよう

に応
おう

じ、都道府県
とどう ふ け ん

知事
ち じ

、当該
とうがい

都道府県内
とどうふけんない

にある関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
きか ん

、市町
しちょう

村長
そんちょう

又
また

は市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

にその決定
けってい

を通告
つうこく

し、

その決定
けってい

を実施
じっ し

すべきことを指示
し じ

すること。この場合
ばあい

においては、その通告
つうこく

または指示
し じ

を行
おこな

っ

た後
あと

一
いち

定期
てい き

問
とい

経過後
け い か ご

、当該
とうがい

差別
さべ つ

排除
はいじょ

措置
そ ち

決定
けってい

の実施
じっ し

経過
けい か

について評価
ひょうか

を行
おこな

い、必要
ひつよう

な措置
そ ち

をと

るものとする。 

４ 前
まえ

三項
さんこう

の職務
しょくむ

を行
おこな

うために必要
ひつよう

がある時
とき

は、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

を設置
せっ ち

するものとする。 

５ 市区
し く

町村
ちょうそん

委員会
いいんかい

に対
たい

し、第
だい

１項
こう

の調査
ちょうさ

、監視
かん し

の職務
しょくむ

を実行
じっこう

するために必要
ひつよう

な協力
きょうりょく

を求
もと

める

こと。 

第二四条
だいによんじょう

（都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

の決定
けってい

、指示
し じ

の効
こう

カ） 

１ 前条
ぜんじょう

第
だい

３項
こう

の規定
きてい

により都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

から差別
さべつ

排除
はいじょ

措置
そ ち

決定
けってい

の通告
つうこく

及
およ

び指示
し じ

を受
う

けた

都道府県
とどう ふ け ん

知事
ち じ

、関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
きか ん

、市町
しちょう

村長
そんちょう

、市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

は、その指示
し じ

に従
したが

わなければならない。 

第二五条
だいにごじょう

（市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

の構成
こうせい

） 

１ 市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

は、障害者
しょうがいしゃ

利益
りえ き

代表
だいひょう

２人
にん

、医療
いりょう

、福祉
ふく し

、教育
きょういく

の学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

５人
にん

、民生
みんせい

委員
いい ん

１

人、児童
じどう

委員
いい ん

１人、障害者
しょうがいしゃ

施設
しせ つ

関係者
かんけいしゃ

１人によって構成
こうせい

される。 

２ 市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

の経費
けい ひ

は、市町村
しちょうそん

が支弁
しべ ん

する。 

３ ３－２）．３）．４）．は、市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

に準用
じゅんよう

する。 

第二六条
だいにろくじょう

（市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

の職務
しょくむ

と権限
けんげん

） 

１ 障害
しょうがい

をもつ人
ひと

の差別
さべつ

排除
はいじょ

に関
かん

する相談
そうだん

に応
おう

ずること。 

２ 障害
しょうがい

をもつ人
ひと

の差別
さべつ

排除
はいじょ

に関
かん

し、一般
いっぱん

市民
しみ ん

、公共
こうきょう

機関
きか ん

に対
たい

し、啓蒙
けいもう

活動
かつどう

を行
おこな

うこと。 

３ 当該
とうがい

市町村
しちょうそん

の区域
くい き

において、障害
しょうがい

をもつ人
ひと

の差別
さべつ

を排
はい

除
じょ

するために必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

及
およ

び監視
かんし

を
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行
おこな

うこと。 

４ 前項
ぜんこう

の調査
ちょうさ

及
およ

び監視
かんし

により、又
また

は関係者
かんけいしゃ

からの通報
つうほう

により、障害
しょうがい

をもつ人
ひと

が差別
さべつ

されてお

り、又
また

はそのおそれがあると認
みと

めた時
とき

は、ただちにその事実
じじつ

を都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

に通報
つうほう

すること。 

５ 前項
ぜんこう

に規定
きて い

するもののほか、当該
とうがい

市町村
しちょうそん

の区
く

域内
いきない

における障害
しょうがい

をもつ人
ひと

の差別
さべつ

排除
はいじょ

に関
かん

す

る重要
じゅうよう

な事実
じじ つ

その他
た

の情報
じょうほう

を、都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

に通報
つうほう

すること。 

６ 当該
とうがい

市町村
しちょうそん

の区
く

域内
いきない

に居住
きょじゅう

する障害
しょうがい

をもつ人
ひと

に関
かん

し、都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

の差別
さべ つ

排除
はいじょ

措置
そ ち

決定
けってい

の通告
つうこく

および指示
し じ

を受
う

けた時
とき

は、その指示
し じ

に従
したが

い、財産
ざいさん

管理
かん り

、法律
ほうりつ

行為
こう い

（訴訟
そしょう

行為
こう い

を含
ふく

む。）そ

の他
た

の適当
てきとう

な措置
そ ち

により、当該
とうがい

決定
けってい

を実施
じっ し

すること。 

第二七条
だいにしちじょう

（市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

の指示
し じ

の効
こう

カ） 

前条
ぜんじょう

第
だい

６項
こう

の規定
きてい

により市町村
しちょうそん

委員会
いいんかい

が差
さ

別排除借置
べつはいじょしゃくおき

命令
めいれい

を実施
じっ し

するために必要
ひつよう

な指示
し じ

を行
おこな

っ

た場合
ばあい

には、市町
しちょう

村長
そんちょう

、当該
とうがい

市町
しちょう

村内
そんない

の関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
きか ん

、およびその市町村
しちょうそん

の住民
じゅうみん

は、これに従
したが

わ

なければならない。 

第二八条
だいにはちじょう

（国
くに

の補助
ほじ ょ

） 

国
くに

は、都道府県
とどう ふ け ん

又
また

は市町村
しちょうそん

が支弁
しべ ん

した費用
ひよう

の一部
いちぶ

を捕助
ほじょ

するものとする。 

 

【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

 救済
きゅうさい

機関
きか ん

といった大
おお

げさな機関
きかん

ではなく、自治体
じ ち た い

の障害者
しょうがいしゃ

福祉課
ふ く し か

などの行政
ぎょうせい

窓口
まどぐち

での一次
いちじ

対応
たいおう

は非常
ひじょう

に大切
たいせつ

と考
かんが

えます。行政
ぎょうせい

から独立
どくりつ

した救済
きゅうさい

機関
きか ん

（権利
けんり

委員会
いいんかい

？）設置
せっち

を障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

に規定
きてい

することは必要
ひつよう

です。また、独立
どくりつ

し

た救済
きゅうさい

機関
きか ん

は、市町村
しちょうそん

、都道府県
とどう ふ け ん

、国
くに

レベルにそれぞれ設置
せっち

すべきと考
かんが

えます。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

 行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

に限
かぎ

らず、あらゆる救済
きゅうさい

機関
きか ん

が必要
ひつよう

だが、原則
げんそく

として、国内
こくない

人権
じんけん

機関
きか ん

に一本化
いっぽんか

する方向
ほうこう

で。 

 

国内
こくない

人権
じんけん

機関
きか ん

設置法
せっちほう

における国内
こくない

人権
じんけん

機関
きか ん

に窓口
まどぐち

は一本化
いっぽんか

し、複合
ふくごう

差別
さべ つ
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（障害者
しょうがいしゃ

で女性
じょせい

で、外国人
がいこくじん

などの訴
うった

えをたらいまわしされない仕組
し く

みが必要
ひつよう

。 

窓口
まどぐち

については障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

も配置
はいち

するべき 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

（１）救済
きゅうさい

機関
きか ん

としての第三者性
だい３しゃせい

及
およ

び独自性
どくじせい

のある「人権
じんけん

救済
きゅうさい

委員会
いいんかい

」を設置
せっち

す

る。委員会
いいんかい

は中央
ちゅうおう

及
およ

び都道府県
とどう ふ け ん

委員会
いいんかい

として設置
せっち

し、迅速
じんそく

な救済
きゅうさい

と全国的
ぜんこくてき

に

平準化
へいじゅんか

された基準
きじゅん

を中央
ちゅうおう

委員会
いいんかい

において行
おこな

う。 

（２）救済
きゅうさい

委員会
いいんかい

は、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

の用務
ようむ

をも行
おこな

い、事業所
じぎょうしょ

や行政
ぎょうせい

か

らの相談
そうだん

をも受
う

け付
つ

ける機関
きかん

として位置
い ち

づける。 

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する差別
さべつ

や権利
けんり

侵害
しんがい

があったときに、裁判外
さいばんがい

の紛争
ふんそう

処理
しょ り

の

仕組
し く

みとして、簡単
かんたん

に救済
きゅうさい

の申立
もうした

てができ、迅速
じんそく

に調停
ちょうてい

・仲裁
ちゅうさい

などを行
おこな

える

よう、障害
しょうがい

のある人
ひと

の問題
もんだい

についての専門性
せんもんせい

を有
ゆう

し、公平
こうへい

中立性
ちゅうりつせい

が確保
かくほ

され

た救済
きゅうさい

機関
きか ん

を創設
そうせつ

することが重要
じゅうよう

である。 

（参考
さんこう

） 

   障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい千葉県
ち ば け ん

づくり条例
じょうれい

では、差別
さべつ

があった場合
ばあい

には、民間
みんかん

の地域
ちいき

相談員
そうだんいん

や県
けん

の専門
せんもん

職員
しょくいん

である広域
こういき

専門
せんもん

指導員
しどういん

が相談
そうだん

に応
おう

じるとともに、知事
ち じ

の附属
ふぞく

機関
きか ん

として、障害
しょうがい

のある人
ひと

、事
じ
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業者
ぎょうしゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

等
とう

２０人
にん

で構成
こうせい

される「千葉県
ち ば け ん

障害
しょうがい

のある人
ひと

の相談
そうだん

に関
かん

す

る調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

」を設置
せっち

し、助言
じょげん

・あっせんを行
おこな

うことができることとして

いる。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

 行政
ぎょうせい

の機関
きかん

であるより、第 3
だ い

者
しゃ

による独立
どくりつ

機関
きか ん

として存在
そんざい

することとする。ま

た、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

を一
ひと

つの単位
たんい

として設置
せっち

し、障害者
しょうがいしゃ

を中心
ちゅうしん

に構成さ
こうせい

れるもの

とする。 

 その機能
きのう

は 

① 申立
もうしたて

に基
もと

づく立
た

ち入
い

りも含
ふく

めた調査
ちょうさ

を実施
じっし

する。 

② 個々
こ こ

のケースの緊急性
きんきゅうせい

や重大性
じゅうだいせい

に応
おう

じて、是正
ぜせい

命令
めいれい

、警告
けいこく

、勧告
かんこく

、要望
ようぼう

、公表
こうひょう

など方法
ほうほう

を講
こう

じる。その際
さい

必要
ひつよう

であれば、被害者
ひがいしゃ

を緊急一時
きんきゅういちじ

保護
ほ ご

する。 

③ 差別
さべつ

の実態
じったい

を調査
ちょうさ

し、構造的
こうぞうてき

な差別
さべつ

に関
かん

しては、勧告
かんこく

ないし、是正
ぜせい

命令
めいれい

を行
おこな

う。 

④ 根本的
こんぽんてき

な救済
きゅうさい

にとって必要
ひつよう

であるならば訴訟
そしょう

を起
お

こすか、もしくは被害者
ひがいしゃ

が

起
お

こした訴訟
そしょう

に参加
さんか

することが出来
で き

る。 

⑤ 諸施策
しょしさく

の差別
さべつ

をなくすための策定
さくてい

し、その実施
じっし

を統括
とうかつ

する      

⑥ 権利
けんり

擁護
よう ご

に関
かん

する情報
じょうほう

を提
つつみ

供
きょう

し、権利
けんり

擁護
よう ご

に関
かん

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

する。 

 

【長瀬
ながせ

委員
いい ん

】 
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必須
ひっ す

である。障害
しょうがい

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

により、障害者
しょうがいしゃ

が過半数
かはんすう

を占
し

める新
あら

たな行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

（障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

委員会
いいんかい

）を内閣府
ないかくふ

に設置
せっち

すべきである。 

 

【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

「障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

擁護
よう ご

委員会
いいんかい

」を設
もう

け、半数
はんすう

を障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

とし、弁護士
べ ん ご し

等
とう

の学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

による権限
けんげん

を持
も

った救済
きゅうさい

機関
きか ん

の設置
せっち

が必要
ひつよう

である。内閣府
ないかくふ

及
およ

び都道府県
とどう ふ け ん

において設置
せっち

するか、行政
ぎょうせい

から独立
どくりつ

した設置
せっち

にするかは検討
けんとう

項目
こうもく

としたい。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

 差別
さべ つ

に関
かん

する苦情
くじょう

申立
もうしたて

の受付
うけつけ

と、その救済
きゅうさい

に迅速
じんそく

かつ柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

できるよう

にするには、行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

の設置
せっち

が必要
ひつよう

かつ有効
ゆうこう

であることは、すでに障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

をもつ米国
べいこく

や英国
えいこく

などの経験
けいけん

などからも明
あき

らかである。この行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

は、内閣府
ないかくふ

の外部
がいぶ

組織
そし き

として設置
せっち

されることが望
のぞ

まれる。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

人権
じんけん

擁護
よう ご

委員会
いいんかい

が法務省
ほうむしょう

の管轄
かんかつ

で設置
せっち

されているが、それとは別
べつ

に内閣府
ないかくふ

に

障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

委員会
いいんかい

（仮称
かしょう

）を設置
せっち

し、権利
けんり

救済
きゅうさい

の機能
きのう

と役割
やくわり

を十分
じゅうぶん

担
にな

いうるも

のとする必要
ひつよう

がある。また、本
ほん

委員会
いいんかい

には事務局
じむきょく

を置
おき

き、その地方
ちほう

機関
きか ん

として

都道府県
とどう ふ け ん

・政令
せいれい

指定
して い

都市
と し

には地方
ちほう

事務所
じ む し ょ

を設置
せっち

することも必要
ひつよう

と考
かんが

える。 
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２．人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

との関係
かんけい

についてどう考
かんが

えるか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

を考慮
こうりょ

し、障害者
しょうがいしゃ

に特化
とっか

した法
ほう

および制度
せいど

を設
もう

け、一般
いっぱん

の人権
じんけん

擁護
よう ご

機関
きか ん

とは別
べつ

に救済
きゅうさい

等
とう

の機関
きかん

をつくる必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

をめぐる諸議論
しょぎろん

に拘
かか

わらず、障害者
しょうがいしゃ

に係
かかわ

る救済
きゅうさい

機関
きか ん

の議論
ぎろん

を進
すす

めていくことが必要
ひつよう

と考
かんが

える。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

上記
じょうき

のとおり、廃案
はいあん

となった人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

はそもそも政府
せいふ

からの独立性
どくりつせい

等
とう

の

問題
もんだい

が多々
た た

あるため見直
みなお

されるべきであるが、今後
こんご

新
あら

たな人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

が作
つく

ら

れるとすると、パリ原則
げんそく

に則
のっと

った人権
じんけん

救済
きゅうさい

機関
きか ん

を創設
そうせつ

する法案
ほうあん

となるべきであ

る。また、権利
けんり

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

に向
む

けて、まずは障
しょう

がい分野
ぶんや

だけを扱
あつか

う人権
じんけん

救済
きゅうさい

機関
きか ん

を創設
そうせつ

することも検討
けんとう

されるべきことは前記
ぜんき

のとおりである。 

 

【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 

■たしかに障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止
きん し

を一般的
いっぱんてき

な人権
じんけん

擁護
よう ご

に統合
とうごう

することは意義
い ぎ

のあるこ

とだと考
かんが

える。しかし、差別的
さべつてき

言動
げんどう

等
とう

ではなく差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いに主眼
しゅがん

を置
お

いてい

る点
てん

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

など、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止
きん し

と人権
じんけん

擁護
よう ご

が想定
そうてい

している差別
さべつ

の範囲
はんい
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は必
かなら

ずしも一致
いっち

していない。また、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

に基
もと

づく救済
きゅうさい

機関
きか ん

の構
こう

成員
せいいん

の過半数
かはんすう

を障害者
しょうがいしゃ

とするならば、人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

に基
もと

づく人権
じんけん

委員会
いいんかい

などではこ

の要件
ようけん

を確保
かくほ

できない。よって、当面
とうめん

は人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

とは別
べつ

に障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止
きん し

法案
ほうあん

の検討
けんとう

を進
すす

めるべきだと考
かんが

える。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】  

包括的
ほうかつてき

な人権
じんけん

擁護
よ う ご

法案
ほうあん

も必要
ひつよう

かもしれないが、「条約
じょうやく

」による障害
しょうがい

に基
もと

づく

差別
さ べ つ

、すなわち直接
ちょくせつ

差別
さ べ つ

のみならず、間接的
かんせつてき

差別
さ べ つ

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

などを含
ふく

む新
あたら

しい概念
がいねん

による差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

が喫緊
きっきん

に必要
ひつよう

とされており障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

法制
ほうせい

は、別個
べ っ こ

設
もう

けられるべきである。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

早急
さっきゅう

に整理
せいり

すべき課題
かだい

である。現政権
げんせいけん

が人権
じんけん

救済
きゅうさい

機関
きか ん

設置
せっ ち

を方針
ほうしん

として掲
かか

げ

ており、議論
ぎろん

の進展
しんてん

が望
のぞ

まれるところである。しかしここで大切
たいせつ

なのは、障害者
しょうがいしゃ

の差別
さべつ

について、権利
けんり

条約
じょうやく

等
とう

の規定
きてい

する差別
さべつ

の３類型
るいけい

にもとづいた個別
こべつ

分野
ぶん や

で

の差別
さべつ

事例
じれ い

への対応
たいおう

を行
おこな

うことが可能
かのう

な組織
そしき

体形
たいけい

が必要
ひつよう

であるという点
てん

である。

人選
じんせん

や組織
そしき

体制
たいせい

等
とう

、今
いま

までの人権
じんけん

擁護法
ようごほう

の議論
ぎろん

に束縛
そくばく

されない新
あら

たな議論
ぎろん

が

必要
ひつよう

であると考
かんが

える。 
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【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

の下
した

にあるべき関係
かんけい

。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

既
き

に提起
ていき

されている人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

については、表現
ひょうげん

の自由
じゆう

を過度
か ど

に禁止
きんし

する

などの問題点
もんだいてん

も指摘
してき

されており論争的
ろんそうてき

であるため、既存
きそん

の人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

とはひ

とまず切
き

り離
はな

して、障害者
しょうがいしゃ

の差別
さべつ

禁止
きん し

を議論
ぎろん

する必要
ひつよう

がある。 

 その上
うえ

で、人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

とは別
べつ

に、公的
こうてき

機関
きか ん

による私人
しじん

の差別的
さべつてき

な取
と

り扱
あつか

い

を禁止
きんし

することを中心
ちゅうしん

とした差別
さべつ

禁止
きん し

基本法
きほんほう

を構想
こうそう

すべきであると考
かんが

える。 

 

【佐藤
さとう

委員
いい ん

】 

包括的
ほうかつてき

な人権
じんけん

擁護法
ようごほう

も必要
ひつよう

であるが、日本
にほん

においては障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

は他
ほか

の分野
ぶんや

の差別
さべつ

より固有性
こゆうせい

が強
つよ

く、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

を差別
さべつ

と思
おも

っていない人
ひと

も多
おお

い

現状
げんじょう

があり、また間接
かんせつ

差別
さべ つ

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

など特徴的
とくちょうてき

な概念
がいねん

もある。障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

の考
かんが

え方
かた

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

が必要
ひつよう

だと考
かんが

える。 

 

【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

 救済
きゅうさい

機関
きか ん

の問題
もんだい

に関連
かんれん

しますが、人権
じんけん

擁護
よう ご

の法定化
ほうていか

とそれに基
もと

づく人権
じんけん

機関
きか ん

の設置
せっち

は必要
ひつよう

と考
かんが

えます。人権
じんけん

機関
きか ん

の役割
やくわり

は障害
しょうがい

分野
ぶん や

に限定
げんてい

されませんので、
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人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

・人権
じんけん

機関
きか ん

に障害
しょうがい

分野
ぶん や

の特殊性
とくしゅせい

をどのように反映
はんえい

させるかが課題
かだい

になると考
かんが

えます。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

は否定
ひてい

されるべきであり、あくまでパリ原則
げんそく

に基
もと

づいた政府
せいふ

か

ら独立
どくりつ

した機関
きかん

を置
おき

き、そこに障害
しょうがい

分野
ぶん や

の機関
きかん

もおき、窓口
まどぐち

一本化
いっぽんか

と地方
ちほう

での

委員会
いいんかい

も設置
せっち

すべき 

窓口
まどぐち

については障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

も配置
はいち

するべき 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

が速
すみ

やかに制定
せいてい

される場合
ばあい

は、その機能
きのう

の一部
いちぶ

として差別
さべつ

禁止法
きんしほう

に基
もと

づく救済
きゅうさい

手続
てつづき

をも担当
たんとう

することが望
のぞ

ましい。 

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

現時点
げんじてん

では、法案
ほうあん

の内容
ないよう

が明確
めいかく

になっていないので、法案
ほうあん

の骨子
こっし

が明
あき

らか 

になった段階
だんかい

で、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の救済
きゅうさい

機関
きか ん

との関係
かんけい

を整理
せいり

する必要
ひつよう

がある。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

 国際
こくさい

人権
じんけん

条約
じょうやく

の自由権
じゆうけん

規約
きや く

と社会権
しゃかいけん

規約
きや く

は、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

むすべての人
ひと

の人権
じんけん

を保障
ほしょう

するための条約
じょうやく

であることから、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

を別途
べっと

保障
ほしょう

するための
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条約
じょうやく

は必要
ひつよう

でないとされてきた歴史的
れきしてき

経緯
けい い

がある。しかし現実
げんじつ

には、障害者
しょうがいしゃ

、

女性
じょせい

、子供
こども

といった個別
こべつ

分野
ぶん や

に関
かか

わる条約
じょうやく

の必要性
ひつようせい

が認
みと

められた。このような

経緯
けいい

を分析
ぶんせき

したうえで、人権
じんけん

擁護
よう ご

法律
ほうりつ

案
あん

への対応
たいおう

を検討
けんとう

することが必要
ひつよう

である。 

 

【長瀬
ながせ

委員
いい ん

】 

新
あら

たな障害
しょうがい

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

のもとでの独自
どくじ

の行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

機関
きか ん

の設置
せっち

を行
おこな

うべきであ

る。ただし、人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

の動向
どうこう

を見守
みまも

り、必要
ひつよう

に応
おう

じた連携
れんけい

を検討
けんとう

すべきで

ある。 

 

【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

人権
じんけん

擁護法
ようごほう

と障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

の制定
せいてい

は、それぞれ個別
こべつ

に考
かんが

え、あくまでも

「障害者
しょうがいしゃ

」に限
かぎ

った範囲
はんい

での障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

を制定
せいてい

していくべきである。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

 前述
ぜんじゅつ

したように、障害者
しょうがいしゃ

だけでなく、女性
じょせい

、こども、外国人
がいこくじん

などの社会的
しゃかいてき

マ

イノリティ・グループに属
ぞく

する人
ひと

びとなども同様
どうよう

に差別
さべつ

などの人権上
じんけんじょう

の問題
もんだい

に

直面
ちょくめん

していることから、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

にあわせ、あるいはそれに先行
せんこう

して

包括的
ほうかつてき

な人権
じんけん

擁護法
ようごほう

の制定
せいてい

が必要
ひつよう

と思
おも

われる。人権
じんけん

擁護法
ようごほう

ができ、それに基
もと

づ

いて人権
じんけん

委員会
いいんかい

が設置
せっち

されれば、その一
いち

部門
ぶもん

として障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

委員会
いいんかい

を設置
せっち

す

るのが、現実的
げんじつてき

であろう。 
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【森
もり

委員
いい ん

】 

 人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

は、その対象
たいしょう

が広範囲
こうはんい

にわたり、また言論
げんろん

・表現
ひょうげん

の自由
じゆう

との

関係性
かんけいせい

、恣意的
し い て き

運用
うんよう

の可能性
かのうせい

等
とう

において、さまざまな意見
いけん

があること等
とう

、対象
たいしょう

範囲
はん い

の広
ひろ

さのために実効性
じっこうせい

を失
うしな

うと考
かんが

えられる側面
そくめん

がある。また、人権
じんけん

擁護
よう ご

法案
ほうあん

の人権
じんけん

委員会
いいんかい

は、法務省
ほうむしょう

の外局
がいきょく

に設置
せっち

されるものであり、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

禁止法
きんしほう

と

の一本化
いっぽんか

は基本的
きほんてき

にできないものと考
かんが

える。但
ただ

し、両法案
りょうほうあん

の規定
きてい

内容
ないよう

等
とう

につい

ては、慎重
しんちょう

に検討
けんとう

する必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 
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○相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

 

１．相談者
そうだんしゃ

の立場
たちば

に立
た

った支援
しえん

のあり方
かた

と支援
しえん

機関
きか ん

についてどう考
かんが

えるか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

における相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

の位置
い ち

づけと同様
どうよう

、多
おお

くの知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

が抱
かか

える複合的
ふくごうてき

かつ困難
こんなん

な問題
もんだい

（家族
かぞく

の状況
じょうきょう

や経済的
けいざいてき

状況
じょうきょう

など）も含
ふく

めた生活
せいかつ

環境
かんきょう

な

どを勘案
かんあん

し、生活
せいかつ

を支援
しえん

できるような態勢
たいせい

を整備
せいび

する必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大谷
おおたに

委員
いい ん

】 

障
しょう

がいといっても種別
しゅべつ

や程度
ていど

、個々
こ こ

のニーズは様々
さまざま

であるから、相談者
そうだんしゃ

の

立場
たちば

に立
た

った支援
しえん

を実現
じつげん

するには、相当
そうとう

な専門的
せんもんてき

知識
ちし き

・経験
けいけん

が必要
ひつよう

となる。 

千葉県
ち ば け ん

にある中核
ちゅうかく

地域
ちい き

生活
せいかつ

支援
しえ ん

センターのような相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

を各地
かくち

で充実
じゅうじつ

させる必要
ひつよう

がある。また支援員
しえんいん

の専門化
せんもんか

を進
すす

めるべく、教育
きょういく

・研修
けんしゅう

制度
せい ど

が確立
かくりつ

さ

れなければならない。 

上記
じょうき

権利
けん り

条約
じょうやく

に基
もと

づく「促進
そくしん

」機関
きかん

である 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
けんり

委員会
いいんかい

（仮称
かしょう

）も相談
そうだん

支援
しえ ん

活動
かつどう

を行
おこな

うものであり、国
くに

の機関
きかん

と自治体
じ ち た い

の機関
きかん

がうまく

役割
やくわり

分担
ぶんたん

しながら権利
けんり

擁護
よう ご

を進
すす

めていくべきである。 

児童
じどう

虐待
ぎゃくたい

について児童
じどう

相談所
そうだんじょ

と子
こ

ども家庭
かてい

支援
しえ ん

センターが役割
やくわり

分担
ぶんたん

をしなが

ら虐待
ぎゃくたい

防止
ぼう し

を進
すす

めているのが参考
さんこう

になる。ＤＶ防止法
ぼうしほう

においても法
ほう

に基
もと

づく
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配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
しえ ん

センターが各都道府県
かくとどうふけん

に最低
さいてい

１箇所
かしょ

置
お

かれると共
とも

に、平成
へいせい

１９年
ねん

改正
かいせい

で市町村
しちょうそん

のセンター設置
せっち

が努力
どりょく

義務
ぎ む

とされている。 

きめ細
こま

やかな支援
しえん

を行
おこな

うためには自治体
じ ち た い

レベルの制度
せいど

創設
そうせつ

が必須
ひっす

であるが、

かといって自治体
じ ち た い

任
まか

せにしていては地域
ちいき

格差
かく さ

が生
しょう

じることもまた必至
ひっし

である。

よって国
くに

の機関
きかん

が各都道府県
かくとどうふけん

に存
ありや

在
ざい

し、地域
ちいき

格差
かく さ

を埋
う

めながら全国
ぜんこく

の権利
けんり

擁護
よう ご

のベースを積
つ

み上
あ

げていく必要
ひつよう

があるものと考
かんが

えられる。 

既存
きそん

の相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

との関係
かんけい

が問題
もんだい

となるが、既存
きそん

機関
きか ん

の拡充
かくじゅう

と新規
しんき

創設
そうせつ

の

いずれの場合
ばあい

も、障
しょう

がいのある人
ひと

が、相談
そうだん

窓口
まどぐち

を選
えら

ぶのに困
こま

ることがないよう、

ワンストップサービスになるような総合的
そうごうてき

な制度
せいど

設計
せっけい

が必要
ひつよう

である。 

また 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が相談
そうだん

を受
う

けるピアカウンセリング方式
ほうしき

の相談
そうだん

業務
ぎょうむ

の

導入
どうにゅう

も検討
けんとう

されるべきである。 

 

【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 

■団体
だんたい

の長
ちょう

と意思
い し

決定
けってい

機関
きか ん

の過半数
かはんすう

を障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が占
し

める団体
だんたい

によって支援
しえん

を

行
おこな

うのが良
よ

いと考
かんが

える。 

■支援
しえん

団体
だんたい

は、市町村
しちょうそん

ごとに設置
せっち

、もしくは複数
ふくすう

の市町村
しちょうそん

による共同
きょうどう

設置
せっ ち

とす

るのが良
よ

いと考
かんが

える。 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 
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救済
きゅうさい

機関
き か ん

と
の

の整理
せい り

が今後
こん ご

必要
ひつよう

とされるが、障害
しょうがい

のある当事者
とうじしゃ

が中心
ちゅうしん

となっ

た相談
そうだん

支援
し え ん

が行
おこな

われる体制
たいせい

が求
もと

められる。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

 差別
さべ つ

問題
もんだい

を解
かい

決
けっ

するためには、既存
きそん

の人権
じんけん

擁護
よう ご

機関
きか ん

は役
やく

に立
た

っていないのが

現状
げんじょう

である。この理由
りゆう

の一
ひと

つとして、権限
けんげん

の問題
もんだい

もあるが、本人
ほんにん

の立場
たちば

に立
た

っ

た仲裁
ちゅうさい

等
とう

がされていないという点
てん

にある。人権
じんけん

の基準
きじゅん

に基
もとづ

いて、本人
ほんにん

の立場
たちば

に立
た

った相談
そうだん

体制
たいせい

を構築
こうちく

すべきである。これを、今後
こんご

設置
せっ ち

される救済
きゅうさい

機関
きか ん

の業務
ぎょうむ

と

して位置
い ち

づけるのか、議論
ぎろん

が必要
ひつよう

なところである。 

 

【勝又
かつまた

委員
いい ん

】 

当事者
とうじしゃ

のエンパワメントが必要
ひつよう

であるが、ピアカウンセラーなどの当事者
とうじしゃ

を

積極的
せっきょくてき

に相談者
そうだんしゃ

に採用
さいよう

する支援
しえん

機関
きか ん

を整備
せいび

する必要
ひつよう

があると思
おも

う。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

 差別
さべ つ

とは抽象的
ちゅうしょうてき

に生
しょう

じるのではなく、個別
こべつ

具体的
ぐたいてき

な人間
にんげん

関係
かんけい

（あるいは公的
こうてき

機関
きか ん

と私人
しじん

との関係
かんけい

）における行為
こうい

によって生
しょう

じるものであり、そもそも、

障害者
しょうがいしゃ

が関
かか

わるあらゆる機関
きかん

が相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

として機能
きのう

すべきであって、差別
さべつ

禁止
きん し

のために相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

を設置
せっち

する場合
ばあい

には、「窓口
まどぐち

が増
ふ

える」だけとならな
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いよう、一定
いってい

程度
てい ど

、救済
きゅうさい

機関
きか ん

としての機能
きのう

を有
ゆう

するように留意
りゅうい

すべきであると考
かんが

える。 

 

【川
かわ

﨑
さき

委員
いい ん

】 

障
しょう

がい者
しゃ

の権利
けんり

擁護
よう ご

の視点
してん

に立
た

った、相談
そうだん

支援
しえ ん

の専門家
せんもんか

を養成
ようせい

する。 

 差別
さべつ

の問題
もんだい

に関
かん

し、真摯
しんし

に向
む

き合
あ

う相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

が必要
ひつよう

。 

 当事者
とうじしゃ

、家族
かぞく

の参画
さんかく

も必要
ひつよう

か。 

 

【佐藤
さとう

委員
いい ん

】 

相談
そうだん

機関
きか ん

、支援
しえん

機関
きか ん

は重層的
じゅうそうてき

多面的
ためんてき

に構想
こうそう

されることが望
のぞ

ましい。公的
こうてき

機関
きか ん

も

行
おこな

うし、ＮＰＯ等
とう

も関
かか

わり、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や家族
かぞく

団体
だんたい

なども独自
どくじ

に行
おこな

うなど。 

 

【新谷
しんたに

委員
いい ん

】 

基礎
き そ

自治体
じ ち た い

段階
だんかい

での相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

の設置
せっち

が必要
ひつよう

と考
かんが

えます。東京都
とうきょうと

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

、区
く

市
し

等
とう

基礎
き そ

自治体
じ ち た い

での相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

の整備
せいび

を図
はか

ることなく、以前
いぜん

にあった都
と

レベルの相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

が廃
はい

止
よ

されています。また、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の場合
ばあい

、

聞
き

こえなくなったときにはまず耳鼻
じ び

咽喉科
いんこうか

に行
い

きますが、そこで回復
かいふく

の見込
み こ

み

がないと診断
しんだん

されると、医療
いりょう

機関
きか ん

からは見放
みはな

されます。補聴器
ほちょうき

販売店
はんばいてん

に行
おこな

った

り、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

に相談
そうだん

に行
おこな

ったりすることが聞
き

こえなくなった人
ひと

の自己
じ こ

解決
かいけつ

に

委
ゆだ

ねられています。突然
とつぜん

聞
き

こえなくなって心理的
しんりてき

に動揺
どうよう

している人
ひと

に自己
じ こ

解決
かいけつ
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を強
し

いることは、実質的
じっしつてき

な相談
そうだん

拒否
きょ ひ

です。医療
いりょう

機関
きか ん

、聴覚
ちょうかく

言語士
げ ん ご し

、ソーシャル

ワーカー、補聴器
ほちょうき

技能者
ぎのうしゃ

、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

などの参画
さんかく

した地域
ちいき

での相談
そうだん

支援
しえ ん

ネット

ワークの構築
こうちく

が必要
ひつよう

です。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

一定
いってい

の権限
けんげん

を持
も

つ、アドボケイト（支援者
しえんしゃ

）を法
ほう

に位置
い ち

づけて導入
どうにゅう

すべき。 

障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

がアドボケイトへの関係者
かんけいしゃ

の苦情
くじょう

を受
う

けた場合
ばあい

、所要
しょよう

の是正
ぜせい

措置
そ ち

をとる事
こと

が出来
で き

るものとする。 

また団体
だんたい

訴権
そけ ん

も障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

に認
みと

めるべきである。 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

人権
じんけん

救済
きゅうさい

委員会
いいんかい

に相談
そうだん

部門
ぶも ん

を設置
せっち

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

による相談
そうだん

・支援
しえん

が行
おこな

わ

れるようにすることが望
のぞ

ましい。 

 

【土本
つちもと

委員
いい ん

】 

仲間
なかま

たちの差別
さべつ

に怒
いか

りをもって一緒
いっしょ

に考
かんが

えてくれる「人権
じんけん

」意識
いしき

のある人
ひと

た

ち。「お金
かね

がもらえるからやる」ではダメ。 

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 

 相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

が差別
さべつ

や権利
けんり

侵害
しんがい

を受
う

けたときに、身近
みぢか

な地域
ちいき
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で気軽
きがる

に相談
そうだん

でき苦情
くじょう

を訴
うった

えられる窓口
まどぐち

が必要
ひつよう

である。 

  千葉県
ち ば け ん

では、個別
こべつ

事案
じあ ん

解決
かいけつ

のための仕組
し く

みを検討
けんとう

した結果
けっか

、まず身近
みぢか

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

で関係者間
かんけいしゃかん

の調整
ちょうせい

等
とう

を図
はか

り、より専門的
せんもんてき

な対応
たいおう

が必要
ひつよう

な場合
ばあい

に県
けん

に設置
せっち

する委員会
いいんかい

が助言
じょげん

・あっせんをするという仕組
し く

みを採用
さいよう

した（下図
か ず

参照
さんしょう

）。 

  身近
みぢ か

な相談員
そうだんいん

として、６３０人
にん

を超
こ

える地域
ちいき

相談員
そうだんいん

を委嘱
いしょく

するとともに、

１６箇所
かしょ

に障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

に関
かん

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

を設置
せっち

し、相談
そうだん

活動
かつどう

の調整役
ちょうせいやく

として

広域
こういき

専門
せんもん

指導員
しどういん

を配置
はいち

している（広域
こういき

専門
せんもん

指導員
しどういん

は、障害
しょうがい

に対
たい

する十分
じゅうぶん

な理解
りかい

を有
ゆう

する者
もの

であることが必要
ひつよう

であることから、社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

など障害
しょうがい

のある人
ひと

の支援
しえん

に長年
ながねん

携
たずさ

わってきた者
もの

等
とう

を任命
にんめい

することとしている。）。 
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【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

 支援
しえ ん

機関
きか ん

は障害
しょうがい

をもつ人
ひと

の立場
たちば

に立
た

ち、相談
そうだん

を受
う

け、必要
ひつよう

に応
おう

じて代理人
だいりにん

と

して、任意
にんい

の交渉
こうしょう

や行政
ぎょうせい

救済
きゅうさい

手続
てつづき

、司法
しほう

手続
てつづき

により問題
もんだい

を解
かい

決
けっ

する機能
きのう

を明確化
めいかくか

するために「障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

擁護
よう ご

センター」として位置付
い ち づ

ける。 

 障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

擁護
よう ご

センターは各都道府県
かくとどうふけん

に一
ひと

つの割合
わりあい

で開設
かいせつ

され、その資質
ししつ

を

有
ゆう

する団体
だんたい

が委託
いたく

され運営
うんえい

するものとする。またそこには、障害
しょうがい

をもつ人
ひと

およ

び社会
しゃかい

モデルの概念
がいねん

の理解
りかい

がある専門家
せんもんか

が複数
ふくすう

職員
しょくいん

として配置
はいち

されるよう、

予算
よさん

が割
わ

り当
あ

てられなければならない。 

 各相談員
かくそうだんいん

および支援
しえん

機関
きか ん

は、その取
と

り組
く

みに関
かん

して定期的
ていきてき

に評価
ひょうか

を受
う

けるよ

うな評価
ひょうか

システムを導入
どうにゅう

する。 

 ピアカウンセラー、ピアサポーターはすでに①権利
けんり

擁護
よう ご

、権利
けんり

意識
いし き

の確立
かくりつ

、

②自己
じ こ

信頼
しんらい

や自信
じしん

の回復
かいふく

、③地域
ちいき

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の収集
しゅうしゅう

、④自立
じりつ

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

に

必要
ひつよう

な精神的
せいしんてき

、物理的
ぶつりてき

技能
ぎの う

の各分野
かくぶんや

での支援
しえん

を行
おこな

う訓練
くんれん

を受
う

けている。支援
しえん

機関
きか ん

で彼
かれ

らを有効
ゆうこう

なリソースとして活用
かつよう

すべきである。 

 

【長瀬
ながせ

委員
いい ん

】 

都道府県
とどう ふ け ん

と政令
せいれい

市
し

ごとに、障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

を受
う

ける機関
きかん

を設置
せっち

するものとする。

その理事会
り じ か い

の過半数
かはんすう

は障害者
しょうがいしゃ

とするほか、職員
しょくいん

採用
さいよう

に当
あ

たっても障害者
しょうがいしゃ

が不利
ふ り
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にならないように配慮
はいりょ

するものとする。 

 

【久松
ひさまつ

委員
いい ん

】 

不当
ふとう

な差別
さべつ

や取
と

り扱
あつか

いで不利
ふ り

な立場
たちば

にいる障害者
しょうがいしゃ

は障害者
しょうがいしゃ

の数
かず

と同
おな

じと言
い

っ

てもよいのではないか。適切
てきせつ

な相談
そうだん

機関
きか ん

や支援
しえん

機関
きか ん

を保障
ほしょう

することが法
ほう

施行
しこう

の

前提
ぜんてい

である。行政
ぎょうせい

から独立
どくりつ

した機関
きかん

とするかについては障害
しょうがい

を持
も

つ市民
しみん

が利用
りよう

しやすい場
ば

となるかどうかで検討
けんとう

していく必要
ひつよう

がある。 

また、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

に応
おう

じたきめ細
こま

かい相談
そうだん

・支援
しえん

体制
たいせい

が必要
ひつよう

である。例
たと

えば、現行
げんこう

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
しせ つ

、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
しせ つ

等
とう

を人権
じんけん

擁護
よう ご

機能
きの う

を付加
ふ か

した総合的
そうごうてき

な機関
きかん

として各関係
かくかんけい

機関
きか ん

（例
れい

、救済
きゅうさい

機関
きか ん

）との連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

ること

ができるよう整備
せいび

する必要
ひつよう

がある。 

 

【松井
まつい

委員
いい ん

】 

 障害者
しょうがいしゃ

が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の否定
ひてい

も含
ふく

め、職場
しょくば

において不利
ふ り

な取
と

り扱
あつか

いやハラスメ

ントを受
う

けた場合
ばあい

の相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

としては、①職
しょく

場内
じょうない

での支援
しえん

の仕組
し く

みと、②

職場外
しょくばがい

の支援
しえん

の仕組
し く

みが考
かんが

えられる。 

① については、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよ う

促進法
そくしんほう

第
だい

79条
じょう

で 5人
にん

以上
いじょう

の障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

する事業
じぎょう

主
しゅ

は、「障害者
しょうがいしゃ

職業
しょくぎょう

生活
せいかつ

相談員
そうだんいん

」の配置
はいち

が義務
ぎ む

づけられているが、同相談員
どうそうだんいん

は、

どちらかといえば、企業
きぎょう

サイドから障害
しょうがい

従業員
じゅうぎょういん

の支援
しえん

を意図
い と

したもので、か
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ならずしも障害
しょうがい

従業員
じゅうぎょういん

の立場
たちば

に立
た

ち、その権利
けんり

を擁護
ようご

することを意図
い と

したも

のではない。ドイツの社会
しゃかい

法典
ほうてん

第 9編
へん

「障害者
しょうがいしゃ

のリハビリテーションと参加
さんか

」

（第
だい

45条
じょう

および 96条
じょう

）に基
もと

づいて制度化
せ い ど か

された重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

のための利益
りえき

代表
だいひょう

が参考
さんこう

となろう。この利益
りえき

代表
だいひょう

は、障害
しょうがい

従業員
じゅうぎょういん

による選挙
せんきょ

で選
えら

ばれ、労働
ろうどう

条件
じょうけん

や労働
ろうどう

環境
かんきょう

などの改善
かいぜん

について企業
きぎょう

サイドと交渉
こうしょう

する権限
けんげん

を与
あた

えられてい

る。 

② のひとつとしては、「個別
こべつ

労働
ろうどう

関係
かんけい

紛争
ふんそう

の解決
かいけつ

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」に基
もと

づ

き、都道府県
とどう ふ け ん

労働
ろうどう

局長
きょくちょう

による助言
じょげん

・指導
しどう

の詩度
し ど

と紛争
ふんそう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

によるあっ

せん制度
せいど

が設
もう

けられている。このあっせん制度
せいど

を権利
けんり

救済
きゅうさい

のための一
いち

手段
しゅだん

と

して利用
りよう

することも可能
かのう

と思
おも

われる。事件
じけん

ごとに 3名
めい

のあっせん委員
いいん

が任命
にんめい

されるが、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

救済
きゅうさい

にかかる事件
じけん

については、同委員会
どういいんかい

が障害者
しょうがいしゃ

の

立場
たちば

にたったあっせんを行
おこな

えるよう、その委員
いいん

のひとりとして障害
しょうがい

団体
だんたい

の

代表
だいひょう

などをくわえることがルール化
か

されてよい。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

の設置
せっち

は大変
たいへん

重要
じゅうよう

なものであり、どのような機関
きかん

で行
おこな

うかが、法
ほう

を実効性
じっこうせい

のあるものにできる大
おお

きなポイントとなる。そのため、同法
どうほう

の適正
てきせい

な

実施
じっし

を任務
にんむ

とする機関
きかん

、例
たと

えば障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

委員会
いいんかい

（仮称
かしょう

）の業務
ぎょうむ

とすべきと考
かんが

え

るとともに、相談
そうだん

支援
しえ ん

機関
きか ん

においては、ピアサポートが大
おお

きな役割
やくわり

を担
にな

うと考
かんが

え
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られることから、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

（団体
だんたい

）が大
おお

きく関
かか

わる必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 
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○その他
た

 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いい ん

】 

「差別
さべつ

禁止法
きんしほう

」の名称
めいしょう

については、今後
こんご

検討
けんとう

する必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

機会
きかい

均等
きんとう

のため、また、被害者
ひがいしゃ

を保護
ほ ご

する法
ほう

というだけではなく、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

も主体的
しゅたいてき

に地域
ちいき

社会
しゃかい

で共
とも

に生
い

きることを後押
あとお

しするための法
ほう

という視点
してん

を

含
ふく

めた名称
めいしょう

にする必要
ひつよう

があるのではないかと考
かんが

える。（「差別
さべつ

禁止
きん し

」名称
めいしょう

は、

障害者
しょうがいしゃ

を「被害者
ひがいしゃ

」として強調
きょうちょう

している印象
いんしょう

を受
う

けるのではないか。） 

 

【大濱
おおはま

委員
いい ん

】 

■地域
ちいき

生活
せいかつ

について、差別
さべつ

禁止
きん し

規定
きて い

のほか、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

規定
きて い

として以下
い か

の事項
じこう

を書
か

き込
こ

むべきだと考
かんが

える。 

▼どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するか（アパートで 1 人暮
く

らしするのか、家族
かぞく

と同居
どうきょ

するの

か、施設
しせつ

入所
にゅうしょ

なのか、など）を選択
せんたく

する権利
けんり

を有
ゆう

すること 

▼前項
ぜんこう

の権利
けんり

を確保
かくほ

するために、パーソナル・アシスタンスを含
ふく

む地域
ちいき

支援
しえ ん

サ

ービスを受
う

けられる（24時間
じかん

など長時間
ちょうじかん

の介護
かいご

が必要
ひつよう

な場合
ばあい

などであっても

必要
ひつよう

な介護
かいご

をすべて受
う

けられる）権利
けんり

を有
ゆう

すること 

▼障害者
しょうがいしゃ

が希望
きぼう

しないサービスの利用
りよう

を強
つよし

要
よう

されない権利
けんり

（たとえば訪問
ほうもん

系
けい

サ

ービスの利用
りよう

を希望
きぼう

しているのに、通所
つうじょ

施設
しせ つ

、短期
たんき

入所
にゅうしょ

、ケアホームなどの利用
りよう
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を強
つよし

要
よう

されない権利
けんり

）を有
ゆう

すること 

 

【小川
おがわ

委員
いい ん

】 

①手話
しゅ わ

の言語化
げ ん ご か

 

「条約
じょうやく

」に基
もと

づき、手話
しゅ わ

を言語
げん ご

と位置
い ち

づけることが求
もと

められる。教育
きょういく

や社会
しゃかい

活動
かつどう

の様々
さまざま

な場面
ばめん

において手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

する権利
け ん り

を認
みと

める必要
ひつよう

がある。 

②コミュニケーション保障
ほしょう

の明文化
めいぶんか

 

手話
しゅ わ

、指
ゆび

文字
も じ

、点字
てんじ

、触手話
しょくしゅわ

、指
ゆび

点字
てん じ

、要約
ようやく

筆記
ひっ き

、筆記
ひっき

、手
て

のひら書
か

き、身振
み ぶ

り、

物
もの

のサイン等
とう

のさまざまなコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

があるが、これらの

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

を明文化
めいぶんか

すべきである。 

③強制
きょうせい

医療
いりょう

の禁止
きんし

 

強制
きょうせい

医療
いりょう

は基本的
きほんてき

に禁止
きんし

されるべきである。 

④挙証
きょしょう

責任
せきにん

について 

民法上
みんぽうじょう

の損害
そんがい

賠償
ばいしょう

請求
せいきゅう

は、被害
ひがい

の存在
そんざい

の証明
しょうめい

を原告
げんこく

が行
おこな

わなければならな

いが、差別
さべつ

行為
こう い

を証明
しょうめい

するのは現実的
げんじつてき

に非常
ひじょう

に困難
こんなん

な場合
ばあい

が多
おお

い。差別
さべつ

行為
こう い

を

是正
ぜせい

し、無
な

くすという差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の目的
もくてき

の達成
たっせい

が難
むずか

しい。当該
とうがい

行為
こう い

が、障害
しょうがい

を

理由
りゆう

にした差別
さべつ

ではない、或
ある

いは正当
せいとう

な事由
じゆう

がある、もしくは、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

わない場合
ばあい

に過重
かじゅう

な負担
ふたん

があるなどの挙証
きょしょう

は、差別
さべつ

行為
こう い

を受
う

けたと主張
しゅちょう

する



 

- 99 - 

者
もの

の相手方
あいてがた

がこれをしなければならないとすべきである。 

 

【尾上
おのうえ

委員
いい ん

】 

（１）法
ほう

の適用
てきよう

範囲
はん い

 

  差別
さべつ

禁止法
きんしほう

は「障害
しょうがい

に基
もとづ

く」差別
さべつ

を禁止
きんし

する法律
ほうりつ

であり、適用
てきよう

範囲
はんい

については、「全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

」のみならず、過去
か こ

に障害
しょうがい

をもつという経歴
けいれき

を持
も

つ者
もの

、障害
しょうがい

があると看做
み な

さ

れ差別
さべつ

を受
う

けた者
もの

、顔面
がんめん

の変形
へんけい

等
とう

から社会
しゃかい

参加
さんか

を妨
さまた

げられている者
もの

も含
ふく

めるべきである。

また、障害者
しょうがいしゃ

の関係者
かんけいしゃ

も適用
てきよう

されるべき、と考
かんが

える。 

 

（２）挙証
きょしょう

責任
せきにん

について 

 現行
げんこう

民法上
みんぽうじょう

の損害
そんがい

賠償
ばいしょう

請求
せいきゅう

は、被害
ひがい

の存在
そんざい

の証明
しょうめい

を原告
げんこく

が行
おこな

わなければなら

ないが、差別
さべつ

行為
こう い

について、その存在
そんざい

を証明
しょうめい

するのは現実的
げんじつてき

に非常
ひじょう

に困難
こんなん

な場合
ばあい

が多
おお

く、差別
さべつ

行為
こう い

を是正
ぜせい

し、無
な

くすという差別
さべつ

禁止法
きんしほう

の目的
もくてき

の達成
たっせい

が難
むずか

しい。 

 差別
さべつ

行為
こう い

が、障害
しょうがい

を理由
りゆう

にした差別
さべつ

ではない、或
ある

いは正当
せいとう

な事由
じゆう

がある、も

しくは、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

において、不釣合
ふ つ り あ

いな又
また

は過重
かじゅう

な負担
ふたん

をともなうも

のであることに関
かん

する主張
しゅちょう

の挙証
きょしょう

は、差別
さべつ

行為
こう い

を受
う

けたと主張
しゅちょう

する者
もの

の相手方
あいてがた

がこれをしなければならないとすべきである。 

 

【門川
かどかわ

委員
いい ん

】 

法令上
ほうれいじょう

の差別
さべつ

ともいうべき、欠格
けっかく

条項
じょうこう

及
およ

び差別的
さべつてき

条項
じょうこう

の撤廃
てっぱい

を目指
め ざ

すべきで
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ある。障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる欠格
けっかく

条項
じょうこう

がある現行法
げんこうほう

制度
せい ど

について、国
こく

内法
ないほう

が障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

に違反
いはん

・抵触
ていしょく

しないよう、改正
かいせい

・廃止
はいし

すべきであり、これは差別
さべつ

禁止法
きんしほう

制定
せいてい

の取
と

り組
く

みと連動
れんどう

すべきである。 

 

【関口
せきぐち

委員
いい ん

】 

たとえば障害者
しょうがいしゃ

が生活
せいかつ

保護
ほ ご

受 給 中
じゅきゅうちゅう

であると、たとえば自立
じりつ

支援法
しえんほう

について

不服
ふふく

申
もう

し立
た

てすると生活
せいかつ

保護
ほ ご

のほうから嫌
いや

がらせを受
う

けたりする。また精神
せいしん

病院
びょういん

や施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

が差別
さべつ

を訴
うった

えることは非常
ひじょう

に困難
こんなん

なので、団体
だんたい

訴権
そけ ん

を差別
さべつ

禁止法
きんしほう

に入
い

れることは不可欠
ふ か け つ

。 

 

資料
しりょう

１ 

 

【竹下
たけした

委員
いい ん

】 

 障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

禁止法
きんしほう

を特別
とくべつ

立法
りっぽう

として制定
せいてい

することなく、分野
ぶんや

ごと

に差別
さべつ

禁止
きん し

規定
きて い

を設
もう

けることは絶対
ぜったい

に避
さ

けるべきである。その理由
りゆう

は以下
い か

のと

おりである。 

（１）各規定
かくきてい

ごとに解釈
かいしゃく

運用上
うんようじょう

のずれが生
しょう

ずることは避
さ

けるべきである。 

（２）谷間
たにま

や隙間
すきま

ができる事態
じたい

は不完全
ふかんぜん

な立法
りっぽう

であって、絶対
ぜったい

に避
さ

けるべきで

ある。 

 

【堂本
どうもと

委員
いい ん

】 
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１ 差別
さべつ

禁止法
きんしほう

では、個別
こべつ

の差別
さべつ

事案
じあ ん

の救済
きゅうさい

を図
はか

る仕組
し く

みを設
もう

けるとともに、

制度
せいど

や社会
しゃかい

慣行
かんこう

等
とう

の問題
もんだい

を解
かい

決
けっ

していく仕組
し く

みを設
もう

ける必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

  千葉県
ち ば け ん

では、障害
しょうがい

のある人
ひと

及
およ

びその支援者
しえんしゃ

、様々
さまざま

な分野
ぶんや

の事業者
じぎょうしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさ く

や人権
じんけん

擁護
よう ご

に関
かん

する有識者
ゆうしきしゃ

、県
けん

の職員
しょくいん

で構成
こうせい

する「障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい千葉県
ち ば け ん

づくり推進
すいしん

会議
かい ぎ

」を設置
せっち

し、こうした課題
かだい

の解決
かいけつ

に

向
む

けた取組
とりく

みを推進
すいしん

している。 

（参考
さんこう

） 

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい千葉県
ち ば け ん

づくり条例
じょうれい

第
だい

２９条
じょう

 

１ 県
けん

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

を広
ひろ

げ、差別
さべつ

をなくすため、障害
しょうがい

のある人
ひと

及
およ

びその支援
しえん

を行
おこな

う者
もの

、次
じ

条
じょう

第一項
だいいちこう

に規定
きてい

する分野
ぶんや

における事業者
じぎょうしゃ

、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

に関
かん

する施策
しさく

又
また

は人権
じんけん

擁護
よう ご

に関
かん

し専門的
せんもんてき

知識
ちし き

を有
ゆう

する者
もの

並
なら

びに県
けん

の

職員
しょくいん

からなる会議
かいぎ

（以下
い か

「推進
すいしん

会議
かい ぎ

」という。）を組織
そしき

するものとする。 

２ 推進
すいしん

会議
かい ぎ

の組織
そしき

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じこう

は、知事
ち じ

が定
さだ

める。  

 

２ 差別
さべつ

禁止法
きんしほう

では、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

を広
ひろ

げるための仕組
し く

みを設
もう

け

る必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

  差別
さべ つ

の解消
かいしょう

だけを強調
きょうちょう

すると、「差別
さべつ

をした側
がわ

」と「差別
さべつ

をされた側
がわ

」の対立
たいりつ

構造
こうぞう

を生
う

み出
だ

してしまうおそれがある。差別
さべつ

の解消
かいしょう

は重要
じゅうよう

であるが、それと
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あわせて、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

を広
ひろ

げていかなければ、真
しん

の意味
い み

での

共生
きょうせい

社会
しゃかい

は実現
じつげん

できない。 

  千葉県
ち ば け ん

の条例
じょうれい

では、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

を広
ひろ

げ、差別
さべつ

をなくすため

の民間
みんかん

の取組
とりく

みについて、県民
けんみん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

することを規定
きてい

している。 

（参考
さんこう

） 

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい千葉県
ち ば け ん

づくり条例
じょうれい

第
だい

３２条
じょう

 

知事
ち じ

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

を広
ひろ

げ、差別
さべつ

をなくすための民間
みんかん

の取組
とりくみ

に

ついて、県民
けんみん

への情報
じょうほう

の提供
ていきょう

その他
た

の必要
ひつよう

な支援
しえん

をすることができる。 

 

【中西
なかにし

委員
いい ん

】 

法律
ほうりつ

を効果的
こうかてき

に実施
じっし

していくうえで、障害
しょうがい

を持
も

つ人
ひと

の立場
たちば

に立
た

って権利
けんり

を

支援
しえん

する障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

、親
おや

の会
かい

、ＮＰＯ団体
だんたい

、公益
こうえき

法律
ほうりつ

事務所
じ む し ょ

等
とう

の存在
そんざい

は重要
じゅうよう

である。国
くに

によるこれらの団体
だんたい

、機関
きかん

の育成
いくせい

をはかり、経済的
けいざいてき

助成
じょせい

を行
おこな

うこと

も差別
さべつ

禁止法
きんしほう

に含
ふく

むものとする。 
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